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 視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校

の各教科の指導については、小学校、中学校、高等学校学習指導要領に準ずるだけでなく、児童生徒の

障害の状態や特性及び心身の発達段階等を十分に考慮しなければなりません。 

 また、知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科等については、小学校、

中学校、高等学校とは別に、学校教育法施行規則第１２６条第２項、第１２７条第２項、第１２８条第

２項において、規定されています。 

Ⅰ～Ⅴに各障害種における各教科の指導における配慮事項を示します。 

 

Ⅰ 視覚障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校 

 

 

 各教科の指導を行う際は、視覚障害のある児童生徒の学習上の困難を把握し、それに対する指導の工

夫や配慮をすることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

各教科の指導について 
 

 第１章 

など 

文字の読み書きが難しい 

周囲の状況や事象の変化 

の理解が難しい 

【詳細】特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編（小学部・中学部）Ｐ3～7 

具体的な事物・事象や動作と言葉とを結び付けて、的確な概念形成を図り、言葉を正しく理解し

活用できるようにする 

点字又は普通の文字の読み書きを系統的に指導し、習熟させる 

視覚障害の状態等に応じて、指導内容を適切に精選し、基礎的・基本的な事項から着実に習得で

きるようにする 

視覚補助具や情報機器、触覚教材等の効果的な活用を通して、主体的な学習ができるようにする 

場の状況や活動の過程等を的確に把握できるよう配慮することで、空間や時間の概念を養い、見

通しをもって意欲的な学習活動を展開できるようにする 

視覚障害のある児童生徒の学習上の困難

例 

限られた情報や経験の範囲で 

概念が形成されやすい 

初めての内容を理解 

するのに時間がかかる 

情報収集の困難さから、主体的に

学習に取り組むことが難しい 

指導上の配慮事項 

直接経験の不足により学習 

内容の理解が不十分になる 

理解が一面的に 

なりやすい 

https://www.mext.go.jp/content/20220715-mxt_tokubetu01-100002983_1.pdf
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Ⅱ 聴覚障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校 
 

 

各教科の指導を行う際は、聴覚障害のある児童生徒の学習上の困難を把握し、それに対する指導の工

夫や配慮をすることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【詳細】特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編（小学部・中学部）Ｐ7～11 

 

など 

語彙が不足する 

状況に応じた柔軟な

思考ができにくい 

体験的な学習を通して、学習の基盤となる語句などについて的確な言語概念の形成を図り、児童

生徒の発達に応じた言語による思考力を育成する 

主体的に読書に親しんだり、書いて表現したりする態度を養うよう工夫する 

音声、文字、手話、指文字等を適切に選択・活用して、的確な意思の相互伝達が行われるよう 

指導方法を工夫する 

補聴器や人工内耳等の利用により、児童生徒の保有する聴覚を最大限に活用し、効果的な学習活

動が展開できるようにする 

聴覚障害のある児童生徒の学習上の困難

例 

音への気付きや 

状況理解が難しい 

物事の因果関係を

つかみにくい 

話し言葉から十分な

情報収集ができない 

発音が不明瞭で

伝わりにくい 

指導上の配慮事項 

文法の誤りが多い 

言葉の聞き取りや

聞き分けが難しい 

目に見えないことや書いていないことに

思いが及びにくい 

児童生徒の言語概念や読み書きの力に応じて、指導内容を適切に精選し、基礎的・基本的な事項

に重点を置くなど指導を工夫する 

視覚的に情報を獲得しやすい教材・教具やその活用方法等を工夫するとともに、コンピュータ等

の情報機器などを有効に活用し、指導の効果を高めるようにする 

https://www.mext.go.jp/content/20220715-mxt_tokubetu01-100002983_1.pdf
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Ⅲ 肢体不自由者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校 

 
各教科の指導を行う際は、肢体不自由のある児童生徒の学習上の困難を把握し、それに対する指導の

工夫や配慮をすることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【詳細】特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編（小学部・中学部）Ｐ11～15 

 

など 

視覚的な情報を処理する

ことが苦手である 

肢体不自由のある児童生徒の学習上の困難

例 

言葉を知っていても 

意味の理解が不十分である 

筆記や物の操作などが難しかったり

時間がかかったりする 

指導上の配慮事項 

学習活動に応じた姿勢を 

保持することが難しい 

概念が不確かなまま、用語や 

数字を使っていることがある 

複数の情報を同時に処理

することが苦手である 

話し言葉が不明瞭であったり、短い言葉を

伝えるのに相当な時間がかかったりする 

体験的な活動を通して言語概念等の形成を的確に図り、児童生徒の障害の状態や発達段階に応

じた思考力、判断力、表現力等を育成する 

児童生徒の身体の動きの状態や認知の特性、各教科の内容の習得状況等を考慮して、指導内容

を適切に設定し、重点を置く事項に時間を多く配当するなど計画的に指導する 

児童生徒の学習時の姿勢や認知の特性等に応じて、指導方法を工夫する 

適切な補助具や補助的手段を工夫するとともに、コンピュータ等の情報機器などを有効に活用

し、指導の効果を高めるようにする 

各教科の指導に当たっては、特に自立活動の時間における指導との密接な関連を保ち、学習効

果を一層高めるようにする 

https://www.mext.go.jp/content/20220715-mxt_tokubetu01-100002983_1.pdf
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Ⅳ 病弱者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校 

 
各教科の指導を行う際は、病弱の児童生徒の学習上の困難を把握し、それに対する指導の工夫や配慮

をすることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【詳細】特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編（小学部・中学部）Ｐ15～19 

 

など 

児童生徒の学習状況や病気の状態、授業時数の制約等に応じて、指導内容を適切に精選し、基礎

的・基本的な事項に重点を置くとともに、指導内容の連続性に配慮した工夫を行ったり、各教科

等相互の関連を図ったりする 

健康状態の維持や管理、改善に関する内容の指導に当たっては、自己理解を深めながら、学びに

向かう力を高めるために、自立活動における指導と密接な関連を保ち、学習効果を一層高める

ようにする 

体験的な活動を伴う内容の指導に当たっては、児童生徒の病気の状態や学習環境に応じて、間接

体験や疑似体験、仮想体験等を取り入れるなど、指導方法を工夫する 

教材・教具や入力支援機器等の補助用具を工夫するとともに、コンピュータ等の情報機器などを

有効に活用し、指導の効果を高めるようにする 

病弱の児童生徒の学習上の困難

例 

入院や体調不良等のために 

学習時間の制約や学習できない期間などがある 

身体活動の制限、生活規制等により 

体験的な活動が不足する 

指導上の配慮事項 

児童生徒の病気の状態等を考慮し、学習活動が負担過重となる又は必要以上に制限することが

ないようにする 

病気のため、姿勢の保持や長時間の学習活動が困難な児童生徒については、姿勢の変換や適切な

休養の確保などに留意する 

健康状態を保つために、 

予防的対応が必要である 
日々の病状が変化しやすい 

心身症や精神疾患の場合、

日中の体調の変動が激しい 

https://www.mext.go.jp/content/20220715-mxt_tokubetu01-100002983_1.pdf
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Ⅴ 知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校 

 
１ 各教科の構成と履修 

 知的障害である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科等については、知的障害の特徴及

び適応行動の困難さ等を踏まえ、学習指導要領において以下のように示されています。 
 

学部 各教科の構成 履修 

小学部 生活科、国語科、算数科、音楽科、図画工作科、体育科 

第１学年から

第６学年を通

じて履修する 

中学部 
国語科、社会科、数学科、理科、音楽科、美術科、保健体育科、職業・家庭科 

※外国語科（選択教科で、必要に応じて設けることができる） 

第１学年から

第３学年を通

じて履修する 

高等部 

各学科に共通す

る各教科 

国語科、社会科、数学科、理科、音楽科、美術科、保健体育

科、職業科、家庭科 

※外国語科及び情報科（選択教科で、必要に応じて設けるこ

とができる） 
各学科に共通

する各教科に

ついては、全て

履修する 

主として専門学

科において開設

される各教科 

家政、農業、工業、流通・サービス、福祉 

学校設定教科 学校が独自に設けることができる教科 

 

２ 各教科の段階について 

 各教科の目標や内容については、学年ではなく、段階別に示されています。その理由は、発達期にお

ける知的機能の障害が、同一学年であっても、個人差が大きく、学力や学習状況も異なるからです。小

学部１～３段階、中学部１～２段階、高等部１～２段階で構成されています。 

 児童生徒の実態が各教科のどの段階に相当するのかを把握し、指導目標や内容を設定しなければなり

ません。 
 

小学部 

１段階 

主として知的障害の程度は、比較的重く、他人との意思の疎通に困難があり、日常生活を

営むのにほぼ常時援助が必要である者を対象とした内容 

小学部 

２段階 

知的障害の程度は、１段階ほどではないが、他人との意思の疎通に困難があり、日常生活

を営むのに頻繁に援助を必要とする者を対象とした内容 

小学部 

３段階 

知的障害の程度は、他人との意思の疎通や日常生活を営む際に困難があり、適宜援助を必

要とする者を対象とした内容 

中学部 

１段階 

小学部３段階を踏まえ、生活年齢に応じながら、主として経験の積み重ねを重視するとと

もに、他人との意思の疎通や日常生活への適応に困難が大きい生徒にも配慮した内容 

中学部 

２段階 

中学部１段階を踏まえ、生徒の日常生活や社会生活及び将来の職業生活の基礎を育てるこ

とをねらいとする内容 

高等部 

１段階 

中学部２段階の内容やそれまでの経験を踏まえ、生活年齢に応じながら、主として卒業後

の家庭生活、社会生活及び職業生活などの関連を考慮した基礎的な内容 

高等部 

２段階 

高等部１段階を踏まえ、比較的障害の程度が軽度である生徒を対象として、卒業後の家庭

生活、社会生活及び職業生活などの関連を考慮した発展的な内容 

【詳細】特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編（小学部・中学部）Ｐ20～523 

https://www.mext.go.jp/content/20220715-mxt_tokubetu01-100002983_1.pdf
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３ 知的障害のある児童生徒の学習上の特性と教育的対応の基本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

教育的ニーズを踏まえ、育成を目指す資質・能力を明確にし、指導目標を設定するとともに、 

指導内容のより一層の具体化を図る 

知的障害のある児童生徒の学習上の特性 

学習によって得た知識や技能が断片的になりやすく、実際の生活の場面の中で生かすことが難し

い 

教育的対応の基本 

成功経験が少ないことなどにより、主体的に活動に取り組む意欲が十分に育っていない 

抽象的な内容の指導よりも、実際的な生活場面の中で、具体的に思考や判断、表現できるように

する指導が効果的である 

望ましい社会参加を目指し、日常生活や社会生活に生きて働く知識及び技能、習慣や学びに 

向かう力が身に付くようにする 

職業教育を重視し、将来の職業生活に必要な基礎的な知識や技能、態度及び人間性等が育つ 

ようにする 

生活の課題に沿った多様な生活経験を通して、日々の生活の質が高まるようにするとともに、

よりよく生活を工夫していこうとする意欲が育つようにする 

自発的な活動を大切にし、主体的な活動を促すようにしながら、課題を解決しようとする思考

力、判断力、表現力等を育むようにする 

児童生徒が、自ら見通しをもって主体的に行動できるよう、日課や学習環境などを分かりやす

くし、規則的でまとまりのある学校生活が送れるようにする 

生活に結び付いた具体的な活動を学習活動の中心に据え、実際的な状況下で指導するとともに、

できる限り児童生徒の成功経験を豊富にする 

児童生徒の興味や関心、得意な面に着目し、教材・教具等を工夫するとともに、目的が達成し

やすいように、段階的な指導を行うなどして、児童生徒の学習活動への意欲が育つようにする 

児童生徒一人一人が集団において役割が得られるよう工夫し、その活動を遂行できるようにす

るとともに、活動後には充実感や達成感、自己肯定感が得られるようにする 

 

児童生徒一人一人の発達の側面に着目し、意欲や意思、情緒の不安定さなどの課題に応じると

ともに、児童生徒の生活年齢に即した指導を徹底する 
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４ 指導の形態 

 知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校では、障害の状態等に即した指導を進め

るために、指導の形態として「教科別に指導を行う場合」「道徳科、外国語活動、特別活動、自立活動の

時間を設けて指導を行う場合」「各教科等を合わせて指導を行う場合」があります。 

 各学校において、選択した教育の内容に対する学習を行うために、最適な指導の形態を選択しなけれ

ばなりません。 

 

＜知的障害特別支援学校中学部における教育の内容と指導の形態＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 教科別に指導を行う場合 

 教科ごとの時間を設けて指導を行う場合は、「教科別の指導」と呼ばれています。 

➢ 指導を行う教科やその授業時数の定め方は、対象となる児童生徒の実態によって異なる。 

 

➢ 教科別の指導で取り扱う内容については、一人一人の児童生徒の実態に合わせて、個別に 

選択・組織しなければならないことが多い。 

 

➢ 教科別の指導を一斉授業の形態で進める際は、児童生徒の個人差が大きい場合があるので、同

じ単元で学習しながらも、個々に異なる目標を設定したり、個別の手立てを行ったりするなど

して、個に応じた指導を徹底することが必要となる。 

 

（２） 道徳科、外国語活動、特別活動、自立活動の時間を設けて指導を行う場合 

① 特別の教科 道徳 

➢ 個々の児童生徒の興味や関心、生活に結び付いた具体的な題材を設定し、実際的な活動を取り入

れる。 

 

➢ 児童生徒の生活や学習の文脈を十分に踏まえた上で、道徳的実践力を身に付けるよう指導する。 

 

 ② 外国語活動 

➢ 小学部第３学年以上の児童を対象とし、国語科の３段階の目標及び内容との関連を図る。 

 

 ③ 特別活動 

➢ 各教科、道徳科、外国語活動（中学部を除く）、自立活動及び総合的な学習の時間（小学部を除く）

との関連を図る。 

 

➢ 障害のある人と障害のない人が共に生きる社会の実現に向けて小・中学校等の児童生徒や地域の

人々と活動を共にする機会を積極的に設ける。 

 

 

 

各教科 教育の内容 

（何を） 

道徳科 特別活動 自立活動 総合的な学習の時間 

指導の形態 

（どのように） 

教科別に 

指導を行う 

道徳科、特別活動、自立活動

の時間を設けて指導を行う 

各教科等を 

合わせて 

指導を行う 

総合的な 

学習の時間 
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 ④ 自立活動 

➢ 知的障害のある児童生徒は、全般的な知的発達の程度や適応行動の状態に比較して、言語、運動、

動作、情緒等の特定の分野に、顕著な発達の遅れや特に配慮を必要とする様々な状態が知的障害

に随伴して見られるため、それらの状態に応じて、各教科の指導などのほかに、自立活動の内容

の指導が必要である。 

 

➢ 知的障害のある児童生徒の自立活動の考え方は、他の障害を有する場合の考え方と同じある。 

 

（３） 各教科等を合わせて指導を行う場合 

 

 

 

 

➢ 知的障害者である児童生徒に対する特別支援学校においては、児童生徒の学校での生活を基盤と

して、学習や生活の流れに即して学んでいくことが効果的であることから、従前から、「日常生活

の指導」「遊びの指導」「生活単元学習」「作業学習」などとして実践されてきており、それらは「各

教科等を合わせた指導」と呼ばれている。 

 

日常生活の指導 

児童生徒の日常生活が充実し、生活の質が高まるように日常生活の諸活動に

ついて、知的障害の状態、生活年齢、学習状況や経験等を踏まえながら計画的

に指導するもの 

遊びの指導 
遊びを学習活動の中心に据えて取り組み、身体活動を活発にし、仲間とのかか

わりを促し、意欲的な活動を育み、心身の発達を促していくもの 

生活単元学習 

児童生徒が生活上の目標を達成したり、課題を解決したりするために、一連の

活動を組織的・体系的に経験することによって、自立や社会参加のために必要

な事柄を実際的・総合的に学習するもの 

作業学習 
作業活動を学習活動の中心にしながら、児童生徒の働く意欲を培い、将来の職

業生活や社会自立に必要な事柄を総合的に学習するもの 

 

➢ 各教科等を合わせて指導を行う場合においても、各教科等の目標を達成していくことになり、育

成を目指す資質・能力を明確にして指導計画を立てる。 

 

➢ 指導を担う教師が教育の内容と指導の形態とを混同し、結果として学習活動が優先されることが

ないよう、各教科等の内容を明確にすることが大切である。 

 

 

 各教科等を合わせて指導を行う場合とは、各教科、道徳科、特別活動、自立活動及び小学部に

おいては外国語活動の一部又は全部を合わせて指導を行うことをいいます。 
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 県内の特別支援学校における各教科等の指導の実際について、以下に示す１４例の学習指導案を、教

育センターホームページ 学校支援サイト「玖島の杜」に掲載しています。授業づくりの参考にしてく

ださい。 

 

視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者である児童生徒に対する教育を行う特別支援

学校の各教科の指導の実際 

事例 
学校 

（障害種） 

対象児童生徒 

（学部・学年） 

教科名 

（指導の形態） 
単元名 

① 
肢体不自由 

特別支援学校 

小学部 

第１学年 
国語科 「たのしかったことをかこう」 

② 
肢体不自由 

特別支援学校 

小学部 

第４学年 
算数科 「垂直・平行と四角形」 

③ 
肢体不自由 

特別支援学校 

小学部 

第５学年 
算数科 「垂直・平行と四角形」 

④ 
病弱 

特別支援学校 

高等部 

第１学年 
数学科 「三角比」 

⑤ 
視覚障害 

特別支援学校 
高等部 化学基礎 「物質の変化」 

⑥ 
肢体不自由 

特別支援学校 
中学部 保健体育科 「ダンス」 

知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科等の指導の実際 

事例 
学校 

（障害種） 

対象児童生徒 

学部・学年 

教科名 

（指導の形態） 
単元名 

⑦ 
肢体不自由 

特別支援学校 

小学部 

第５学年 
国語科 

「絵本を聞いて感じたことを表

現しよう」 

⑧ 
知的障害 

特別支援学校 
中学部 国語科 

「自己紹介したり、経験したこ

とを話したりしよう」 

⑨ 
肢体不自由 

特別支援学校 

小学部 

第６学年 
算数科 「なかまをあつめよう」 

⑩ 
知的障害 

特別支援学校 

中学部 

第２学年 
数学科 「１００より大きい数」 

⑪ 
知的障害 

特別支援学校 

小学部 

第３学年 
音楽科 「リズムであそぼう」 

⑫ 
肢体不自由 

特別支援学校 
中学部 生活単元学習 

「わたしたちの暮らし 

～梅雨～」 

⑬ 
肢体不自由 

特別支援学校 

高等部 

第１学年 
生活単元学習 「年賀状を書いて送ろう」 

⑭ 
知的障害 

特別支援学校 

高等部 

第１学年 
生活単元学習 

「政治や選挙に関する制度やそ

の意義を理解する」 

 

各教科等の指導の実際 
 

 第２章 
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Ⅰ 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善とは 
 

 

１ 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善とは 

➢ 特別支援学校幼稚部教育要領 小学部・中学部学習指導要領（平成２９年４月告示）では、教育

課程の実施において、「児童又は生徒の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を行

うこと」が求められています。 

 

➢ 授業の方法や技術の改善のみを意図するものではなく、児童生徒に求められる資質・能力を育む

ために、児童生徒や学校の実態、指導の内容に応じ、「主体的な学び」、「対話的な学び」、「深い学

び」の視点から授業改善を図ることが重要です。 

 

➢ 教科等の特質を踏まえ、具体的な学習内容や児童生徒の状況等に応じて、以下の三つの視点に立

った授業改善を行うことで、質の高い学びを実現し、学習内容を深く理解し、資質・能力を身に

付け、生涯にわたって能動的に学び続けるようにすることが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 主体的・対話的で深い学びを実現する学びの過程 

➢ 主体的・対話的で深い学びは、必ずしも１単位時間の授業の中で全てが実現されるものではあり

ません。単元や題材など内容や時間のまとまりを見通して、授業改善を進めることが重要となり

ます。 

 

➢ 特に「深い学び」の視点に関して、各教科等の学びの深まりの鍵となるのが「見方・考え方」で

す。｢主体的・対話的な学び｣だけを目的に授業改善をするのではなく、児童生徒が学習を通して

「見方･考え方」を働かせ、鍛えていくよう、教師が意図的に働き掛けることが大切です。 

 

 

 

 第３章 

「主体的な学び」 

学ぶことに興味や関心をもち、自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら、見通しをもって

粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる「主体的な学び」が実現できている

か。 

 

「対話的な学び」 

子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ、

自己の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現できているか。 

 

「深い学び」 

習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせ

ながら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、問題を

見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすることに向かう「深い学び」が実現

できているか。 

【詳細】特別支援学校学習指導要領解説 総則編（幼稚部・小学部・中学部）Ｐ250～254 

https://www.mext.go.jp/content/20200407-mxt_tokubetu01-100002983_02.pdf
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３ 主体的・対話的で深い学びの実現により実現したい児童生徒の姿 

 主体的・対話的で深い学びの視点からの学習過程の質的改善により実現したい主な児童生徒の姿を以

下に示します。 

 

（参考 独立行政法人教職員支援機構 ホームページ） 

 

 

 

主体的な学び 対話的な学び 深い学び 

 
興味や関心を高める 

 
互いの考えを比較する 

 
思考して問い続ける 

 
見通しをもつ 

 
多様な情報を収集する 

 
知識・技能を習得する 

 
自分と結び付ける 

 

思考を表現に置き換え

る  
知識・技能を活用する 

 
粘り強く取り組む 

 
多様な手段で説明する 

 

自分の思いや考えと結

び付ける 

 

振り返って次へつなげ

る  

先哲の考え方を手掛か

りとする  

知識や技能を概念化す

る 

  
 
共に考えを創り上げる 

 
自分の考えを形成する 

  
 
協働して課題解決する 

 

新たなものを創り上げ

る 

主体的・対話的で深い学びを実現する学びの過程のイメージ 

https://www.nits.go.jp/jisedai/achievement/jirei/pictogram.html
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Ⅱ 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の具体例 
 

児童生徒に「見方･考え方」を働かせるための教師の意図的な働き掛けを考えるためには、児童生徒の

実態把握や分析、育てたい資質・能力の設定をし、授業を単元や題材などのまとまりで構想することが

大切です。単元をまとまりで構想する一例として、単元構想シートを以下に示します。 
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記入例１ 

 

 

 

学部・学年 小学部・６年 

教科・単元名・時数 【社会科】「戦争と人々の暮らし」全９時間 

１ 児童生徒の実態 

 

 

 

 

 

 

 

２ 単元の目標 

 

 

 

 

 

３ 単元における見方・考え方 

 

 

４ 単元構成の工夫 
 

 

 

 

 

５ 単元計画  

題材名 
時

数 
学習する主な内容 

主体的・対話的で深い学びを 

実現するための指導上の工夫 

評価の観点 

知
・
技 

思
・
判
・
表 

主 

戦火に焼けた日
本 

１ 

・戦争とその時代の人々の暮らしに関
心をもつ。 

・日本が戦った戦争や人々の暮らしの
様子について学習問題を考え表現す
る。 

・教科書の資料、原爆資料館見学のし
おりをもとに学習問題について話し
合う場面を設定する。   ○ 

中国との戦争が
始まる 

１ 

・日中戦争がどのように始まり、展開し
たのかを調べる。 

・中国大陸で戦域が拡大した経緯を理
解する。 

・写真資料から読み取ったことを電子
黒板に記入し共有しながら調べる。 

○ 

  

アジア・太平洋に
広がる戦争 

１ 

・年表や地図を読み取る。 
・戦争がアジア･太平洋に広がった理由
を考える。 

・戦場の広がりを表す地図をもとに、
航空機生産力のグラフや東南アジ
アの資源等を関連させる場面を設
定する。 

○ 

  

戦争と人々の暮
らし １ 

・戦争中の人々の暮らしを調べる。 
・戦争が人々の暮らしに与えた影響に
ついて考える。 

・当時の新聞記事の見出しの変化や教
科書資料から感じたこと、考えたこ
とを話し合う。 

 ○  

子どもたちと戦
争 ２ 

・戦争中の子どもたちの暮らしを知る。 
・自分たちの日常生活と比較する。 
・当時の子どもの思いや願いを考える。 

・教科書資料、戦争体験者の手記をも
とに、今の生活と比べ、当時の子ど
もの気持ちを考えまとめる。 

 ○ ○ 

おそいかかる空
襲 １ 

・空襲によって国民が受けた被害の大
きさについて理解する。 

・原爆投下以外の長崎の空襲について
ｗｅｂページ等をもとに調べる。 ○   

沖縄・広島・長崎、
そして敗戦 

２ 

・沖縄戦や原爆がもたらした被害の大
きさについて理解する。 
・戦争に対する自分の考えを深める。 

・原爆資料館見学のしおりをもとに、
単元始めに設定した学習問題につ
いて話し合う。 

・本単元で作成した年表や資料をまと
め、新聞にする。 

 ○ ○ 

 

○日中戦争や太平洋戦争において、国民が大きな被害を受けたことや他国に大きな被害を与えたことが分かる。（知識・
技能） 

○地図や年表等の資料から、戦争の広がりの経緯を適切に読み取ることができる。（知識・技能） 
○戦争の広がりと人々の暮らしの変化について関連付けて考え、白地図や年表等にまとめ表現できる。（思考力、判断
力、表現力等） 

○戦争とその時代を生きた人々の暮らしに関心をもち、進んで考えたり調べたりする。（学びに向かう力、人間性等） 

○戦争被害や原爆による被害については、一学期の平和学習や総合的な学習の時間における原爆資料館見学を通して学
習した。学習した内容は断片的な知識に留まっており、関連付けて理解するまでには至っていない。 

○教科書の文中に書かれていることを答える質問に対しては教師からのヒント等が必要であるが、教科書の挿絵や年表
等を見て解答する質問には自分から答えることができる。 

○事象を深く理解するために、教科書や資料の文章・図表等を関連付ける等して、思考したり判断したりすることが苦
手である。 

○複数のクラスメイトと学習する機会が少ないこともあり、友達の意見と比べたり、参考にしたりする経験が少ない。 
○難しい発問や内容になると集中が途切れてしまい、学習意欲の継続が難しい場合がある。 

戦争の経過や戦場の広がり、戦争中の人々の暮らしの変化に着目し、当時の日本や世界の情勢を関連付けたり現在の自
分の暮らしと比較したりして考える。 

○単元の導入段階では、平和学習や原爆資料館見学の資料やしおりを活用し、当時の日本の様子や人々の生活への関心
を高める。 

○満州事変から終戦までの年表を作成し、各題材の時系列を捉えやすくする。 
○「アジア・太平洋に広がる戦争」では、「中国との戦争が始まる」における戦場の広がりや長期化と関連付ける。 
○「子どもたちと戦争」では、「戦争と人々の暮らし」で学んだことから、子ども達の暮らしの様子を予想させる。 
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記入例２ 

 

 

 

学部・学年 小学部５･６年 

教科・単元名・時数 【図画工作科】「野菜や果物を描こう」（小学部２段階）全５時間 

１ 児童生徒の実態 

 

 

 

 

 

 

 

２ 単元の目標 

 

 

 

 

 

３ 単元における見方・考え方 

 

 

４ 単元構成の工夫 

 

 

 

 

 

５ 単元計画  

題材名 
時

数 
学習する主な内容 

主体的・対話的で深い学びを 

実現するための指導上の工夫 

評価の観点 

知
・
技 

思
・
判
・
表 

主 

いろいろな模様

を描こう 
１ 

・用具の使い方 

・好きな色の選択 

・混色による色の変化へ

の気付き 

・いろいろな色水で、直線や曲線、丸や三
角などをなぞって描かせる。 

・選択した絵の具や混色による色の変化を
ジュースなどに例えるような言葉を引
き出し、イメージをふくらませる。 

○   

いろいろな野菜

や果物を触って

みよう 
１ 

・形や質感、色などの言語

化 

・描きたい対象の選択 

・イメージを作り出す 

・複雑でない形や色の野菜や果物を題材と
することで、次時に絵の具で表現しやす
いようにする。 

・いろいろな野菜や果物を準備し、見たり
触ったり、においをかいだりして、形や
色、質感などについて言語化させ、イメ
ージを膨らませることができるように
する。 

 ○ ○ 

トマトを描いて

みよう １ 

・形や色の違い 

・イメージを作り出す 

・トマトに触れる時間を多く設ける。 
・トマトの色や形など言葉にさせたり、教
師が代弁したりすることで、作品のイメ
ージをもたせ、描くようにする。 

○ ○  

好きな野菜や果

物を描いてみよ

う 
２ 

・形や質感、色などのイメ

ージの表現 

・作り出す楽しさへの気

付き 

・それぞれが工夫している点を言葉にさせ
たり、教師が代弁したりしながら、活動
の過程や出来上がった作品に意味付け
をしていくようにする。 

 ○ ○ 

 

○野菜や果物を見たり触ったりして感じたことをもとに、絵の具を使って形や色を工夫してかく。（知識・
技能） 

○野菜や果物を見たり触ったりして感じたことをもとに、表したいことを考えて形や色を選んだり、自分た
ちの作品の面白さや楽しさを感じ取ったりする。（思考力・判断力・表現力等） 

○絵の具を使ってかく楽しさに気付き、野菜や果物を好きな形や色で表す活動に進んで取り組む。（学びに
向かう力・人間性等） 

○５、６年生とも、いろいろな素材（タンポやスポンジブラシ、スポイトなど）を使い、自由に「かく、ぬ
る」などの活動に取り組んできている。 

○材料や用具を、一人で使うことができる児童から、支援を受けて使う児童まで、実態には幅がある。 
○教師が提示した手本を見て、同じようにかくことができる児童が３名いるが、自分で表したいことをイメ
ージすることは難しい。 

○手順を示すことで、表現の活動に取り組むことができる児童から、作り出す楽しさに気付くことに時間を
要する児童まで実態には幅がある。 

○休み時間に塗り絵をする児童がいるが、余暇として楽しむまでには至っていない児童が多い。 

○野菜や果物を見たり触ったりしたことを形や色でとらえる。 
○食べたときや収穫したときなどの経験と結び付けて、野菜や果物をかく。 

○単元の始めでは、これまでの「かく、ぬる」活動を思い出し、絵の具を使っていろいろな色水や形を表現
する楽しさを感じることができるようにしたい。また、タンポや筆、絵の具の使い方に慣れさせるととも
に、児童が表現しやすい道具を確認する。 

○野菜や果物の形や色、触った感じやにおいを言葉で表現する場面を設定し、表したいイメージをもてるよ
うにする。 
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記入例３ 

 

 

 

学部・学年 高等部・２学年 

教科・単元名・時数 【数学】「分数」（高等部１段階） 全６時間 

１ 児童生徒の実態 

 

 

 

 

 

 

 

２ 単元の目標 

 

 

 

 

 

 

３ 単元における見方・考え方 

 

 

４ 単元構成の工夫 

 

 

 

 

 

 

５ 単元計画  

題材名 
時

数 
学習する主な内容 

主体的・対話的で深い学びを 

実現するための指導上の工夫 

評価の観点 

知
・
技 

思
・
判
・
表 

主 

分数の意味 １ 

・分母と分子のしくみ ・単元の最初に分数の加減法を学ぶことに
ついて見通しをもたせ、中学部２段階で
学んだ分数の意味や表し方について振
り返る場面を設定する。また、整数や小
数の加減法と分数の加減法の違いを予
想する場面を設定する。 

○  ○ 

分数の表し方 ２ 

・単位分数をもとにした

分数の大きさ 

・分数の大小 

・水の量や長さなど身近な物を例にして、
単位分数あたりのいくつ分かで大きさ
を把握したり、比較したりする。 

○ ○  

分数のたし算、 

ひき算 
２ 

・同分母の分数のたし算 

・同分母の分数のひき算 

・話合いや発表を通して他の生徒のいろい
ろな考え方に触れる機会を設ける。 

・形式的な手続きでの計算になっていた場
合には、前時の振り返りを行う。 

○ ○  

分数の計算の活

用 
１ 

・同分母の分数のたし算、

ひき算の文章問題 

・分数の計算が日常の生活にも使えること
に気付くことができるよう問題を工夫
する。 

・異分母の分数のたし算やひき算はどのよ
うに考えることができるかについて考
える。 

 ○ ○ 

 

○分数の意味と表し方、簡単な分数の加法、減法の意味を理解し、同分母の分数の加法及び減法の計算がで
きる。（知識・技能） 

○数のまとまりや数を構成する単位に着目し、大きさを比べたり、計算の仕方を考えたりするとともに、日
常生活に生かすことができる。（思考力・判断力・表現力等） 

○既習の数の見方や表し方などをもとに、分数の意味と表し方、計算の仕方について主体的に考えたり、日 
常生活の場面などで大きさを分数を用いて表したりすることができる。（学びに向かう力・人間性等） 

○折り紙やひも、計量カップや軽量スプーンを使って、半分や、さらに半分にした大きさを作ったり量った
りしながら分数の意味や表し方について学んでいる。 

○折り紙やひもの長さ、ペットボトルの量などで、分数の意味や表し方について実感的に理解することがで
きている。 

○繰り上がりや繰り下がりのない整数の加・減法ができる。 
○整数の計算においては、機械的に行うことはできるが、計算の意味を具体的に捉えることはできていない。 
○見通しをもって学んだり、学んだことを日常生活に生かしたりすることが苦手な生徒が多い。 

数のまとまりや数を構成する単位に着目して、分数の加減の計算を、１つ分の分数をもとにして、分子同士
の加減で考えることができる。 

○同分母のたし算、ひき算において、分母はそのままで分子をだけを足せばいいという形式的な手続きを暗
記するのではなく、単位分数のいくつ分と捉えて考える過程を大切にし、『分数の表し方』における「単
位分数をもとにした分数の大きさ」の理解を深めるようにする。 

○同分母の分数のたし算、ひき算の方法においては、話合いや発表を通して他の生徒のいろいろな考え方に
触れ、自分自身の考えをまとめる場面を設定する。 

○既習の分数の意味や表し方、整数や小数のたし算、引き算について相互に関連付けながら考える場面を設
定する。 
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Ⅰ キャリア教育とは 
 
 

１ 特別支援教育の目的とキャリア教育 

 特別支援教育に求められる視点として、児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組の支援が

あげられます。これは、児童生徒のキャリア発達を支援するキャリア教育の視点にも通じるもので、

特別支援教育におけるキャリア教育の重要性を表すものであると考えます。特別支援教育の理念であ

る共生社会の実現に向けても、障害のある児童生徒のキャリア教育の推進は必要不可欠です。 
 

キャリア発達とは 

「社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現していく過程」のこと。 

（平成 23 年中教審答申「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」） 
 

キャリア教育とは 

 「キャリア発達」を支援する教育である。 
 

人は生涯の中で、様々な役割を担っています。その役割を、その時々の自分にとっての重要性や意

味に応じて果たしていくことが大切です。児童生徒が、自分らしい生き方を見つけ、自分らしい生き

方ができるように支援する教育がキャリア教育の本質であると言えます。 

 

２  キャリア教育の視点 

 キャリア発達を促す視点とは、児童生徒の少し先の将来を見据えて、今、何が（どのような力が）

必要なのかを考える視点を取り入れることであると言えます。児童生徒の「学び」を丁寧に考えてい

くことや、その「学び」が児童生徒の将来のどこにつながるのかを展望する視点をもち、「いま」を大

切にすることが「キャリア発達を促す視点」を取り入れた目標設定や授業であると言えます。 

 

 

 

 

 

 
 

以上の視点を、現在行っている教育活動（授業）が、本当にその児童生徒にあったものになってい

るか、また、一人一人の将来の生活においてどのような意味があるのかについて、全教職員が共通理

解をもって取り組むことができるようにすることが重要です。 

 

３ キャリア教育の視点を指導に生かすために 

（１） 組織的、系統的に取り組む体制の整備 

➢ 個別の教育支援計画や個別の指導計画にキャリア教育の視点を入れ、学校全体、また関係機

関と協力しながら児童生徒を育てる体制作りを進める。 

 

（２） 「現在」の生活を豊かにするという意識 

➢ 現在の生活に必要なことを指導し、自分自身の努力が生活を豊かにすることに結び付いてい

ることを教える。 

 

（３） 保護者との連携 

➢ 学校で学んだことを家庭や地域の中で般化できるようにするために、家庭と密に連携・協力

する。 

キャリア教育  第１章 

① 児童生徒一人一人のキャリア発達を支援する 

➢ その発達段階に相応しい能力・態度を身に付けられるよう支援する 

② 児童生徒一人一人にふさわしいキャリアを形成できるよう支援する 

➢ 一人一人にあった役割・経験や進路を達成できるよう支援する 

③ 勤労観・職業観を育てる 

➢ 自立と社会参加に向けて必要となる態度が育成されるよう支援する 
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Ⅱ キャリア教育の実際（虹の原特別支援学校） 
 

１ キャリア教育を推進するための取組 

（１） キャリア教育を推進する上でのポイント（本校の捉えも含めて） 

本校では、キャリア教育の在り方について３年間（平成２６～２８年度）研究に取り組みました。 

 キャリア教育の視点での授業づくりや授業改善については、これまでの学部ごとの話し合いにおい

て導き出された、小学部「主体性」、中学部「般化」、高等部「意欲」をキーワードとして、各学部そ

れぞれ、児童生徒の課題等に応じて、キャリア教育の視点で指導内容・方法等を改善して、複数の教

師で意見交換しながら取り組みました。その中で、共通したポイントとして次の点が明らかになりま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） キャリア教育に対する理解と概念の共有 

 校内研修会や、外部講師を招いて実施したキャリア教育研修会、また学部研究を進めることを通し

て、キャリア教育について理解を深めました。 

小学部段階では捉えにくかった、児童の高等部卒業後の姿を意識したり、卒業後の長い人生を見据

えて「今」必要な支援は何なのかをイメージしたりして、日々の指導にキャリア教育の視点を取り入

れるなど、学校全体で多くの職員がキャリア教育を意識するようになり、以下のような理解が深まり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 キャリア教育は、教科、領域等の指導の場面や児童生徒の実態等に関わらず、様々な場面において

全児童生徒に対して行われるべきものであるということを意識し、これまで以上に児童生徒が生き生

きと豊かに生活するためにも、全ての教師が理解を深め、キャリア発達を促すための支援を行うこと

が必要であると考えました。 

 

以下、各学部及び寄宿舎で行った取組の概要について紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「できること」を土台にした活動内容を設定し、児童生徒の特性に応じて環境を工夫す

ることで、活動に対する意欲が高まり、主体的な取組につながること。 

○児童生徒が自己肯定感や自己有用感を高めるための手立てとして、振り返りや自己評価

が大切であること。 

○児童生徒の「意欲」「意識」といった「内面の育ち」には、教師の言葉掛けなどによる

細かな支援が大切であること。 

 

１）キャリア発達は、在学中で終わるものではなく、一生涯続くものであり、積み重ねて 

いくことが大切である。 

２）職業や進路につながる指導など、いわゆる「働くことにつながる指導」だけがキャリ 

ア教育ではない。 

３）あらゆる活動や生活の中に、キャリア発達が促される要素は潜んでいる。 
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２ キャリア教育（キャリア発達）の視点を踏まえた授業づくりと授業改善 

（１） 小学部の研究 

小学部では、「キャリア発達を促す授業の実践」として、「主体的に取り組む子供」を育てるための

授業づくりに取り組みました。主体的に取り組む子供を「自分で考えたり、自分で決めたりして行動

することができる子供」と捉え、生活単元学習の授業について検討しました。 

 

① 研究テーマ 

 「キャリア発達を促す小学部の授業実践 ～主体的に取り組む子供を目指して～」 

 

② 研究の目的 

１年目は、研修や事例研究を通して児童の将来の姿をイメージし、生き生きとした生活を送るた

めにどのような指導を実践すればよいのかを考えることに取り組みました。 

２年目は、キャリア教育についての理解をさらに深めるための研修と、「主体的に取り組む子供」

を育てることを目指した日常生活の指導における事例研究を通して、キャリア教育の視点を取り入

れた実践を目指しました。これまでの研究を通して、小学部段階から子供の将来像をイメージし、

将来につながる指導を考えて実施していくことの必要性について共通理解し、日常生活の指導にお

ける「主体的に取り組む子供」を育てるために大切にしたいことなどを学びました。 

そこで３年目は、生活単元学習での授業実践を通して、２年目同様、「主体的に取り組む子供」を

育てるために大切にしたいことについてまとめ、キャリア教育の視点を取り入れた授業づくりに生

かすことを目的に研究に取り組みました。 

 

③ 実践を通して明らかになった、「主体性」を育むための授業づくりのポイント 

◇「できること」をベースにした活動内容 

・いろいろな視点での実態把握（これまでの学習経験、身に付けている力など）  

・生活への般化 
 

◇子供の特性にあった環境設定 

・自分で動ける（見るだけで動けるなど）環境設定 
 

◇子供の内面（不安や意欲、意識の変化、達成感など）に目を向けること 

・「楽しい、やってみたい」と思える活動 

・子供の「欲求」を満足させることができる活動 

・「称賛」を重視した声掛け 

・子供たちが夢中になる素材、教材（道具） 

・いろいろな場面での期待感を高めるような声掛け 
 

◇本人に見通しをもたせ、自分で気付き、思考させるための支援 

 ・繰り返しの学習、活動場所の検討 

 ・一人一人に応じた支援の検討 

 ・次の行動のヒントとなる言葉掛け 
 
◇積極的な授業改善への取組 

 ・授業の中の子供の様子を次の授業に反映させる。 

 ・子供の発想に目を向け、活動や教材に取り入れる。 

 ・積み重ねる（繰り返す）学習の中でも少しずつ活動に変化を付ける。 
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（２） 中学部の研究 

中学部では、場や状況が変わっても同じよう

にできる姿（般化）を目指し、各学年で事例生

徒を取り上げて研究に取り組みました。「本人・

保護者の願いをかなえるキャリアシート」を作

成し、キャリア教育の目標や指導方針を教師間

で共通理解して実践を行いました。 

 

① 研究テーマ 

 「キャリア発達を促す中学部の授業実践 

～場や状況が変わっても同じようにできる姿を目指して～」 

 

② 研究の目的 

自立や社会参加につなげるため、キャリア教育について研究し、日々の授業実践を通して

授業改善を行い、中学部生徒の学習活動におけるキャリア発達を促す。 

 

１年目は、試行的に授業を一つピックアップし、「中学部におけるキャリア教育の捉えについて（試

案表）」（以下、試案表）を活用した授業改善を行いました。その結果、一つの授業で達成できたキ

ャリア教育の目標が他の授業でも達成できるのか、つまり、自立や社会参加に向けて、いかに般化

できるかということが中学部のキーワードとなりました。 

２年目からは、般化を「場や状況が変わっても同じようにできること」と定義した上で、各学年

で事例生徒を挙げて「本人・保護者の願いをかなえるキャリアシート」（以下、キャリアシート）を

作成し、キャリア教育の目標や指導方針を共通理解して取り組みました。目標の般化を目指す授業

実践ができ、授業改善のポイントが明らかになりました。 

そこで３年目は、教師全員がそれぞれの授業の中で事例生徒（各学年２名）に関わり、事例生徒

のキャリア発達を促す授業改善に取り組みました。さらに、試案表を「中学部でキャリア教育を進

めるための観点表」（以下、観点表）として、「中学部で目指す生徒像」「般化を目指す授業改善のポ

イント」を加え、見直しを図りました。学校のみならず、家庭や寄宿舎、関係機関での様子も踏ま

え、より般化を目指す実践を意識して取り組みました。 

 

③ 実践を通して明らかになった、「般化」を促す授業づくりのポイント 

◇安心して取り組める 
・教師の前向きな話や声掛けが徐々に生徒のやる気を引き出し、主体性を育むことにつながった。 

◇自分の気持ちが「伝わった」と感じられる 
・生徒の表情や言動を受け取り、「～だね」と共感することが子供の伝えたい気持ちを高め、より
明確な伝え方の理解につながった。その中で、「うれしい、かなしい、したい、いやだ」など選
択を促すことも気持ちを引き出すことに有効であった。 

◇繰り返しの学習により見通しをもって取り組め、自信につなげられる 
・挨拶や役割などの活動に毎日取り組むことにより、身近でない人にも挨拶ができるなど対象が広
がった。また、活動の流れを理解して自ら取り組むことが増えた。 

・少しずつ内容を変えることで徐々に変化への対応ができるようになり、自信につながった。 
◇認められ、褒められた成功体験が得られる 
・何がよかったのかを具体的に伝えることで、達成できたことがより明確に理解でき、苦手なこと
にも自ら生かして挑戦しようとする様子が見られた。 

◇周りを意識することにより活動の手掛かりが得られる 
・手本となる他の生徒の行動に注目させることで、教師からの働き掛けがなくても今何をすればよ
いのか自分で気付けるようになった。集団の中で自らの手掛かりを得ようとする態度が見られ
た。 

◇教えてもらったことを確実に理解する 
・示範や説明の後に、模倣を促したり、簡単な質問をしたりして反復することでどれだけ理解して
いるのか把握でき、更なる内容理解と行動につなげることができた。 

般化の捉え 
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（３） 高等部の事例 

高等部では、職業教育の充実を図るため、職業コースの生徒（卒業後、一般就労を目指す）に対し

て、キャリア発達を促す『意欲』の向上を目指し、生徒が意欲的に活動し主体的に取り組める授業づ

くり（主に作業学習）を目的に取り組みました。 

 

① 研究テーマ  

 「キャリア発達を促す高等部の授業実践 

～卒業後をより良く生きようとする意欲の向上を目指して～」 

 

② 研究の目的 

高等部では、高等部の生徒たちが卒業後の生活にスムーズに適応し、豊かな生活を送るために、

必要で適切な指導・支援の在り方を考え、日々の指導につなげていくことを目的に、研究に取り組

みました。 

１年目及び２年目の研究を通じて、豊かな生活を送るためには、卒業後をよりよく生きようとす

る意欲の向上を目指した指導が不可欠であると共通理解し、教育課程の検討や有効な指導について

の学びを行ってきました。 

そこで３年目の研究では、卒業後生徒たちの進む日中の場により近い学習環境である作業学習に

おいて、意欲の向上を目指した授業実践を行い、生徒たちが卒業後も豊かな生活を送るために必要

で適切な指導・支援の在り方をより深く考え、日々の指導につなげていくことを目的に研究に取り

組みました。 

 

③ 実践を通して明らかになった、「意欲」を高める授業づくりのポイント 

◇タイミングを考えた称賛 

・生徒の成長が見られた時点で即時に称賛することが大切である。  
  
◇生徒の実態に応じた目標設定 

・生徒がもう少し頑張ればできるような内容を目標として設定することが必要である。 
 
◇授業における教師間の連携 

・集団内の生徒の取組を活性化するため、教師間の役割分担をしっかりしておくことが重要である。 
 
◇視覚的教材の活用 

・｢できたこと｣の内容を生徒にしっかり理解させることができる。 
 
◇他者評価の実施 

・生徒間で評価を行わせることで、自己達成度の理解がさらに深まる。 
 
◇振り返りの実践 

・生徒の目標達成度を把握するためにも振り返りを行うことが重要である。 
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（４） 寄宿舎の研究 

日常生活に必要な力の向上を目指して、キャリア発達を促す寄宿舎における指導について研究に取

り組みました。 

 

①研究テーマ 

「寄宿舎におけるキャリア教育 ～日常生活に必要な力の向上を目指して～」 

 

②研究の目的 

 寄宿舎では、舎生の生活面の自立と社会面の自立を寄宿舎におけるキャリア教育と捉えました。 

１年目は、舎生の現在の育ちの様子を把握することから取り掛かり、「自立段階表」を作成しまし

た。また、各棟の独自性を生かした社会生活におけるルールやマナーを学ぶ時間として「生きる力

の教育」を新たに設定して実施した成果を「寄宿舎キャリア教育マップ表」としてまとめました。 

２年目は、「自立段階表」や「寄宿舎キャリア教育マップ表」の改善や調整と、学校との連携を重

視し、今まで寄宿舎独自で取り組んでいた「個人記録票」による目標及び課題の設定を見直し、学

校で作成している個別の教育支援計画と連動した寄宿舎における個別の指導計画にあたる「生活支

援シート」に改訂し、実践に取り組みました。また、職業コースの生徒を中心に自立的な生活学習

を「ライフスタディ」として実施し、小中男子棟においては「一人一役」の取組を行いました。 

３年目は、これまでの取組を踏まえ、寄宿舎生の日常生活に必要な力の向上を目指すことで、寄

宿舎での生活面の自立、社会面の自立とは具体的にどのようなものであるかを明確にするとともに、

学校と連携した取組についての見直しを行いました。さらに、今年度取り組んだ内容を検討・整理

し、寄宿舎における重点的な支援・指導内容を明らかにすることを目的として研究に取り組みまし

た。 

 

③ 研究の成果 

研究全体の取組の共通理解及びイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄宿舎におけるキャリア教育では、「寄宿舎キャリア教育マップ表」を作成し、寄宿舎におけるキ

ャリア教育の指針をまとめることができました。また、生活支援シートを基に、各棟から事例対象

児童生徒を選出し、指導・支援の内容や方法について協議を進めながら実践したことで、寄宿舎指

導員同士の情報共有だけでなく、生徒の行動を待つ指導の重要性や声掛け以外の支援方法の重要性

が明らかになるなど指導力向上にもつながりました。 

さらに、学校との連携においても、舎教連絡会が充実し、高等部職業コースの学級担任との情報

交換会を実施したことで、ライフスタディでの学習として生活訓練棟を利用した生活体験の取組に

つながりました。これらの取組により、卒業後の生活を見通した寄宿舎での指導・支援のヒントを

得ることができたと感じています。 
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３ 研究のまとめ 

 各学部それぞれが授業づくりに関する研究に取り組む中で、キャリア教育において育てたい力とし

て「人間関係形成能力」「情報活用能力」「将来設計能力」「意思決定能力」の四つの領域を意識するこ

とと、併せてキャリア発達を促すための指導・支援のポイントが明らかになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童生徒の『内面の育ち』を大切にしながら、環境設定や適切な支援を行うことで、教師主導の授

業が児童生徒の内面や主体性を重視した授業へと変化し、児童生徒を称賛する声掛けが増えてきまし

た。 

 今後は、上記のポイントを全ての教師が常に意識し、手立てを共有しながら授業づくりに取り組む

ことが大切であると考えます。また、内面の育ちを評価するためには、学校生活全体を通して児童生

徒の表情や行動の変化など、細かに受け止める意識の向上も忘れてはならないと考えます。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）できる・できないという行動の変容に目を向けるだけでなく、どのような気付きがあっ

て知識や技術を身に付けたのか、身に付けたことによって子供の思いはどう変化したの

か、また、獲得に至らなくてもその背景にどのような思いの変化があったのか、という

視点をもつことが大切である。 

２）「分かった」「できるようになった」「役に立っている」「期待されている」と実感できる

ような関わり方や声掛けにより、獲得した知識や技術、経験が本人の思いとつながり、

価値付け・意味付けできるようになることが大切である。 
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４ 長崎県立虹の原特別支援学校 キャリア教育全体計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※寄宿舎においては、学校での指導に準じて、指導・支援を行う。 



- 9 - 

 

 
 

Ⅰ 職業教育とは 
 

１ 職業教育とは 

職業教育とは、一定又は特定の職業に従事するために必要な資質・能力を育成する教育です。 

職業教育は、学校教育のみではな

く、生涯学習の観点を踏まえた教育

の在り方を考える必要があります。 

また、社会が大きく変化する中で、

特定の専門的な知識・技能の習得と

ともに、多様な職業に対応できる、

社会的・職業的自立に向けて必要な

基盤となる能力の育成も重要であ

り、この能力は実際の職業に関する

教育を通して育成していくことが極

めて有効です。 

 障害のある生徒が可能な限り職業

的自立を図り、地域の中で社会貢献

をしながらより豊かに暮らせるよう

にしていくためには、個々の生徒の

実態に応じた職業教育を推進すると

ともに、学校全体で取り組むキャリ

ア教育の充実が不可欠です。 

 

 

２ 本県の職業教育の充実に関する取組 

 本県においては、「特別支援学校就労支援推進事業

（平成２３〜２５年度）及び「キャリア教育・就労支

援強化事業（平成２６年〜２８年度）」により、小・

中学部段階からのキャリア教育や高等部における職

業教育の充実、企業や関係機関と連携した就労支援

の強化に取り組んできました。 

 平成２８年度から「特別支援学校キャリア検定」を

開催し、「テーブル拭き」「自在ぼうき」「モップ」「ダ

スタークロス」「事務アシスタント」の５種目につい

て検定を実施しています。個々の生徒が進路実現に

向けて必要な知識、技能、態度及び習慣を養うととも

に、資格取得に向けて主体的に取り組むことで、自己

有能感及び職業的自立への意欲の向上につながって

います。 

各学校における教育活動の充実及びこれらの取組等の結果、特別支援学校高等部卒業生の就職率は向

上しています。 

 

 

 

職業教育  第２章 

個別の教育支援計画の活用 

 

保護者・本人の希望 

関係機関との連携 

（医療・福祉・保健・労働等） 

職業に関する情報提供 

・個々の生徒の個性・ニーズに対するきめ細かい対応 
・職場体験活動の機会の充実 
・体系的なソーシャルスキルトレーニング 等 

教育課程に位置付けられる職業教育 

社会の変化 

多様な職業 

自己実現・進路実現 
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Ⅱ 職業教育の実際①（ろう学校） 
 

１ 専門学科における取組 

本校では、生徒数の減少や時代のニーズ、またキャリア教育の視点などを踏まえ、平成２８年度に大

幅な学科改編を行い、高等部に総合デザイン科を新設し、セラミックコース、インテリアコース、ライ

フデザインコースの３コースが設置されました。現在は、理容科と合わせて、２科３コースが設置され

ています。 

 

＜専門学科組織図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 総合デザイン科（セラミックコース）の取組 

① コースの目標 

陶磁器製作の基礎知識を身に付け、より自由な発想で創作する力を高め、日用食器の製作及び芸術性

の高い作品の制作を可能にする幅広い技術の習得を目指します。 

 

② 履修科目  

課題研究、セラミック実習、セラミック製図、セラミック化学、セラミック工業、総合デザイン基礎、

キャリアデザイン 

  

③ 実習内容 

日用食器の製作は、各種成形機を使用して陶磁器の成形を行い、素焼き焼成後に呉須や上絵など用い

て一つ一つの製品に絵付け作業を施し、本焼き焼成後完成となります。生徒の個性を引き出すために、

オリジナリティ溢れる日用食器の製作に取り組んでいます。 

近年では、福祉をテーマに自助食器の製作や「陶紙」を使った陶器の折鶴制作等、常に新しいことに

チャレンジする事を目標に取り組んでいます。 

 

④ 学習発表の場 

文化祭、長崎県美術展覧会、大村市美術展覧会、プラザおおむら高校生フェス、長崎県特別支援学校

高等部作品展 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【紐作りによるポストの製作】 【陶紙による折鶴】 【窯入れ】 

理容科 

セラミックコース 

ライフデザインコース 

インテリアコース 

総合デザイン科 
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【文化祭ステージ発表の様子】 

（２） 総合デザイン科（ライフデザインコース）の取組 
① コースの目標 

被服の専門科目に加えて、食物、福祉、保育など家庭生活に関する基礎的・基本的な幅広い知識、技

術及び技能の習得を目指します。 

 

② 履修科目 

課題研究、子供の発達と保育、生活と福祉、服飾文化、ファッション造形基礎、ファッション造形、

フードデザイン、総合デザイン基礎、キャリアデザイン 

 

③ 実習内容 

基礎縫いから始め、洋裁ではシャツ・スカート・パンツ・ジャケット・ドレス、和裁では甚平や浴衣

などの作品を製作しています。このような実習を通して、仕立ての基本を学び、縫製技術を身に付けて

います。 

社会で必要な力の育成として、実習の際は、身だしなみを整えて教室に入ること、手を洗うこと、使

う道具を準備することを徹底させています。この三つを始業時までに済ませておくことで、落ち着いて

作業に取り掛かることができます。当初は、裁断、印付、縫製等、手つきがぎこちなく、生活経験の少

なさを感じますが、基礎的・基本的な作業を繰り返し練習することで、着実に力は伸びていきます。 

また、毎回、実習の記録を書かせることにより、「何を間違えたのか」「なぜそうするのか」等、後か

ら見直して復習できるようにしています。さらに、報告の際は、教師の前に立ち、基本の形式に沿って

報告するよう指導しています。 

 

④ 学習発表の場 

文化祭、プラザおおむら高校生フェス、長崎県特別支援学校高等部作品展 等 

 

⑤ 資格取得 

家庭科技術検定の食物調理と被服製作の技術検定を実施しており、洋服２級以上の合格を目指して学

習しています。事務系の職を希望する生徒は、日本語ワープロ検定や文書デザイン検定などにも挑戦し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【家庭科技術検定の様子】 
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（３） 総合デザイン科（インテリアコース）の取組 

① コースの目標 

木材等材料に関する基礎知識やインテリア全般に関する知識や技能の習得及び、家具製作を通した生

産技術の習得を目指します。 

 

② 履修科目 

課題研究、インテリア実習、インテリア製図、インテリア計画、インテリアエレメント生産、総合デ

ザイン基礎、キャリアデザイン 

 

③ 実習内容 

本立て、学習机、食器棚、タンスなどの家具を手工具や木工機械などを使って製作しています。また、

製図では、コンピュータを使って設計を行うＣＡＤの学習やトレース検定にも取り組んでいます。高等

部本科３年で職場見学を行い、専攻科１年で職場体験を４日間行っています。 

実習では、製作する作品の製図を描いてから加工しますが、部材の細部については、黒板に作図して

寸法や形状などについて説明を受けて加工しています。また、パネルソーや自動かんな盤などの木工機

械を使用する場合は、使用中であることが視覚的に分かるように、表示ランプを点灯するようにするな

どの安全に配慮しています。 

毎年行われている障害者技能競技大会の家具部門に本科３年と専攻科の生徒が参加し、県大会で金賞

を受賞し全国大会へ推薦される生徒もいます。 

 

表１ 実習及び製図の内容 
 

  実     習 製     図  

本科２年 
  木工工具の手入れ法 

  本立て製作、小型本棚製作など 

製図の規約、レタリング、家具スケッチ 

平机の製図、片袖机の製図 

本科３年 
  ワゴン製作、机製作 

  パソコンデスク製作など 

家具製図、洋ダンス 

整理ダンス、和ダンス         

専攻科 

１年 

  整理ダンス製作、飾り棚製作 

  食卓テーブル製作など 

透視図・詳細図、和ダンスなど 

ＣＡＤによる製図（基本操作・作図） 

専攻科 

２年 

  書棚製作、リビングボ－ド製作 

  食器戸棚製作など 

片袖机の透視図による表現 

ＣＡＤによる製図     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本立て】 【学習机】 【食卓テーブル】 【整理タンス】 【食器戸棚】 
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【実習の様子】 【理容美容学生技術大会の様子】 

（４） 理容科の取組 

① 理容科の目標 

理容の専門的な知識・技能を習得させ、社会の成員としての自覚と勤労意欲を育てるとともに、実社

会で好ましい人間関係を構築できるような社会性を培い、健全な心身の発達を促します。 

 

② 履修科目 

理容関係法規、衛生管理、保健（理容）、香粧品化学、理容文化論、理容技術理論、理容実習、課題研

究 

  

③ 実習内容 

本校は厚生労働省から理容師養成施設として認可され、本科２・３年と専攻科１年の３か年で理容師

養成施設の課程を修了し、理容師国家試験の受験資格を得ることとなります。更に国家試験に合格する

ことで理容師免許を取得することができます。 

実習においては人形（ウイッグ）を使った練習を中心に行いますが、カットやシェービング、シャン

プーなどの技術を行う際に、職員に協力してもらい実践的な実習を行っています。また、理容は髪を切

る技術の他に接客業も兼ねる職業であるため、お客様の髪型に対する要望などを聞いたり、挨拶や返事

をしたりするなど、言葉遣いや敬語の使い方などの指導にも力を注いでいます。 

校内における実習以外にも九州地区の聾学校理容科との技術交流会に参加し、他校の生徒と交流を深

め技術の向上を図っています。また、一般の理容師養成施設の学生同士が競い合う技術大会にも参加し、

聴覚障害のない人と同じステージで競い合い、成果を挙げたことによる満足感や努力することの大切さ

を実感することができます。 

理容科で学び身に付けた辛抱強さ、競技大会参加、資格取得を通して体験した満足感や充実感、達成

感が、社会的、職業的な自立に向けての大きな宝となっています。 

 

④ 学習発表の場  

理容師国家試験、理容美容学生技術大会、九州地区聾学校理容学習技術交流会 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 実習における指導・支援の工夫 

○専門用語の習得について 

 ・専用機器や工具名を明記して提示する。 

 ・授業で用いる専門用語についてまとめたプリントを作成し配付する。 

 ・音声と手話と文字を生徒の実態に合わせて使用する。 

 ・言葉だけの説明で理解することが難しい場合は、視覚的な情報を併用する。 

 

○技術指導について 

 ・タブレット等を用いて製作方法を確認する。 

・液晶モニターに作業に必要な情報を提示して、視覚的に確認する。 

 

○コミュニケーション指導について 

 ・報告や質問など、基本の形式に沿って話すように促す。 

 ・生徒が言葉で適切に表現できない場合は、教師が言葉で表現し、復唱させる。 
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２ 専攻科における取組 

専攻科は、本科で学んだ基本的・基礎的知識、技術を更に高め、進路の実現に向けて、より具体的、

実践的な内容を学ぶ場です。各専門学科・コースにおいて、本科の学習内容を深化させ、より専門性を

高めるための教育課程が編成されています。 

特に総合デザイン科の科目である「キャリアデザイン」においては、自分の経験やスキル、性格、ラ

イフスタイルなどを考慮し、自らの職業人生を主体的に構想・設計し、その実現に向けた取組を具体化

していくことを学びます。また、「課題研究」では、専門的な知識と技術の深化を目指し、問題解決の能

力や自発的・創造的な能力を培うことを目指しています。 

卒業後の就労を想定した実践的な取組として、専攻科１年で職場体験や、就職につながる県内外の企

業でのインターンシップを実施しています。 
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Ⅲ 職業教育の実際②（希望が丘高等特別支援学校） 
 

１ デュアルシステム型現場実習 

 知的障害特別支援学校においては、学校における職業教育と事業所における就労体験を実施すること

が、職業的自立を促す上で効果が高いという考えに基づき、ある一定期間（１～４週間）連続して行う

「現場実習」を年間１～２回程度実施しています。 

また、近年では、「１～２週間に１日程度の事業所における実習を、年間を通して行う実習（デュアル

システム型現場実習）」に積極的に取り組む学校も増えてきています。 

 

（１） 現場実習とデュアルシステム型現場実習の違い 

 

 現場実習 デュアルシステム型現場実習 

目的 

日頃、学校で培っている働くために必要な力

を実習先で試し、実習を通して自分の課題を

整理して、卒業後の就職を目指す 

・週１回程度の事業所における実習に繰り

返し取り組むことで、実習の課題を学校の

授業にフィードバックして改善を図り、即

座に次の実習に生かす 

・現場実習や卒業後の就労生活にスムーズ

に移行することを目指す 

回数と 

期間 

１年次に１回、２、３年次に各２回、それぞ

れ３週間 

年間を通して、１～２週間に１日程度 

方法 

・一つの事業所に１名の生徒で実習を行い、

事業所の方から指導を受ける 

・教師は、週２～３回程度巡回指導を行う 

一つの事業所に５～１５名程度で実習を行

い、教師から指導を受ける 

評価 
実習先の担当者 教師 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） デュアルシステム型現場実習を行うメリット 

① 生徒にとってのメリット 

 ○週１日程度の実習に年間を通して繰り返し取り組むことで、生徒が実習で得られた課題や仕事に必

要な基礎知識及び基本作業を学校の授業にフィードバックして改善を図り、即座に次回の実習に生

かすことができ、切れ目のない成長を促すことができる。 

 ○実際の職場で従業員の方の働く姿を見たり、接客に関わったりすることで、早期から仕事の重要さ・

責任感・働く意義を実感することができる。 

現場実習 

ある一定期間 

生徒 

実習先での指導は事

業所の方が担当 年間１、２回程度 

事業所 デュアルシステム型

現場実習 

生徒 

教師 

事業所 

実習先での指導は

教師が担当 

１～2週間に１日程度 

年間を通じて 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0wJHX27fWAhUBWrwKHR69CdEQjRwIBw&url=http://sozaikoujou.com/24165&psig=AFQjCNEtAix3l-6b8aOj2g3O9fjXZLQ1BQ&ust=1506132689134504
https://pictogram-free.com/01-lifestyle/001-simple-art.html
https://ai-catcher.com/blog/2017/03/26/%E4%BA%BA%E3%81%AE%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3/
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0wJHX27fWAhUBWrwKHR69CdEQjRwIBw&url=http://sozaikoujou.com/24165&psig=AFQjCNEtAix3l-6b8aOj2g3O9fjXZLQ1BQ&ust=1506132689134504
https://pictogram-free.com/01-lifestyle/001-simple-art.html
https://pictogram-free.com/01-lifestyle/001-simple-art.html
https://pictogram-free.com/01-lifestyle/001-simple-art.html
https://pictogram-free.com/01-lifestyle/001-simple-art.html
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 ○上記の環境の中で日常的に教師や仲間と共に実習することで、現場実習や卒業後の就労生活にスム

ーズに移行することができる。 

 ○教師や仲間と取り組むことで、精神的な負担の軽減を図ることができる。 

 ○実習を通して企業に認められることで、実習先への就労の可能性が高まる。 

 

② 企業にとってのメリット 

 ○障害者を受け入れた経験が少なくても、教師の生徒に対する指導・支援の在り方を見ることで、障

害者を理解したり、障害者を雇用した際の指導方法について情報を得たりすることができる。 

 ○実習における生徒の指導は基本的に教師が行うため、企業の人的な負担が少なくなる。 

 ○生徒の適性や能力に応じた職種・職域の開発や、職場環境の改善の手掛かりを得ることができる。 

 ○受け入れた実習生を正規雇用する際に、企業の受入体制や意向、実習生の適性・意向を確認しなが

ら、職種・業務内容等のマッチングを図ることができる。 

 ○実習生に任せる仕事を考える、任せることができる職場環境を整えるといったことについて、実習

の様子を見ながら余裕をもって取り組むことができる。 

 ○毎日の連続した実習ではなく、間隔を置くことで、今まで気付きにくかった実習生の力や適性を客

観的に分析・判断することができる。 

 

（３） デュアルシステム型現場実習を行うための校内体制づくりと事業所との連携 

① 校内体制づくり 

平成２７年度から試行的にデュアルシステム型現場実習を導入し、平成２９年度から教育課程に 

デュアルシステム型現場実習を位置付け、年間１５回程度実施しています。 

実施にあたっては、まず、年度初めに事業所の担当の方による生徒へのオリエンテーションを行い、

実習への心構えや、企業が求める人材などについての講話をしていただいています。 

 実施後は、翌日の職員朝会にて、担当教師が報告を行い、生徒の様子や変容などの情報を全職員で共

有できるようにしています。また、生徒が記入した「ふりかえりシート」は、職員間で供覧し、生徒の

強みや弱み、課題を確認することによって、その後の指導に生かすようにしています。 

 

② 事業所との連携 

 現在、農業協同組合（以下：農協）とクリーニング業１社に協力を得ています。 

 農協は、農業部門の他にスーパーマーケット、ガソリンスタンド、葬儀関係等、総合事業を展開して

おり、総務課の実習担当者に窓口を一本化して、様々な職種の事業所と協働して実習に取り組むことが

できています。そのことによって、生徒や事業所に関する情報共有が円滑かつ緊密に図れる、実習の連

絡調整が迅速かつ的確に行われるなどの大きなメリットが生まれています。 

 

（４） デュアルシステム型現場実習における指導の実際 

 これまでのデュアルシステム型現場実習における作業内容の一例を以下に示します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇農作業 

・いちごハウスでの収穫、枯葉取り、環境整備、苗の植え付けなど 

・にんじん、じゃがいも等の収穫 

〇スーパーマーケット 

・店頭販売、商品陳列、カート運び、かご洗い、窓掃除など 

・事業所内外の清掃 

〇クリーニング工場 

・たたみ、仕分け作業など 
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〇 農作業においては、天候に左右されることもありますが、農家の方と一緒に厳しい暑さや寒さに耐

えながら作業をすることで、仕事の大変さを身に染みて感じることができています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いちごの収穫                 除草 

                         

〇 スーパーマーケットでの店頭販売では、店外のテントにおいて野菜の販売を行います。「いらっし

ゃいませ。」、「じゃがいも詰め放題２００円です。いかがですか。」など、大きな声を出して呼び込み

を行う必要がありますが、最初は恥ずかしさから、なかなか声が出ません。しかし、経験のある先輩

や声出しが得意な生徒が率先して声を出していると、どの生徒もいつの間にか大きな声が出るように

なります。 

販売では、お金の計算も行います。お客様が殺到すると混乱することもありますが、計算機を使っ

て正確に行うように、教師が声を掛けながら行っています。 

清掃では、学校から清掃用の専門道具を持参して、スクイージーを使った窓清掃、モップ掛けなど

に取り組んでいます。窓清掃は定期的に行っていますが、教師の指示を受けながら、学校で培った技

術を発揮しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

店頭販売             商品陳列       窓清掃 

 

〇 クリーニング店においては、職場の方にも教えてもらいながら、様々な種類の衣服をたたむ作業を

行います。たたみ方に一定のルールがあるため、説明をしっかり聞いて、その通りに正確に行うこと

が重要となります。 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

このように、実習先によって様々な学びがあり、貴重な経験となっています。 

衣服のたたみ 
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（５） 今後の展望 

 デュアルシステム型現場実習は、これまでの学校で行う作業学習や現場実習とは大きく異なり、教師

の指導のもと、仲間と共に現場で働く喜びを実感し、学校で学ぶことができないより専門的な知識・技

能を学ぶことができるという大きな効果が得られました。しかもそれらを教師の指導によって確実に習

得することで、地域・企業が求める人材を育成し、現場における即戦力となることができます。 

 デュアルシステム型現場実習は、生徒の就労の実現、労働条件の向上、さらには定着率の向上を図る

だけでなく、社会に開かれた教育課程の一つの取組であると思われます。 
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Ⅰ 進路指導とは 
 

１ 進路指導の学習指導要領における位置付け 

学習指導要領には「児童又は生徒が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・

職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう、特別活動を要と

しつつ、各教科等の特質に応じて、キャリア教育の充実を図ること。その中で、中学部においては、生

徒が自らの生き方を考え（高等部においては、自らの在り方生き方を考え）、主体的に進路を選択するこ

とができるよう、学校の教育活動全体を通じ、組織的かつ計画的な進路指導を行うこと。」とあります。

（特別支援学校小学部・中学部学習指導要領（平成２９年告示）第 1章総則 第５節（３）） 

（特別支援学校高等部学習指導要領（平成３１年２月告示）第１章総則 第２節 第５款（３）） 

 

２ 進路指導の推進に当たって 

 進路指導は、系統的・組織的・計画的に行うことが必要です。 

（１） 進路指導に関する校内の組織体制の整備 

学校の教育活動全体を通じて行う進路指導を効果的に進めるためには、校長のリーダーシップの下、

進路指導主事を中心とした校内組織体制を整備し、学年や学部、学校全体の教師が共通の認識に立って

指導計画の作成に当たるなど、それぞれの役割・立場において協力して指導に当たります。 

 

（２） 進路に関するガイダンス機能の充実 

進路における選択や自己の生き方などに関して、生徒が主体的な選択やよりよい自己決定ができるよ

う、適切な情報提供や案内・説明、活動体験、各種の援助・相談活動などを学校として進めます。 

 

（３） 個別の教育支援計画の作成と活用  

各学校は、保護者へ生徒の進路や職業に関して、進路を巡る環境の変化等の現実に即した情報を提供

することが重要です。個別の教育支援計画を活用して共通理解を図った上で、生徒が社会の中で自分の

役割を果たしながら自分らしい生き方を実現できるための働き掛けを行います。 

 

（４） 理解啓発活動 

職場体験・現場実習を通した障害のある生徒の実態や障害に関する理解促進を行います。 

 

３ 発達段階に応じた指導 

小学部 
自己のよさや可能性を生かそうとする意欲や態度を育てること。また、力を合わせて働くこと

の意義を理解し、工夫しながら自己の役割を果たすことができるようにすること。 

中学部 

進路の選択に関して、生徒一人一人が自己理解を深め、自己の将来の生き方を考え、卒業後の

進路を主体的に選択し、さらに積極的にその後の生活において自己実現を図ろうとする態度を

育てる。なお、特別支援学校の中学部においては、自校の高等部に進学する生徒が多いことか

ら、高等部で何を学ぶのか、しっかりとした目的意識をもって進路の選択ができるよう、保護

者と密接な連携を図りながら指導を進めていく必要がある。 

高等部 

進路の選択に関して、生徒一人一人が自己理解を深め、自己の将来の生き方を考え、卒業後の

進路を主体的に選択し、さらに積極的にその後の生活において自己実現を図ろうとする態度を

育てる。学校卒業後も必要な支援を受けながら豊かな生活を送るために、企業や障害者福祉施

設等、高等教育機関といった卒業後の進路先と密接な連携を図る必要がある。 

  

進路指導 
 

 第３章 

https://www.mext.go.jp/content/20200407-mxt_tokubetu01-100002983_1.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20200619-mxt_tokubetu01-100002983_1.pdf


- 20 - 

 

Ⅱ 進路指導の実際①（盲学校） 
 

１ 年間進路指導計画 

（１） 小学部 

 低学年 中学年 高学年 

通

年 

 

 

 

 

  

 

 

 

◆全学年共通 

（道徳） 

礼儀、勤労、役割・責任等の題材を取り上げ、道徳的な心情、判断力、実践意欲や態度を

養う。 

（交流及び共同学習） 

同学年の集団に入って学習することで、自分らしさを発揮しながらも相手の立場に立っ

て考え、行動する気持ちを育てる。 

 

（２） 中学部 

 １年 ２年 ３年 

１
学
期 

 

 

 

 

  

 

 

 

２
学
期 

 

 

 

  

 

 

３
学
期 

  入学願書提出 

 

 

高等部入学者選考検査 

進路希望調査・面談など 

キャリア発達チェックリスト（５月） 

職場見学（１年）・職場体験学習（２年） 

・職場調べ 

・挨拶や話し方のマナー 

・公共交通機関の利用方法 

・職場見学、体験学習の実際 

・振り返り、報告会 

・お礼状作成 

 

進路学習 

・自己分析 

・職業調べ 

・進路決定に向けた

情報収集 

・進路講話 

キャリア発達チェックリスト（１０月） 

キャリア発達チェックリスト（２月） 

進路希望調査 

・挨拶や返事がしっかりで

きる。 

・身近で働く人々の様子が

分かり、興味・関心をも

つ。 

・係や当番の活動に取り組

む大切さが分かり、自分

のことは自分で行おうと

する。 

・自分の意見や気持ちを分

かりやすく表現し、友達

の気持ちや考えを理解し

ようとする。 

・いろいろな職業や生き方

があることが分かる。 

・係や当番活動に積極的に

関わり、自分の仕事に対

して責任を感じてやり通

そうとする。 

・思いやりの気持ちをも

ち、相手の立場に立って

考え、行動できる。 

・身近な産業・職業の様子

が分かり、さらに自分に

必要な情報を探すことが

できる。 

・働くことの大切さや苦労

が分かり、将来の夢や希

望をもって実現に向けて

努力する。 
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（３） 高等部普通科 

 
１年 ２年 

３年 

上級学校 一般就労など 

１
学
期 

 

 

 

 

 

職場見学（３日間） 

・視覚に障害のある

方が働く職場や三

療関係など 

※「三療」とは、あん摩、

鍼、灸の三つの職業 

 

 

 

 

 

職場体験学習（３日間） 

・希望する職種 

・能力や適性に応じた

職種 

 

 

 

 

 

 

 

 

・志望校過去問 

・面接指導 

・大学受験について 

・専攻科授業体験など 

 

 

 

 

 

 

 

・ハローワークでの

求職登録 

・職場実習 

 

夏
季
休
業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校内推薦委員会 

 

 

 

 

 

２
学
期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出願準備及び出願 

受験対策 

ＡＯ入試 

推薦入試 

 

 

 

 

 

障害者合同面接会 

 

能力開発校等入試 

 

 

 

 

 

３
学
期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学入試センター試験 

 

一般入試 

 

 

入社手続き 

雇用契約 

（入社前研修） 

通
年 

◆模擬試験（希望者のみ受験） 

・県下一斉実力テスト（長崎県高等学校進学指導研究協議会主催） 

１年：１２月  ２年：６月、１２月  ３年：６月 

・県下一斉就職模試（長崎県高等学校進路指導研究協議会主催） 

  ２、３年：６月 

・実力判定テスト、実力診断テスト、小論文テスト 

  全学年対象 

※生徒の実態や進路希望先の難易度により模擬試験を受験する。 

◆三者面談 

 

  

進路希望調査・面談など 

キャリア発達チェックリスト（５月） 

進路に応じた進路学習（２～３日間） 

夏季補習 

オープンキャンパス・授業体験など 

就労アドバンスセミナー 

キャリア発達チェックリスト（１０月） 

キャリア発達チェックリスト（２月） 
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２ 高等部（普通科、専攻科）における進路指導の進め方 

（１） 高等部普通科 

盲学校高等部普通科の進路先は、専攻科・大学・職業訓練校への進学のほかに、一般就労・福祉的就

労など多岐にわたります（図１）。大学入試においては、視覚障害のある生徒が受験をする際に、試験時

間延長措置などの配慮が受けられるようになったため、近年では文系・理系を問わず、大学への進学を

希望する生徒が増加傾向にあります。一般就労においては、高等部普通科卒業後に就職する生徒は少な

く、大学や専門学校、職業訓練校へ進学し、様々な資格を取得したり技術を身に付けたりして就職する

生徒が多いです。 

高等部普通科では、各学年の進路に関する重点目標に沿って、学級における進路指導、校外学習（職

場見学・職場体験学習など）や模擬試験を積極的に実施しながら進路実現に向けて取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 高等部普通科を卒業後のイメージ図 

 

① 各学年進路に関する重点目的 

a １年次 

・生活全般を通して、社会人として必要な基礎的な知識や態度を身に付けるよう努める。 

・自分の能力や適性に合った職業・進路先を職場見学や調べ学習等で知る。 

・自分の障害を理解する。 

b ２年次 

・進路に関してある程度の方向性をもつ。 

・職場体験学習等を通して、社会人として必要な基礎的な知識や態度を身に付けることの重要性に

気付き、自らの課題を発見しその克服に努めることができる。 

・自分の障害を理解し、それを周りの人に伝えたり支援を依頼したりすることができる。 

c ３年次 

・進路を決定し、将来の生活設計を立てることができる。 

・自ら課題を発見し、自ら克服することができる。 

・自分の障害を受容することができる。 

一般就労 

あはき業 

福祉的就労 

訓練等 

給付 
介護給付 

その他 

大学 

短大等 

盲学校 

専攻科 

職業 

訓練校 

盲学校普通科 

※「あはき」とは、あん摩マッサージ指圧、

鍼、灸の頭文字をとったものである。 

※高等部普通科からの直接的な進路先は

実線になる。 
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② 各学年における進路指導の進め方 

a １年次・・・・適性・能力・可能性について考える。 

  ・進路先（上級学校）を調べたり職場見学をしたりして、どのような進路があるのか考える。（社会

生活のイメージづくり） 

  ・職場見学を通して、社会生活で必要な力（コミュニケーション力、一般常識など）を知る。 

b ２年次・・・進路の大まかな方向性を決める。 

  ・職場体験学習や大学などのオープンキャンパスを通して、希望する進路先のイメージをもち、課

題や可能性を探る。 

  ・職場体験学習や模擬試験などの評価を参考に、進路実現に向けた課題を整理しながら解決を図る。 

c ３年次・・・進路を決定し、準備を行う。 

  ・具体的な進路先に関する絞込みを行い、進路実現に向けて見通しをもちながら取り組む。 

  ・補習（教科・小論文など）や願書及び推薦書の書き方、面接練習などを行い受験に向けて準備を

行う。 

 

③ 進路実現に向けた主な取組 

a 体験活動の充実 

・視覚に障害のある方が働く職場を中心に職場見学及び職場体験学習を行い、将来の働く姿をイメ

ージする。 

ア １年次・・・職場見学 

・関係機関との関わり方や働いている方の様子を知ることにより、就労に関する知識を深め、コミ

ュニケーションをとりながら助け合って働いていることに気付く。 

・視覚に障害のある方が働く職場を見学することにより、仕事をする上で必要となるパソコンスキ

ルや文字処理能力、その他仕事を効率よく進めるために工夫していることなどについて知る。 

イ ２年次・・・職場体験学習（写真１） 

・職場体験学習を通して、他人との協力やコミュニケ

ーション能力の重要性を感じるとともに、自己の理

解を深め、望ましい勤労観・職業観を身に付け、将

来社会人として働く能力や態度を学ぶ。 

・職場体験学習中に、視覚に障害があることで難しい

仕事がある場合は、どのような工夫、支援を受けれ

ば効率よく仕事に取り組むことができるかなどに

ついて考える。 

ウ ３年次・・・進路先に応じた進路学習 

・希望する進路実現に向けて現時点での自身の状況

を把握し、課題克服に向けて必要なことを考える。 

・進路希望先の過去問題を解いたり小論文、面接練習を行ったりすることで、受験生であることを

自覚し、受験に向けて取り組む姿勢を育む。 

 

b 模擬試験の実施 

・模擬試験を受験することにより、自己の学力や学習状況を把握し、進路実現に向けて意識を高め

る。 

・自分の実態に合う進路選択を行う資料（偏差値や合格の可能性など）として活用する。 

 

c オープンキャンパスへの参加 

  ・志望する大学や興味のある大学で実施されるオープンキャンパス等へ積極的に参加し、大学の雰

囲気を実際に体験することで、学習意欲を高める。 

・大学の研究内容等に直接触れることで進路選択の一助とする。 

 

写真１ 鍼灸院での職場体験学習の様子 
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  ・学生支援課などの職員と個別面談を行う機会を設定し、進学した際に求めたい合理的配慮などに

ついて共通理解を図る。 

 

（２） 高等部専攻科 

高等部専攻科とは、「あん摩マッサージ指圧師、鍼師、灸師」の国家試験受験資格を取得することがで

きる職業学科です。３年間の課程において、教科学習では、人体の構造や機能といった基礎医学に始ま

り、それに基づく臨床医学や東洋医学について専門的に学習します。実技学習（写真２）では、教員と

生徒又は生徒同士でお互いに組んで基礎的なもみ方・押し方、はりのさし方を学習し、２・３年生にな

ると、外来治療室に来院される患者の施術を行います。実技学習を通して、安全かつ効果的な治療の仕

方を身に付け、実践技術を習得することができます。 

生徒の進路決定に向けて、１年次から三療関係の職種についての理解と医療従事者としての自覚をも

たせ、職場見学・職場実習や進路面談などを通して、自分に適した職種を絞り込ませるとともに、国家

試験合格に向け、日々の教科学習や国家試験対策の補習など行っています。 

 

① 就職先決定に向けた３年間の取組 

a １年次・・・適性・能力・可能性について考える。 

  ・医療従事者としての倫理観や責任感を身に付ける。 

  ・あはき法に基づいた理療師の身分を知る。 

 ・職種をいくつかに大別し、それぞれを見学すること

で、自分にあった進路先を考える。 

※見学先の例 訪問マッサージ、ヘルスキーパー、デ

イサービス、治療院など 

b ２年次・・・進路の大まかな方向性を決める。 

・職種をいくつかに大別し、それぞれにおける職場実

習を通して自分の考えを整理し、進路先を絞る。 

c ３年次・・・進路を決定し、準備を行う。 

 ・職場見学、職場実習などから、自分に適した進路先を絞る。 

・職場実習を通して、希望する進路先が思い描く将来像に近いかどうかを確認し、身に付けなけれ

ばならない力を知る。 

 

② 進路実現に向けた主な取組 

a 模擬試験の実施（２年・３年） 

  ・３年生を中心に、年に７回の模擬試験を実施する。得意科目・苦手科目を把握し、苦手科目の克

服を図る。 

b 産業教育民間講師招聘事業（２年・３年） 

・あん摩マッサージ指圧師、鍼師、灸師や理学療法士などに従事されている方を講師として招き、

講義や技術指導、質疑応答などの機会を設定し、施術者としての心構えや必要なスキルなどに 

ついて学ぶ。 

c 治療院見学（３年） 

  ・特徴ある優れた治療法・経営法で営む鍼灸マッサージ施術所を訪問し、実習することで治療及

び業務の実際や経営法を学習し、見識を広めるとともに、専攻科修了後の進路を選択する上で

の指標とする。 

  

写真２ あん摩実技学習の様子 
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Ⅲ 進路指導の実際②（鶴南特別支援学校） 
 

１ 年間進路指導計画（表１、表２） 

小学部、中学部 

月 小学部 中学部 

４ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
５ 

６ 

７ 
 

 

 

  

 

 

 

 
８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１ 

 ※進路決定（中３） 

 

※高等部願書提出（中３） 

 

 

 

※高等部入学者選考検査（中３） 

２ 

３ 

表１ 小学部・中学部年間指導計画（３０年度） 

進路希望調査・個人面談など 

居住地校交流（５月～１２月） 

※小学部・中学部 

進路相談は年間を通

して随時行う。 

福祉合同ガイダンス（８月） 

中３ 職場体験 

進路学習会 

中２ 職場体験 

中３ 進路希望調査 

中１ 高等部見学 

中３ 高等部体験 

小６  中学部体験 

中３ 高等部見学 

中２ 職場体験 

第１回進路指導委員会 

第２回進路指導委員会 

第３回進路指導委員会 
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高等部 

月 １学年 ２学年 
３学年 

福祉サービス希望者 一般就労希望者 

４ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

６ 

７ 

    

・求職登録７/６ 

 

８ 

    

９ 

   ・重度判定 

・就職面接会 

１０ 

    

１１ 

   

 

 

 

 

 

・利用手続き開始 

 

 

・能力開発センター入校試験 

・ケース会議 

１２ 

１ 
  ・特別実習 ・特別実習 

・雇用契約（ハローワーク） 

２ 

   ・就労支援機関への登

録 

３ 

    

 

・就職準備セミナー 

 

福祉合同ガイダンス 

就労アドバンスセミナー 

キャリア検定 

進路希望調査 

第１回進路指導委員会 

進路希望調査、個人懇談    第１回進路説明会 

進路面談 

現場実習（１０日間） 

第２回進路説明会 

職場見学 

校内実習 

進路希望調査 

現場実習（１４日間） 

進路希望調査 

現場実習（１０日間） 

キャリア検定 

進路希望調査 卒業後の引継ぎ 

第２回進路指導委員会 

第３回進路指導委員会 

第３回進路説明会 

表

表２ 高等部年間指導計画（３０年度） 
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２ 進路選択・決定までの流れ 

（１） 進路決定までの流れ（図２） 

鶴南特別支援学校高等部の進路先は、一般就労や職業訓練校、福祉的就労など主に五つのケースに分

かれています（図１）。以前は、職業訓練校や就労移行支援事業所などで訓練などを受けてから企業就労

を目指すケースが多かったのですが、近年では、高等部卒業後すぐに企業就労を希望する生徒・保護者

が増えてきています。実際、平成２８・２９年度の卒業生は、４割以上が企業就労（Ａ型事業所を含む）

をしています。 

 本人、保護者の意向に沿った進路実現に向けて定期的に進路希望調査や進路面談などを行い、３年間

で５回実施する現場実習先や卒業後の進路先などを決め、家庭と連携して日々の学習活動に取り組んで

います。３年次の１０月は、進路を決める実習となり、その時点で進路先が決まらない場合は、本人、

保護者の意向を再確認して職場見学や特別実習などを行い、進路先を決定していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

図１ 高等部卒業後の主な進路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 進路決定までの流れ 

鶴南特別支援学校 

福祉サービス 

（生活介護、Ｂ型、自立訓練など） 

一般企業（Ａ型事業所を含む）での就労 

職業訓練校 
その他 

（在宅など） 

進路の実現 

現場実習、職場見学 

進路面談 進路希望調査 

日々の学習活動 

① ② ③ ④ ⑤ 

☆必要に応じて 

（主に４・９・１１・２月） 

☆年４回 

（４・７・１１・３月） 

就労移行、Ａ型 

☆就労アドバンスセミナー 

（先輩の姿を見て、卒業後の生活をイメージする） 

☆進路説明会 

☆福祉合同ガイダンス 

☆就職面接会 

（進路情報の収集） 
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（２） 配慮事項 

➢ 年３回（４・７・１２月）進路説明会を実施したり、福祉合同ガイダンスや就職面接会を紹介し

たりするなどして進路情報の提供を行い、本人、保護者の意向に沿った進路実現に向けた取り組

み（職場見学、現場実習など）ができるようにする。 

➢ 就労アドバンスセミナー（先輩が先生）を通して、卒業後の生活をイメージしやすいようにする。 

➢ １・２学年の３学期末には、進路に関する情報（実習の様子、希望の実習先、配慮事項など）を

まとめ、次の学年へ引き継ぐ。 

➢ ３学年の新年度初めの個人面談には、進路担当者も加わり、保護者と卒業後の希望の進路先や進

路の手続きなどの確認を行う。それ以外も年間を通して、必要に応じて進路面談を行う。 

 

（３） 現場実習について（図３、表３） 

〇 １年次・・・卒業後の生活や進路先について知る。 

  ・先輩の働いている職場を調べたり見学したりして、高等部を卒業したらどのような進路があるか 

を知る。 

  ・日頃の学習の成果を実際の社会の場で試してみる。 

〇 ２年次・・・進路先候補での現場実習を体験し、卒業後の生活の可能性を探る。 

  ・自分に合った職種（作業）や職場を探し、卒業後の進路先を考える。 

・職場見学や現場実習などを通して、卒業後の生活についてイメージや期待をもつとともに、進路 

実現へ向けた意欲を高める。 

〇 ３年次・・・卒業後の進路先を具体的に検討する。 

・現場実習や職場見学、就労アドバンスセミナー、福祉合同ガイダンス、就職面接会などを通して 

具体的な進路先を検討し、進路実現に向けて取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ ３年間の現場実習の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３ 現場実習先の選び方 

１年次 

『知る』 

 

職場や自分を『知る』 

 

☆校内実習、職場見学   

 （各１回）1０月 

☆現場実習（１回） 

①１月（１０日間） 

２年次 

『考える』 

 

自分の適性を『考える』 

 

☆現場実習（２回） 

 ②６月（１０日間） 

 ③１月（１０日間） 

【５回の現場実習先の選定についての基本的な考え】 

・本人、保護者の意向に沿った実習先を選定する。 

・実習先は、卒業後の進路先として考えているため、上級学年を優先的に決めていく。 

１回目（１年生）→生徒の実態に近い、難易度が低いところでの実習 

２回目（２年生）→１回目の実習からステップアップし、様々な職種を体験できる実習 

３回目（２年生）→１・２回目の実習の様子から本人の適性が合う可能性が高い事業所で実習 

４回目（３年生）→卒業後に利用又は就労する可能性があるところで実習 

５回目（３年生）→卒業後の進路を決める実習 

３年次 

『決める』 

  

自分の進路を『決める』 

  

 ☆現場実習（２回） 

  ④６月（１０日間） 

  ⑤１０月（１４日間） 

   

 ☆特別実習 

   １１～２月 
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３ 卒業後の進路先への移行支援について（図４） 

（１） 個別の移行支援計画の作成 

卒業時に進路先へ渡す引継ぎ資料となる個別の移行支援計画の作成を１２月頃から行います。 

 

① 卒業生紹介票 

・住所、氏名、健康状態等に関する特記事項、職業・社会・家庭生活に関する実態、作業や生活にお

ける具体的支援方法、これまでの実習先、教育暦などを記載。 

 

② サポートマップ 

・本人を取り巻く進路先の生活、医療・健康、家庭等における生活、余暇・地域生活、将来について

の希望、必要と思われる支援内容などを記載。 

 

（２） 進路先への引継ぎ 

卒業後の３月中に担任または進路担当者が進路先を訪問し、卒業生紹介票とサポートマップを渡して

引継ぎを行います。実習時から追加の配慮事項などがあれば対応の仕方など詳細を伝えます。 

 

（３） ケース会議や職場訪問 

卒業後の４～６月、卒業生の状況に合わせて、ケース会議や職場訪問などを行います。ケース会議は、

企業就労をして就労支援機関からジョブコーチ支援や定着支援を受けている卒業生を対象としたもの

が多いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 移行支援の流れ 

 

（１）個別の移行支援計画の作成：１２月～ 

（卒業生紹介票、サポートマップ） 

（３）ケース会議（主に４～６月） 

職場訪問（必要に応じて） 

    後輩の職場実習（６月以降） 

進路先での定着（働き続ける） 

（２）進路先への引継ぎ（３月） 

企業就労者：就労支援機関への登録 

（１～３月） 

定着支援 

（関係機関と連携） 
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Ⅰ 交流及び共同学習とは 
 

１ 交流及び共同学習とは 

 

 

 

➢ 我が国は、障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し合える共生社会の実現

を目指しています。 

 

➢ 交流及び共同学習は、障害のある子供にとっても、障害のない子供にとっても、経験を深め、

社会性を養い，豊かな人間性を育くむとともに、お互いを尊重し合う大切さを学ぶ機会となる

など、大きな意義があります。 

 

➢ 小・中学校等や特別支援学校の学習指導要領等においては、交流及び共同学習の機会を設け、共

に尊重し合いながら協働して生活していく態度を育むようにすることとされています。 

 

➢ 交流及び共同学習は、相互の触れ合いを通じて豊かな人間性を育むことを目的とする交流の側面

と、教科等のねらいの達成を目的とする共同学習の側面があり、この二つの側面を分かちがたい

ものとして捉え、推進していく必要があります。 

 

２ 交流及び共同学習の展開 

 交流及び共同学習を推進していく際に留意すべきことについて、以下に示します。 

 

関係者の共通理解 
・学校、子供たち、保護者等の関係者が、交流及び共同学習の意義やねらい等につい

て十分に理解します。 

体制の構築 ・校長のリーダーシップの下、学校全体で組織的に取り組む体制を整えます。 

指導計画の作成 

・交流及び共同学習の実施、事前の準備、実施後の振り返りについて、年間指導計画

に位置付け、計画的・継続的に取り組みます。 

・単発のイベントやその場限りの活動ではなく、継続的な取組として年間指導計画に

位置付けます。 

活動の実施 

・事前に、活動のねらいや内容等について子供たちの理解を深めます。 

・子供たちが主体的に取り組む活動となるよう工夫します。そのためには、活動の流

れを一定にして、見通しをもちやすくすることも有効です。 

・事前学習においては、支援や協力の求め方・断り方、自分の気持ちの表現の仕方等

についての理解を図ります。 

・事故防止に努めるとともに、活動が負担過重にならないように留意します。 

・実施後に、活動の様子等について、教員が学校だより等を活用して相手校や校内な

どに広く伝え、相互の理解を深めるようにします。 

評  価 

・活動後には、活動のねらいの達成状況、子供たちの意識や行動の変容を評価し、今

後の取組に生かします。 

・交流及び共同学習について教育課程上に位置付けた各教科等の目標に照らして、ど

のような資質・能力が身に付いたかを評価します。 

・活動直後の状況だけではなく、その後の日常の生活における子供たちの変容を捉え

ます。 

交流及び共同学習  第４章 

「交流及び共同学習」とは、特別支援学校や小・中学校等が、それぞれの学校の教育課程に

位置付けて、障害のある者とない者が共に活動することです。 
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Ⅱ 交流及び共同学習の実際（佐世保特別支援学校） 
 

本校では、「地域とつながる学校づくりをめざす」という目標のもと、「１ 学校間交流」「２ 居住地

校交流」「３ 地域交流」を行っています。 

  

１ 学校間交流 

各部門、各部の学校間交流の実施については、以下のとおりです。 

 

【知的障害教育部門】 

学

部 
交流校 回数 主な内容 

教育課程上の

位置付け 

小

学

部 

Ａ小学校 

（知的障害教育部門と肢体不自由教育部

門合同での学年交流） 

年１回 

・ゲーム 

・ダンス 

・合唱 

・出し物の発表 

・学校探検 など 

特別活動 

Ｂ小学校 

（４学年と本校３・４学年） 
年１回 

中

学

部 

Ｃ中学校 

（特別支援学級と本校全学年） 

 

（３学年と本校全学年） 

それぞれ 

年１回 

＜特別支援学級との交流＞ 

・作業体験学習（写真１） 

 

＜３学年との交流＞ 

・ゲーム（写真２） 

・ダンス（写真３） など 

総合的な学習

の時間 

高

等

部 

Ｄ高等学校 年２回 
・双方文化祭への出演（吹奏楽部

と本校和太鼓部） 

特別活動 

部活動 

Ｅ高等学校 年４回 

・本校文化祭における、相手校バ

トン部の演技、相手校家庭科部

の作品展示 

・相手校文化祭の見学 

・本校サッカー愛好会と相手校サ

ッカー部との合同練習、交流試

合 

特別活動 

 

 

生活単元学習 

部活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

写真１ 写真２ 
写真３ 
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【肢体不自由教育部門】 

学

部 
交流校 回数 主な内容 

教育課程上の 

位置付け 

小

学

部 

Ａ小学校 

（知的障害教育部門と肢体不自由教

育部門合同での学年交流） 

年１回 
・ゲーム 

・ダンス 

・合唱 

・出し物の発表 

・学校探検 など 

【Ⅰ課程（準ずる）】 

【Ⅱ課程（下学年代替）】 

総合的な学習の時間 

 

【Ⅲ課程（知的代替）】 

【Ⅳ課程（自立活動主）】 

特別活動 

Ｆ小学校 年１回 

Ｇ小学校 

 
年１回 

中

学

部 

Ｈ中学校 
隔年 

（年１回） 

・自己紹介（名刺交換） 

・ゲーム 

・両校の校歌斉唱 

・生徒による学校紹介 など 

総合的な学習の時間 

高

等

部 

Ｉ高等学校 年１回 

・ゲームなど（資料１） 

 

※部主事による事前授業（特別

支援学校のこと、生徒のこ

と） 

総合的な学習の時間 

 

➢ 学校間交流の反省については、各学部の教員に対してアンケート（資料２）等を行い、交流校と

情報を共有し、次回につなげています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

 

 

 

 
資料１ 学習計画の一部 資料２ 小学部の例 
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２ 居住地校交流 

居住地校交流は、小・中学部において保護者、本人の希望により「（１）居住地校での直接的交流」

「（２）居住地校での間接的交流」「（３）居住地域での直接的交流」を実施しています。 

 

（１） 居住地校での直接的交流 

本校では、居住地校交流実施要領（下記参照）に基づいて、居住地校の児童生徒と直接触れ合う交流

及び共同学習を行っています。 

➢ 学習内容や時間については、児童生徒の特性や実態、居住地校の状況などに応じて計画し、実施

しています。 

➢ 主な内容としては、教科等の学習（国語科、算数・数学科、音楽科、体育科等）、その他の教育活

動（給食、昼休み、掃除等）、合唱コンクール等の学校行事があります。 

 

【佐世保特別支援学校 居住地校交流実施要領（一部）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 居住地校での間接的交流 

居住地校交流を充実させるためには、本校の児童生徒と居住地校の児童生徒との結びつきを日常的に

深めることが大切です。居住地校での直接的交流は実施回数が限られているため、居住地校での間接的

交流を計画的に継続して取り組むことが必要となります。 

 

 

 

 

 

目 的 

〇居住地の児童生徒たちとの交流を通して、互いを理解し、助け合い、支え合ってい

こうとする気持ちを育てる。 

〇居住地校での活動を通して、社会性を育てる。 

〇生活基盤である地域での社会参加のきっかけづくりとする。 

対 象 

小２～中２の保護者が希望した児童生徒 

＊ 保護者による送迎を原則とする。 

＊ 小１は本校の学校生活に慣れることを優先させるため、中３は高校受検等進

路指導を優先させるため、対象としない。 

回 数 

年２回以内（実態に応じて） 

＊ 転入生・中学部新入生は、本校の学校生活に慣れることを優先させるため、２

学期以降に１回実施とする。 

本
人
及
び
保
護
者
へ
の
希
望

調
査
（
前
年
度
中
） 

市
町
教
委
へ
交
流
希
望
児
童

生
徒
を
報
告 

居
住
地
校
と
の
打
合
せ 

校
外
学
習
届
等
を
県
教
委
へ

提
出 

直
接
的
交
流
の
実
施 

＊
間
接
的
交
流
も
計
画
的
に
実
施 

評
価
シ
ー
ト
に
よ
る
評
価 

＊
居
住
地
校
と
交
換
し
、
評
価
を
共
有 

居住地校交流実施の流れ 

＜取組例＞ 

 〇自己紹介カード・手紙・ビデオレター等のやり取り 

〇学級通信などでの互いの学習活動の紹介 など 
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（３） 居住地域での直接的交流 

居住地校の児童生徒や地域住民との触れ合いを、子供会の行事、地域の運動会や祭りなどに参加して

行っている児童生徒もいます。また、地域のスーパーマーケットや公園などで出会ったときに、声を掛

け合うケースもあります。 

しかし、地域の行事等を本校教員が把握することが難しいことと、休日の実施が多いことなどにより、

なかなか積極的に参加できていないことが課題として挙げられます。そこで、居住地校や保護者と連携

して、参加しやすい状況を作っていく必要があります。 

 

３ 地域交流 

知的障害教育部門高等部では、地域交流の一環として、

学校周辺の家庭の除草作業などに取り組んでいます。 

この取組を始めるに当たっては、管理職が地域の町内会

に定期的に参加し、本校の教育活動などを地域に積極的に

紹介するようにしました。その中で、本校の地域貢献活動

の一環として、回覧板などを通して｢あなたの農作業手伝

い隊！！｣と名付けた案内パンフレット（資料３）を各家

庭に配布してもらうようにしました。このことにより、少

しずつ地域の方々から本校生徒への農作業の依頼が増え

てきました。 

除草作業を実施したところ、「ありがとう」「きれいに 

なったよ」「助かったよ」の声を掛けられることで、生徒

も自分が任されたことにやりがいをもつようになり、責任

をもって取り組もうとする姿が見られるなど、キャリア発

達の面でも大きな成果が得られています。 

地域社会に生徒が関わっていくこうした取組は、徐々に

浸透し、その結果、祭りなどの町内の行事への参加を促す

声が掛かるなど、地域に根ざした学校づくりにもつながっ

ています。 資料３ 案内パンフレット 
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Ⅰ ＩＣＴの活用について 
 

１ 特別支援学校におけるＩＣＴの活用について 

 特別支援学校の学習指導要領の第１章の総則においては、「情報活用能力の育成を図るため、各学校

において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え、

これらを適切に活用した学習活動の充実を図ること。また、各種の統計資料や新聞、視聴覚教材や教育

機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。」と示されています。また、第２章の各教科等において

も、各障害に応じて、コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し、指導の効果を高めるようにする

旨が述べられており、さらなるＩＣＴの効果的な活用が求められています。 

 

２ 長崎県の特別支援学校におけるＩＣＴの活用について 

 本県では、これまでにも教育活動の充実を図るために、ＩＣＴを活用してきましたが、ＧＩＧＡスク

ール構想の実現に向けて校内の高速無線ＬＡＮ環境や１人１台端末が整備されたことにより、以下に示

すようなＩＣＴ活用の広がりが期待されます。これまでに蓄積してきたことを生かしながら、ＩＣＴ環

境をフルに活用した新たな教育の在り方に、チャレンジしていくことが求められています。 

 

➢ 個々のニーズに応じた端末の設定と使用 

児童生徒の障害の状態や特性等に応じた活用が、より一層行いやすくなり、日常的に使用で  

きるようになる。 

➢ 家庭等における活用の推進 

学校と家庭等が連携して ICT を活用することにより、卒業後の生活における ICT 活用につ 

なげることができる。  

➢ 遠隔授業の実施による学習機会の保障 

同時双方向型やオンデマンド型の授業配信を行うことにより、児童生徒の学びを保障するだ 

けでなく、学校や友達とのつながりを実感できる機会となる。 

➢ 交流及び共同学習の一層の推進 

同年代の友達の意見を聞いて考え方を広げたり、居住地校の友達と日常的に交流を深めたり 

することができる。 

 

３ ＩＣＴを活用する上での留意点 

 ＩＣＴを活用する上では、個人情報の漏えい、ウイルス感染や不正接続など、情報セキュリティに関

する様々な問題があります。このような問題を防ぐためにも、各学校において定められている情報セキ

ュリティについて対策を十分講じるとともに定められたルールを遵守することが大切です。また、児童

生徒の実態に応じて、情報モラルについて指導を行うことが大切です。 

 

４ ＩＣＴを活用した授業実践について 

 授業実践については、次ページ以降に６事例紹介しています。また、学校支援サイト「玖島の杜」の

「特支ＩＣＴ活用事例ＤＢ」にて、諫早特別支援学校、長崎県内病弱特別支援学校３校の事例を数多く

掲載しています。さらに、iPad アプリや PC 用の Web アプリを使って検索できる「ICT 活用データベ

ース」もご活用ください。 

 

 

 

 

ＩＣＴの活用  第５章 

https://www.edu-c.news.ed.jp/kushimanomori/htdocs/
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Ⅱ ICTを活用した授業実践①（諫早東特別支援学校） 
 

 

Ｎｏ．１ ①学部学年 

小学部 １・２年 

②教科等   

音楽科 

③単元名   

虫の声（共通教材） 

④授業の目標 

 ・虫の声を想像しながら、声の出し方を工夫して歌うことができる。 

⑤児童について 

 ・１年 ２名 ２年 １名 

 ・３名とも音楽が好きで、歌うことや楽器の演奏に意欲的に取り組む。１年生は歌詞カードを見な

がら、歌詞を目でおって歌うことができつつある。３名とも４５分間の授業中に注意散漫になる

ことがあるが、画像などをテレビに映すことで注目することができる。１年生は虫の細かい分類

や鳴き声の違いは分からないが、虫を見るのは好きである。 

⑥指導の工夫 

 ・アプリ「ロイロノート」に取り込んだ歌詞カードの虫の名前や泣き声をマーカーで囲んだり、線

を引いたりすることで注目を促す。 

 ・アプリ「ロイロノート」のウェブ検索カードをあらかじめ虫の声のホームページにつなげておき、

実際の虫の声の違いを聴く。 

 ・テレビの大きな画面でそれぞれの虫の写真をみる。 

⑦ICT機器、教材、コンテンツ等とそのねらい 

iPad ・・・アプリで編集した写真などを見ることで理解を深め、テレビに映した歌詞カードを見る

ことで注目を促し、顔をあげての歌唱につなげる。 

 アプリ「ロイロノート」 ・・・歌詞や題材に関連する写真、ウェブ検索カードを授業の流れに沿っ

て編集することで授業展開をスムーズにする。 

モバイル Wi-fi ・・・インターネットへの接続を安定して行う。 

⑧活動場面等と説明 

 

 

  

 

 

⑨ICT機器を活用しての児童の様子 

 ・虫の声のホームページに接続して虫の声を聴き比べることで、高さや強弱など虫の鳴き声の違い

に気付き、自分の言葉で発表することができた。 

 ・虫の名前や鳴き声を色分けしマークした歌詞カードを映し出すことで、顔を上げて歌詞をよく見

ながら自信を持って歌うことができた。 

⑩授業の評価 

 ・実際の虫の写真や虫の鳴き声を聴き比べることで、様々な虫がいることに気付いた。 

 ・歌詞を見ながらいろいろな虫が出てくるたびに、歌い方を工夫することができた。 

 ・ロイロノートで編集しておくことでスムーズな授業展開ができ、集中が途切れることがなかった。 

 

写真１：インターネット

で、虫の声の違いを聴い

ている。 

写真２：虫の名前や鳴き

声を色分けしマークし

た歌詞カード。 

写真３：スムーズに提示

できるよう虫の写真など

を編集しておく。 
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Ｎｏ．２ 中学部２学年 

Ⅰ課程 

②教科等 

 英語 

③単元名 

 Let’s Talk 3 もっといただけますか。 

④授業の目標 

 ・「～してもいいですか」と許可を求める表現を理解する。 

・承諾するときの表現や承諾しない場合の表現について理解する。 

⑤生徒について 

 ・２年 ３名 

 ・既習単語が書けなかったり、スペルミスが多かったりする。 

・文法事項について授業時間内は理解しているが、時間が経過すると定着していないことが多い。 

・３名とも学習態度は良好で、音読やペアワークについては意欲的に取り組むことができる。 

⑥指導の工夫 

 ・教材の提示や解説は、プロジェクタで文字や画像を使用して行う。 

 ・新出語をフラッシュカード形式で提示し、テンポよく発音練習を行う。 

 ・基本例文が用いられる状況の画像を提示し、表現方法を確認する。 

 ・基本例文をもとに、状況を変化させた画像を次々に提示し、ドリル形式で口頭練習を行う。 

⑦ＩＣＴ機器、教材、コンテンツ等とそのねらい 

プロジェクタ・・・教材の提示や解説、口頭練習 

⑧活動場面等と説明 

 

         

 

⑨ＩＣＴ機器を活用しての生徒の様子 

・新出語を 1 字ずつ提示することで、文字と音の関係に注意して発音しようとする様子が見られた。 

・基本例文が用いられる画像を提示することで、基本文を使用する状況や場面を確認することができ

た。 

・画像を用いたドリル形式の口頭練習では、楽しみながら理解を深めることができた。 

⑩授業の評価 

・文字と音のつながりを考えて単語を発音することができた。 

 ・基本文を使用する状況や場面を知ることで、基本例文の理解につながった。 

 ・基本例文をもとに十分に口頭練習を行ったことで表現方法が定着し、書くことにつながった。 

 

 

 

 

写真１：場面から表現

方法を推測する。複数

の場面を提示する。 

写真２：表現方法を

確認する。基本例文

を提示する。 

写真３：状況を変え

た画像を次々に提示

し、ドリル形式で口

頭練習を行う。 
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Ⅲ ICTを活用した授業実践②（大村特別支援学校） 
 

 

Ｎｏ．３ 
①学部学年 

 小学部３・４年（重複）  

②教科等 

生活単元学習 

③単元名            

外へ出かけよう（道路の安全な歩き方） 

④授業の目標 

・歩道を正しく歩くことができる。 

・信号機のルールを理解して横断歩道を渡ることができる。 

⑤児童について 

 重複学級、小学部３年生１名、４年生１名である。２名とも、iPad やカメラに興味があり、ICT

機器（特に iPad）を活用した学習は、集中して取り組むことができる。道路の歩き方については、

車に気付くと怖くてよけるが、気付かないと、白線ぎりぎりを歩いていたり、縁石の上を歩いたり

する。また、歩道の切れ目でも、止まって左右確認をしない。信号機については、４年生はある程

度理解しているが点滅時の渡り方が分かっておらず、３年生は理解できていない。 

⑥指導の工夫 

・歩行者用信号機を録画し、事前学習で活用することで、横断歩道を安全に渡れるようにする。 

・児童が歩道を歩いている様子を気付かれないように撮影し、自分の実際の歩道の歩き方をすぐに

見せることで、歩き方を振り返り、正しい歩き方を意識しやすくする。 

⑦ICT 機器、教材、コンテンツ等とそのねらい 

iPad・・・信号機を録画した動画を事前学習で使用することで、信号のルール（特に点滅時）を理

解しやすくする。 

iPad・・・自分の実際の歩道の歩き方を、すぐに動画で確認しながら、振り返ることができる。 

⑧活動場面等と説明 

 

 

 

 

 

 

⑨ICT 機器を活用しての児童の様子 

・iPad に撮影した信号機に興味を示し、それを使ったごっこ遊び（事前学習）では、信号の色や点

滅を意識して渡ろうとする様子が見られ、実際の横断歩道でも練習どおりに渡ることができた。 

・iPad に映った自分の姿に興味を示し、白線を踏んでいたり、歩道が途切れたところで止まらず進

んだりしていることに気付くことができた。 

⑩授業の評価  

・歩道の歩き方については、折り返し地点で iPad を使って確認をし、その時は自分の行動の振り返

りができていたが、復路は学校に早く帰ることに意識が向き、折り返し地点で確認したことを生

かせない児童がいた。 

・歩行者用の信号機については、動画を使って事前学習をした後、時間を空けずに実際の横断歩道

を渡ったため、安全に渡ることができた。次時以降、学習したことを覚えて実行できるかを確認

していく必要がある。 

動画を使って信号の変

わり方や、色・点滅の意

味、渡り方を確認する。 

児童に気付かれないよ

う後ろから歩道の歩き

方を撮影している。 

歩いている様子を自

分で確認し、振り返

りを行っている。 
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Ｎｏ．４ 
①学部学年 

 中学部１年 

②教科等 

 数学科 

③単元名  

 方程式（いろいろな方程式） 

④授業の目標 

・係数に分数を含む方程式の解き方を理解する。 

・等式の性質を踏まえて、方程式を解くことができる。 

⑤児童生徒について 

 本学習グループは、３名の生徒が当該学年の学習に取り組んでいる。質問を出すと積極的に考えを

発表する生徒や自分の考えが正解であると確信が持てるまで発表をしない生徒など実態は様々であ

る。ただし、全体的に直感的に解答することや公式等の決まりに従わない自分なりの方法による解答

が多く、深く考えることが難しい生徒たちである。 

⑥指導の工夫 

・電子黒板を用いて生徒たちの考えを書かせることで、考えを共有し、考えを深めさせる。 

・教師の説明後、電子黒板で説明しているものと同じ学習プリントに取り組ませることで学習内容の

定着を図る。 

⑦ICT 機器、教材、コンテンツ等とそのねらい 

電子黒板・・・電子黒板を用いることで、考えを共有したり、説明に意識を向けやすくしたりする。 

パソコン(パワーポイント)・・・計算の流れを示すスライドを見せることで、計算の流れを理解しや 

すくする。 

⑧活動場面等と説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ICT 機器を活用しての生徒の様子 

・電子黒板を用いて説明したり、電子黒板に生徒の考えを書かせたりすることで、終始電子黒板に注

目することができた。 

・生徒同士の考えを共有することができ、他の生徒の考えから方程式の解き方を考えることができた。 

⑩授業の評価 

・分数を含む方程式の解き方を生徒たちが導き出すことができた。 

・途中の計算や分数の約分で計算間違いをすることが時折見られたが、分母の最小公倍数を求めて、

方程式全体にかけることは理解ができていた。 

・電子黒板を用いたことで、重要な部分を残したまま、生徒たちの考えを書き込むことができたため、

重要な部分を確実に指導するとともに、生徒たちの考えも取り入れた方程式の解き方を説明するこ

とができた。 

 

 

 

 

 

教師の説明を聞いてい

る。（電子黒板を使用） 

説明の途中の空欄に生徒

の考えを記入している。 

教師の説明と生徒の考え

が記入されたスライド 
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Ⅳ ICTを活用した授業実践③（桜が丘特別支援学校） 
 

 

Ｎｏ．５ 

①学部、学年、課程 

高等部第１学年 

Ⅰ課程 

②教科、科目等 

英語基礎 

③ 単元名、題材名 

“World Foods“            

④授業の目標 

・一般動詞の現在形を、主語が三人称単数の場合に変化させて書く。 

・世界の食べ物について学び、日本の食べ物を紹介する。 

⑤生徒について 

 男子５名、女子２名のグループで、当該学年に準ずる教育課程で学習している。授業に出席する

ことが難しく欠課が多い生徒が３名、場面緘黙の診断を受けている生徒が２名おり、発問に答えた

り発言したりする生徒は２～３名と、おとなしい印象のグループである。真面目に学習に取り組む

ことはできるが、注意力が長く続かない生徒が数人いるため、教師の説明を聞くだけの学習は苦手

である。発音練習に個別に取り組ませることが難しいため、口を動かすだけでもよいと伝え、音楽

に合わせたリズム唱をさせると安心して取り組むことができる。 

⑥指導の工夫 

・文法事項の導入として NHK の視聴覚教材を使い、印象付ける。 

・単元の中で取り上げられた題材に関する動画を視聴させてイメージさせる。 

⑦ICT 機器、教材、コンテンツ等とそのねらい 

大型 TV ・・・・視聴覚教材を視聴させる。 

iPad・・・・・・テレビとつないで動画などの視聴覚教材を再生する。リズム唱の音楽を流す。 

書画カメラ・・・生徒の手元にあるものと同じ教材をホワイトボードに投影し、ノートテイクの参

考にする。 

⑧活動場面等と説明 

          

 

⑨ICT 機器を活用しての生徒の様子 

・NHK のドラマ仕立ての教材を用いて導入を行うことで、場面を思い出しながら文法事項を確認す

ることができた。 

・題材に関する動画を視聴してから本文を読むことで、場面をイメージしながら読むことができた。 

・書画カメラを用いることで、どこに何を書くかをすぐに理解することができた。 

⑩授業の評価 

・欠課が多い生徒も、一度視聴した動画を思い出しながら文法事項に関する発問に答えることがで 

きた。 

・題材に興味を持たせてから本文の読解をすることで、教科書を期待しながら読み進めることがで 

きた。 

 

 

NHKの視聴覚教材で文法

の復習をしている。 

本文の題材に関する動画（こ

こでは各国の料理）を視聴し

ている。 

生徒の手元にある教材と同

じ教材を映し出し、どこに何

を書くのか示している。 
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Ｎｏ．６ ①学部、学年、課程 

高等部第１学年 

Ⅰ課程 

②教科、科目等 

自立活動 

③単元名、題材名 

必要なことを自ら伝える        

状況に応じた行動や言葉遣いをする   

④授業の目標 

・状況に応じて必要なことを伝えることができる。 

⑤児童生徒について 

選択性緘黙で、人間関係の形成の面では、自分から対人関係を築いたり広げたりすることが

苦手である。しかし、人への接し方は優しく、落ち着いて行動し、必要なときに協力すること

ができる。慣れた相手や場所では、話し掛けたり質問したりすることができる。また、コミュ

ニケーションの面では、人と会話するときの声の大きさが小さく、相手の顔を見て、受け答え

することができないが、相手の言っていることはほぼ理解することができる。 

⑥指導の工夫 

・自分の声と他の人の声の大きさを数値で比較させ、大勢の人がいる場所では大きな声を出す

必要があることに気付かせる。 

・自分が話すときの声の大きさを客観的に見ることができるようにし、改善・克服しようとす

る態度を培う。 

⑦ICT 機器、教材、コンテンツ等とそのねらい 

iPad・・・アプリ「Noise Meter Tool」を用い、声の大きさを数値化することで、声の大き

さを意識させる。 

⑧活動場面等と説明 

             

 

 

 

 

 

⑨ICT 機器を活用しての生徒の様子 

・声の大きさを数値化することで、自分の声が小さいことを理解し、意識して声を大きく出す

ことができた。 

・声を大きく出そうとすることで、相手の顔を見ることも意識してできるようになってきた。 

⑩授業の評価 

・個別で学習する場面では、１０dB 以上の声で教師にはっきりと話すことができてきた。アプ

リを使用した活動に何度も取り組むことで、クラスで発表したり号令を掛けたりする場面や

事務室に入室する場面で以前よりも声を大きく出すようになってきた。 

 

※iPad は米国 Apple 社の登録商標です。 

※掲載されている iPad アプリや Web アプリ、サービスの名称、商品名、プログラム、システムなどは 

一般に各メーカーの商標・登録商標です。 

 

アプリの起動画面。音

の大きさを dB（デシ

ベル）で測ることがで

きる。 

個別学習での指導場面。

教師と生徒との間に 

ｉＰａｄを置き、お互い

の声の大きさを知る。 

クラスでの指導場面。

発表する場面での声

の大きさを確認して

いる。 
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Ⅰ 関係機関との連携について 
 

１ 関係機関との連携の必要性 

 障害のある子供や家族は、学校以外にも医療や福祉など

の様々な機関や専門職と関わっています。学校は、それぞ

れの専門的な立場から得た情報や協議した内容を、子供の

実態把握や効果的な指導・支援に生かすことが重要です。

子供の発達や成長と併せて、子供の生活の質（ＱＯＬ）を

向上させるためには、関係機関との連携は欠かせません。

互いの専門性を十分に発揮できるよう、協力関係を構築し

て連携が図れるよう、学校がコーディネートする必要があ

ります。 

 

２ 関係機関との連携の視点 

 学校の教員は、日常的に近い位置で子供と家族に関わっているという特別な立場にいます。関係機関

からの情報を、日常生活や学習に反映させたり、それをもとに保護者にアドバイスをしたりすることが

求められます。 

 その際、学校の教員は、「教育の専門家」であることを忘れてはなりません。関係機関で受けている訓

練等の内容を、そのまま学校で指導するのではありません。学校の教員は、専門職から得た情報を教育

的な視点から整理し、学校での学習や生活場面の中で指導・支援に生かしていくことが大切です。 

 

３ 職種と業務内容について 

 関係機関との連携を図る上では、誰と、何について、どのようなことを連携すべきかを判断する必要

があります。そのためには、それぞれの職種の業務内容を理解しておくことが不可欠です。以下に、医

療機関の主な職種と業務内容、連携内容例について示します。 

職種 業務内容 連携内容例 

小児科医 １５歳くらいまでの子供を対象とし、内科を中心に感染症

や各種の疾患の予防、診察、治療に携わる医療従事者 

病気の状態の理解、生活習慣の改

善 等 

精神科医 心の病気に対して、患者の状態を把握して、薬物療法、精

神療法等を行うなど、診察、治療に携わる医療従事者 

障害の受容、自己の行動のコント

ロール、生活習慣の改善 等 

整形外科医 人体の運動器官の病気や外傷を対象（脊椎、骨盤、上肢、

下肢等）とし、診察、治療に携わる医療従事者 

肢体の運動制限、筋緊張のコント

ロール、装具や補助具の活用 等 

理学療法士 

（ＰＴ） 

けがや病気などで身体に障害のある人や障害の発生が予

測される人に対して、基本動作能力の回復や維持及び障害

の悪化の予防を目的に、運動療法や物理療法（温熱、電気

等）などを用いて支援を行う専門職 

姿勢保持や変換、移動、呼吸・排痰、

座位保持椅子等の補助具の活用 

等 

作業療法士 

（ＯＴ） 

身体や精神に障害のある人やそれが予測される人に対し、

その主体的な生活の獲得を図るため、諸機能の回復、維持

及び開発を促す作業活動を用いて支援を行う専門職 

日常生活や作業に関する動作、感

覚刺激の受け止め、情緒コントロ

ール、集団参加 等 

言語聴覚士 

（ＳＴ） 

言語障害や聴覚障害、言葉の発達の遅れ、声や発音の障害

など、言葉によるコミュニケーションの問題に対し検査・

評価を実施し、必要に応じて訓練、指導、助言等の支援を

行う専門職 

言葉の理解と表出の促進の学習、

身振りやサインの使用、絵カード

やコミュニケーション機器の活

用、摂食、食形態の選定 等 

公認心理師 臨床心理学の知識や諸技法を生かして、心の問題に関して

支援する専門職 

自己の理解、自己の行動のコント

ロール 等 

関係機関との連携  第６章 
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Ⅱ 関係機関との連携の実際（諫早特別支援学校） 
 

１ 関係機関との情報共有 

 特別支援学校に在籍する子供の生活の場は、家庭と学校だけではなく、医療機関や福祉事業所にもあ

ることを認識しておく必要があります。そこで、乳幼児期から学校卒業後までを通じて一貫した的確な

支援を実現するために、子供一人一人のニーズを正確に把握し、教育の視点から適切に対応していくと

いうことを目的とした「個別の教育支援計画」が不可欠です。 

本校では、「個別の教育支援計画」と「個別の指導計画」との関係を図１のように整理し、小学部入学

から高等部卒業までの１２年間を、指導・支援の展望を具体的に描くことのできる３年ごとの４期に分

けて、「個別の教育支援計画」の作成・運用をしています。３年後のめざす姿を本人・保護者・医療・福

祉・学校が共有することで、情報交換や面談をする際のポイントや評価をする視点が共通になり、学校

の授業だけでなく、病院での訓練や事業所での放課後活動にも生かすことができ、在学中だけでなく卒

業後の豊かな生活に寄与しています。 

本校の「個別の教育支援計画」は、健康・日常生活の様子や対人関係・コミュニケーションなどの子

供の実態を中心とした「個別の教育支援計画（Ⅰ）」（一部抜粋：図２）と３年後のめざす姿に向けて支

援やサービス等を実施する事業所等や担当者、内容や進捗状況を記載した「個別の教育支援計画（Ⅱ）」

（図３）で構成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【図２：個別の教育支援計画（Ⅰ）一部抜粋】 

【図１：個別の教育支援計画と個別の指導計画の関係】 
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図３の点線枠で示した部分について、関係機関との連携の記載例を図４として示します。情報共有を

する際には、関係機関ごとに職務内容や勤務形態が異なることを踏まえ、それぞれの機関が理解できる

言葉等を用いて会話や伝達、記載を行うことが大切です。 

 

 

 

「個別の教育支援計画（Ⅱ）」に記載している内容は子供の個人情報であるので、年度始めに本人及び

保護者に対して、関係機関等への情報開示について丁寧に説明を行い、承諾書への押印を依頼するなど

のシステムを学校として確立しておくことが不可欠です。また、図５のように、作成・運用の重要な担

い手である保護者に、いつ、何を、誰と、どのように、進めていくのかを分かりやすく伝えるための工

夫も行っていく必要があります。 

 

内容 機関名・連絡先・利用頻度 サービスや支援の内容と連携すべきこと 

福 

祉 

放課後等 

デイサービス 

 

 

 

 

相談支援 

●●●●（〇〇－〇〇〇〇）■■さん 

月・水・金の放課後、土曜日の日中 

〔内容〕・送迎 ・入浴 ・食事 ・レクリエーション ・軽作業 

   ・音楽活動 ・屋外活動 ・調理実習 ・体操 ・訓練  

・おやつ（…など、実際に行っている内容を選んで記入する） 

〔連携〕・保護者を通じて活動の様子を聞き取る。 

   ・送迎時に学校での様子、健康状態を共有する。 …など 

●●●●（〇〇－〇〇〇〇）■■さん  〔内容〕・福祉サービスの計画 ・ケース会議の設定 …など 

〔連携〕・保護者を通じてサービス内容や利用状況を確認する。…など 

医 

療 

診察（診療） 

 

 

 

リハビリテー

ション 

●●●●（〇〇－〇〇〇〇） 

整形外科 ■■Dr.（月に１回） 

 

〔内容〕・側わんや姿勢に関する診察・指導 ・ボトックス注射 …など 

〔連携〕・受診に同行し、学校生活における注意点や自立活動の指導における配

慮点ついて助言を受ける。 …など 

●●●●（〇〇－〇〇〇〇） 

理学療法 ■■PT（毎週金曜日） 

〔内容〕・姿勢管理 ・関節可動域訓練 ・運動機能訓練 …など 

〔連携〕・訓練を見学し、学校生活における注意点や自立活動の指導における配

慮点について助言を受ける。  

・学校での取組を定期的に伝達する …など 

【図３：個別の教育支援計画（Ⅱ）】 

【図４：個別の教育支援計画（Ⅱ）の記載例】 
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【図５：個別の教育支援計画 保護者用の年間計画】 
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２ 外部専門家活用 

（１） 概要 

長崎県教育委員会から、外部専門家を活用した事業の趣旨が以下のように示されています。 

 

 

 
 
 
 

このことを踏まえ、本校では外部専門家活用に係る取組の目的を二つ設定しました。 

○自立活動の指導における目標設定や指導方法の根拠を明らかにし、説明責任を果たすことができる。 

○教員が指導実践を振り返り、外部専門家の助言を教育的な視点で整理し、授業改善に役立てること 

ができる。 

取組を進めるに当たっては、校長、副校長、教頭、各部主事、自立活動部で運営し、全教員の協力を

得て効果的な運用と活用を図っています。 

 

（２） 内容及び方法 

本校の実情を踏まえ、個別に指導・助言をいただく外部専門家は、本事業に係る理学療法士（ＰＴ）

２名、作業療法士（ＯＴ）３名、言語聴覚士（ＳＴ）３名、歯科医１名、及び障害児等療育支援事業（Ｐ

Ｔ等アドバイス）における県立こども医療福祉センターの理学療法士（ＰＴ）です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業は全教員が対象ですが、外部専門家の職種、人数、来校回数が限られている状況から、一律に

全員が外部専門家を活用することはできません。数年間にわたる計画的かつ効果的な活用に向けて、教

員に「活用したい外部専門家の希望調査」を実施し、以下の２点に留意して決定します。 

〇 これまでの指導事例として少ない疾患のある子供を担当するなど、特に外部専門家活用の必要性

が高いと思われる教員を優先する。 

〇 教員が属する部や学習グループ間で活用する人数の偏りがないように配慮する。 

（活用できない教員については、同じ学習グループの事例検討に参加する。） 

 

特別支援学校に在籍する幼児児童生徒の指導において外部専門家を活用し、医学的、心理学的な

どの専門的視点から助言を得ることで、教師の専門性を高めて指導の改善を図るとともに、発達障

害等を含めた障害のある幼児児童生徒の指導や支援について研修することで、学校全体の専門性向

上と特別支援学校のセンター的機能の強化を図る。 

 

 

 

 

 

授業改善 

学校全体における指導の充実 

○外部専門家と協力した 

指導の改善 

・指導方法の改善 

・指導内容の設定や工夫 

・身体の動かし方や触れ方 

・教材・教具の適応 

・姿勢づくり 

○校内研修における専門的 

な指導 

理学療法士（ＰＴ） 

・運動機能のアセスメント 

・生活と姿勢管理 

・移動や姿勢変換 

・基本的な身体への働き掛け 

           など 

作業療法士（ＯＴ） 

・感覚入力や社会性に 

関するアセスメント 

・ボディイメージや運動企画 

・食事や書字等の生活動作 

           など 

言語聴覚士（ＳＴ） 

・言語理解や意思伝達 

・発声や発語 

・見ることや聞くこと 

・文字の対応や読み 

           など 

歯科医 

・捕食、咀嚼、嚥下の発達 

・適切な食形態や姿勢 

・摂食中の声掛けや援助 

・間接訓練 

           など 

【図６：外部専門家活用に関する事業のイメージ図】 

教 員 
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（３） パワーアップシートをもとにした外部専門家活用について 

 パワーアップシート（図７）は、教員が外部専門家を活用する際に、作成・活用しているものです。 

 

 
 

 

 

 

   ＜パワーアップシートをもとにした外部専門家活用の流れ＞ 

 

（ア）担当児童生徒について、現在、指導上問題に感じていることを「パワーアップシート③

欄」に記載し、それに関する年間目標や学習内容や手だてを個別の指導計画より抜き出し

「パワーアップシート①②④欄」に記載する。 

        ↓ 

（イ）各部の自立活動専任と記載内容の検討を行う。（助言を受ける１４日前までに提出） 

     ↓ 

（ウ）パワーアップシートを連絡調整役（自立活動部内の担当）を通じて外部専門家へ渡す。 

      ↓ 

（エ）外部専門家が来校し、教員の指導を参観したうえで、助言等を行う。 

     ↓ 

（オ）受けた助言⑤を整理し、「パワーアップシート⑥欄」を記入する。 

     ↓ 

（カ）指導改善に向け、授業関係者や学習グループ会等で検討を行うなどして、「パワーアッ

プシート⑦欄」を記載する。 

         ↓ 

（キ）実践の中で指導改善を行ったことによる児童生徒の変容を「パワーアップシート⑧欄」

に記載する。また、この一連のやり取りの中で実感した、教員自身の変容について「パワ

ーアップシート⑨欄」に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学年   年 児童生徒氏名   主担当氏名   担当専門家名  助言年月日 平成  年  月  日 

 

関連する年間目標 ① ※問題に感じていることに関連する自立活動の年間目標 
学習内容 ②  ※年間目標に関連する学習内容 

問題に感じて 

いること（日付） 

行っている方法や 

手だて（日付） 

専門家からの助言 

（日付） 

助言を受けて 

どう整理したか 
修正した方法や 

手だて（日付） 

児童生徒の 

様子や変容 
教員の変容 

③ 
※担任が自分自身

で取り組み、そこ

から見えてきた

問題と感じるこ

と 

④ 
※指導方法や手

だてなど、問題

に感じている

ことに対して

担任自身が行

っていること 

⑤ 
※来校指導の際に助言

を受けたことや、後

日郵送されてくるア

ドバイスシートに記

載されていること 

⑥ 
※専門家からの助

言を受けて、教

育的な視点で整

理したこと 

⑦ 
※助言の整理を踏

まえて、修正し

た指導方法や手

だて 

 

⑧ 
※修正した方法や

手だてに取り組

んでからの対象

児童生徒の変容 

⑨ 
※①～⑧のプロセス

を踏まえ、指導に

必要な知識や技

能、児童生徒の実

態の捉え方や指導

の組み立てなどに

関する教員自身の

変容 
 

【図７：パワーアップシート 枠と記載の概要】 
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（４） パワーアップシートを活用した授業改善 

パワーアップシートの作成に当たって、まず大切にしていることとして、教員が実際に行った指導を

ベースにして助言を求めることが挙げられます。「○○が難しいのですが、どうしたら良いでしょうか。」

と相談するだけではなく、「◇◇という課題に対して△△の指導をしているのですが、どうでしょうか。」

等と、具体的に教員としての意図を説明します。そして、実際に指導や働き掛けの場面を外部専門家に

参観していただき、それに対する助言をいただく形で進めています。また、その助言を受けてどう整理

したか（パワーアップシート⑥欄）というプロセスを設けていることも本校の取組の特徴です。外部専

門家から助言いただいたことをそのまま実践するのではなく、教育的な視点で整理し、指導にどう組み

込んでいくかを考えることが、教員として不可欠であると考えています。「⑤できるだけ毎日、歩行をす

る時間を設定した方が良い。」という助言を受けて、「⑥寄宿舎からの登下校の時間を活用して、クラッ

チを使用した歩行に取り組む。」や「⑥自立活動の時間の移乗では、生徒自身が３歩足を交わすまでは待

つ。」等、日常生活や授業の中に取り入れていく事例が増えてきました。 

 このような授業や指導の改善から、「⑧生徒が表出できる言葉を手掛かりに教師と気持ちを共有した

ことで、良好な関係を築くことができた。」という子供のプラスの変容を引き出すことができた例や、

「⑨手先の巧緻性を高めるために体幹のふらつきを出さない姿勢づくりを考えるとともに、取り組みや

すい環境づくりをすることの大切さが分かった。」、「⑨摂食機能発達の段階について理解し、発達を促

すための姿勢づくりや援助の仕方を知ることができたので、今後の指導に生かしたい。」という教員の

変容につながる例が多くあり、教員の力量形成につながっています。 

 

（５） まとめ 

 外部専門家活用に係る事業を本校で実施するようになって１０年が経過しますが、毎年度末には、外

部専門家に年間を通しての気付きや感想を聞き取り、次年度の事業の運用に生かしています。外部専門

家からよく聞かれる感想として「パワーアップシートで教員とやり取りをすることで、自分の捉え方が

間違っていないかどうかを見直す機会になる。」、「２年前に助言したことを今も継続して取り組んでも

らえている姿を見て、携わってきたことをうれしく思う。」、「医療の視点からの助言を参考に、教育の視

点で整理されていく過程を見ることができて参考になる。」などがあります。本事業は、教員の専門性向

上に寄与するだけでなく、外部専門家にとっても、自身の日頃の実践や対象となる患者への関わりを振

り返り、専門性を高める機会になっていることが分かります。 

 また、長期休業中には、外部専門家を講師とした研修会を行い、本校の職員だけでなく他の特別支援

学校や近隣の小・中学校からも参加があります。研修会は、本校の指導事例について、いろいろな所属

校の参加者で編成したグループで協議を行い、その後に外部専門家の視点から講義等を行っていただく

形で実施しています。グループ協議では、それぞれの参加者が自分の指導実践をもとにアイデアや意見

を発表し合うなど、多面的な意見交換が活発にできています。このことは、参加者相互の連携を深める

とともに、本校が有しているセンター的機能を発揮することにつながっています。 
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Ⅰ センター的機能とは 
 

１ 基本的な考え方 

地域において特別支援教育を推進する体制を整備していく上で、特別支援学校は中核的な役割を担う

ことが期待されています。特に、小・中学校等に在籍する発達障害等の子供を含め、障害のある子供に

ついて、その教育的ニーズに応じた適切な教育を提供していくためには、特別支援学校が、特別支援教

育に関する高い専門性を発揮し、地域の小・中学校等を積極的に支援していくことが求められます。 

そこで、特別支援学校学習指導要領においては、「特別支援学校が地域の実態や家庭の要請等に応じ

て、教育相談等に加え、学校等の要請に応じ、障害のある子供やその担任・担当の教師等に対する助言

や援助を組織的に取り組んだり、他の特別支援学校等と連携を図ったりする役割、すなわち、『特別支援

学校のセンター的機能』を果たすことが重要であること」が示されています。 

 

２ センター的機能の具体的な内容  

特別支援学校に期待されるセンター的機能を例示すると、以下のとおりです。 

小・中学校等の教員への支援機能 
・個々の子供の指導に関する助言・相談 

・個別の教育支援計画の策定に当たっての支援 

特別支援教育等に関する相談・情報提

供機能 
・地域の学校等に在籍する子供や保護者への相談・情報提供 

障害のある子供への指導・支援機能 ・盲学校やろう学校などで就学前の子供に対して行う指導・支援 

福祉、医療、労働などの関係機関等 

との連絡・調整機能 

・個別の教育支援計画の策定における福祉、医療、労働などの関

係機関等との連絡・調整 

小・中学校等の教員に対する研修協力

機能 

・校内研修会での講師としての協力 

・ケース会におけるアドバイザーとしての協力 

障害のある子供等への施設設備等の

提供機能 

・教材・教具の提供 ・障害のある子供等への施設・設備の提供 

・障害のある子供等の交流の場としての提供 

 

３ 特別支援教育コーディネーター連絡協議会 

 各地域において特別支援学校が中心となり、幼稚園等、小・中学校、高等学校と特別支援教育コーデ

ィネーター連絡協議会を設置し、地域におけるネットワークを構築し、特別支援教育の充実に努めてい

ます。以下に、県内の特別支援教育コーディネーター連絡協議会の設置地区等を示します。 

地区名 対象となる地区 主に対象となる特別支援学校 

長崎 

西彼杵 

長崎市、長与町、時津町 盲学校、鶴南特別支援学校、同校時津分校、長崎特別支援学校、 

長崎大学教育学部附属特別支援学校 

西海 西海市 鶴南特別支援学校高等部西彼杵分教室、川棚特別支援学校 

桜が丘特別支援学校 

佐世保 佐世保市 佐世保特別支援学校 

県北 佐々町 佐世保特別支援学校 

平戸市、松浦市 佐世保特別支援学校北松分校、ろう学校佐世保分教室 

諫早 諫早市 希望が丘高等特別支援学校、諫早特別支援学校、諫早東特別支援学校 

大村 大村市 虹の原特別支援学校、ろう学校、大村特別支援学校 

東彼 東彼杵町、川棚町、波佐見町 川棚特別支援学校、桜が丘特別支援学校 

島原 島原市、雲仙市、南島原市 島原特別支援学校、同校南串山分教室 

五島 五島市 鶴南特別支援学校五島分校 

小値賀 小値賀町 佐世保特別支援学校北松分校 

上五島 新上五島町 佐世保特別支援学校高等部上五島分教室 

壱岐 壱岐市 虹の原特別支援学校壱岐分校 

対馬 対馬市 虹の原特別支援学校高等部対馬分教室 

センター的機能  第７章 
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Ⅱ センター的機能の実際①（盲学校） 
 

 本校は県内唯一の盲学校であり、視覚障害教育を専門とする学校です。そのため、教育相談の対象は、

県内全域に在籍する見え方に困難さがある本人（乳幼児、児童生徒等）やその保護者、園・学校の担任

及び関係者等になります。 

 近年、本校の教育相談対象者の中で乳幼児の割合が増加しており、視覚に関する支援のニーズが高ま

り、早期教育・支援への対応が求められています。そのため、教育相談に適した環境のもとで、より充

実した相談・支援を行うことができるよう、平成３０年４月に教育相談専用ルーム「視覚支援センター

むつぼし」を新棟内に開設しました。ここには視機能評価を行うための用具、補助具や便利グッズ、遊

具等を整備しており、様々な年代の対象者の個々のニーズに対応した支援ができる環境を整えています。

また、教育相談対象者が在籍している園・学校の担任等が視覚障害教育に関する研修を行う場ともなっ

ています。 

 

 

 

視覚支援センターむつぼしの玄関  視覚支援センターむつぼしの支援室 

 

１ 教育相談の取組 

（１） 校内支援体制 

 本校の地域支援についての校内体制は、窓口である教頭を含む管理職を柱に据え、幼小・中・高等部

各１名ずつの特別支援教育コーディネーター（視覚障害支援部に所属）が中心となって進めています。

地域支援を進めていくための相談担当である幼小中学部主事の支援を受けながら、視覚障害支援部の分

掌部教員と共に地域支援に当たっています。 

また、必要に応じて教務部や進路指導部といった分掌部、高等部主事、養護教諭、カウンセラー、そ

して校内で研修を行っている専門部（点字部、歩行部、ロービジョン部、ＩＣＴ部、福祉情報部）の教

員も連携して地域支援を行っています。つまり、全職員で地域支援を進めていく体制が整っており、相

談のニーズに応じて校内で専門家チームを柔軟に組織して支援に当たることができています。この取組

が、本校職員の視覚障害教育の専門性の向上、維持、継承につながっています。 

 

（２） 教育相談の形態 

 本校が実施している教育相談の形態には、「来校相談」「派遣相談」「電話相談（メールも含む）」「その

他」があります。相談時間は、電話相談を除き基本的に１時間程度としています。 

 ・来校相談：定期来校相談、不定期来校相談 

 ・派遣相談：訪問相談、巡回支援教育相談会（サテライト支援） 

 ・電話相談：不定期電話相談、アフターケア 

 ・そ の 他：乳幼児親子体験教室（親子で楽しんでみよう会） 

 なお、実際の教育相談は必ず複数の教員で対応することとしています。それは、子供対応、保護者対

応、記録担当といった役割を分担することで余裕をもって対応することができ、必要に応じて教員間で

協議しながら教育相談を行うことで、適切な実態把握や支援内容を決定して支援に当たることができる

ためです。また、教育相談の経験年数が短い教員は、ベテランの教員から実践を通して様々な指導・支

援の方法について学ぶことができます。 
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① 定期来校相談 

 定期来校相談は、継続した支援が必要であると思われるケースに対し、保護者から依頼を受けて実施

するもので、本校に毎月１回程度、定期的に来校していただいて行う相談です。当該年度末までの支援

目標と支援内容及び相談回数を、本人・保護者と話し合って決めてから開始し、年度末に本人・保護者

と共に評価を行って支援を終了するか・継続するかの判断を行います。 

 

② 訪問相談 

 訪問相談は、本校職員が園や学校を訪問して授業観察を行い、担任等と今後の支援についてケース会

を開催するものです。訪問時には必要に応じて本人や保護者との面談、諸検査、職員研修の場での説明

を行うこともあります。 

 

③ 巡回支援教育相談会（サテライト支援） 

 本相談会は、遠距離に居住しているため来校相談を受けることが難しい方を対象として、県内５地区

の施設を会場として教育相談を実施しています。相談の依頼は保護者が行うことが基本となりますが、

担任等が保護者の同意を得てから申し込みを行うケースもあり、担任等が相談会に同席することも多い

です。 

 開催地区は、佐世保市、島原市、大村市、五島市、佐々町の計５地区であり、長期休業中に各地区で

年１回ずつ実施しています。なお、平成３０年度の実施地区及び会場は以下の通りです。 

夏季休業中 

佐世保地区 佐世保市子ども発達センター 

島原地区 島原市保健センター 

大村地区 大村市こどもセンター 

五島地区 鶴南特別支援学校五島分校 

冬季休業中 佐々地区 佐々町健康相談センター 

 

④ 乳幼児親子体験教室（親子で楽しんでみよう会） 

 本教室は、乳幼児とその保護者を対象としたもので、目の使い方や目と手の協応動作等を取り入れた

遊びを親子で一緒に体験します。また、育児、遊びや遊具、就園・就学等、様々な悩みについて語り合

える保護者同士の情報交換の場面も設けています。視覚に障害のある子供をもつ保護者同士が、同じ悩

みを共感し情報を共有し合える場はほとんどないため、本教室の果たす意義、役割は非常に大きなもの

となっています。 

 本校と佐世保（佐世保市子ども発達センター）で年１回ずつ実施しています。 

 

⑤ アフターケア 

①～④の教育相談の中には、一度のみの支援にとどまり、それ以後の様子等についての連絡が入らな

いケースもあり、支援した結果、改善の方向に向かったのかどうかが支援担当者に伝わってこないこと

がありました。そのため、２月をアフターケア月間として定め、本校の支援担当者から教育相談依頼校

（園）に電話連絡を入れ情報収集を行うこととしました。 

その結果、支援後の変容や支援の効果について確認ができ、再び相談につながるケースも多く見られ

るようになりました。また、この取組により、本校の相談担当者は支援や助言内容について考察（自己

評価）を行うことができ、教育相談のスキルの向上や業務遂行のモチベーションの向上が図られていま

す。 
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（３） 教育相談の対象者 

 視力検査の結果がおおむね０．３未満（Ｃ又はＤ判定）である場合、何らかの見えづらさが生じるこ

とが予想されます。また、視力値がそれ以上であっても斜視、視野狭窄、色覚異常、眼球運動等に問題

がある場合は、生活面や学習面において困難さが生じると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記のような状態が見られた場合は、その子供は本校の教育相談の対象となります。しかし、はっき

りと見えた経験のない子供にとって、現在見えている状態が普段の見え方であるため、自分の困難さに

気付いていない場合があります。 

したがって、「見えるかな」「困ったことがあったら言ってね」などの声掛けではなく、具体的なやり

取りと行動観察を周囲の者が注意深く行っていきながら、子供の困難さを探っていくことが大切です。 

 

（４） 相談・支援内容 

 本校の教育相談・支援内容について、①、②に示します。 

 

① アセスメント 

視機能評価 

視力：遠距離、近距離、最大視認力 

（ランドルト環、絵指標、ドットカード、テラーアキュイティカード＊） 

視野 

色覚（カラーメイトテスト） 

眼球運動：注視、追従、跳躍、輻輳、開散 

立体視 

文字サイズ測定 
ＬＶＣ最適文字サイズ検査 

簡易版拡大教科書選定支援キット 

視知覚認知 
フロスティッグ視知覚発達検査 

ＷＡＶＥＳ 

発達検査 広ＤーＫ式視覚障害児用発達診断検査 

＊ 乳幼児が無地の面より縞模様を好んで見る傾向がある特性を利用した他覚的視力検査カード 

 対象者は、乳幼児、障害などのため意思表示が難しい人 

 

 

 

【子供の困難さの例】 

 ・斜視があり顔を傾けて見ている。 

 ・眼科では反応が乏しかったり集中力が持続しなかったりして視力を測定することが難しい。 

 ・黒板や掲示物、絵本や教科書、テレビ画面等に目を近づけてもそれらが見えにくい。 

 ・教科書の文字が見えにくい。 

 ・黒板や教科書の文字は見えているが、読みがたどたどしく、また行飛ばしがある。 

 ・地図や表・グラフの読み取りが苦手である。 

 ・板書を写すのが遅い。文字の形が崩れていたり、筆算の桁を揃えて書けなかったりする。 

 ・道具がうまく使えない。（定規やはさみ、理科の実験、調理実習等） 

 ・飛んでくるボールが怖く、動いている物を目で追うことが苦手である。 

 ・体操やダンスなどを模倣するのが苦手である。 

 ・晴天時の屋外などで目を細めていたり、暗い場所で動きが緩慢になったりする。 

 ・人や物にぶつかったり、段差でつまずいたりすることがよくある。 

 ・整理整頓が苦手である。 
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② 主な指導・支援内容 

指  導 

視覚補助具：単眼鏡、ルーペ、拡大読書器 

学習支援：漢字、定規等の道具の使い方、地図の見方、運動 

目と手の協応動作、手指の諸動作、身体運動、光遊び 

ビジョントレーニングによる視知覚に関する指導 

歩行指導、点字指導 

パソコン・タブレット操作と活用 

情報提供 

日常生活、育児・発達、遊び 

補助具・補装具、便利グッズ、遊具 

見えやすい文字サイズ・書体 

拡大教科書サンプル、デジタル教科書 

就園・就学、進学、就職、進学先との引継ぎ 

合理的配慮、基礎的環境整備 

弱視学級新設準備 

眼科、眼疾患 

福祉制度 

研  修 

そ の 他 

授業観察、助言 

ケース会議、面談（担任・保護者等との情報交換） 

ピアカウンセリング 

職員研修会での講演（見え方の理解と支援等） 

職員研修：個別の教育支援計画、個別の指導計画（自立活動）の作成と活用 

 

２ 教員の専門性向上に向けた取組 

 本校では、地域の小・中学校等に在籍している見え方に困難さがある子供を指導・支援している担任

やその関係者を対象として、視覚障害教育に関する研修会や情報発信及び啓発を行っています。 

 

（１） 視覚障害教育研修会 

 本研修会は園や学校の職員を対象としたもので、夏季休業中に本校で実施しています。研修内容は、

見え方に関する困難さについて、体験や講義をもとに理解を深めた上で、指導・支援内容を考えるとい

うプログラムとなっています。 

 参加者の中には、見え方に困難さがある子供を担任又は担当している職員が多いため、各種専門部の

職員と個別に具体的な指導・支援内容について相談できる時間も設けています。 

講  義 弱視児の見え方と指導 

疑似体験 シミュレーションレンズによるロービジョン児の見え方、アイマスクによる歩行 

講義・実技 点字の概要と読み書き、各種情報機器等の具体的活用、視覚障害者のスポーツ体験 

展  示 盲学校で活用している教材・教具、便利グッズ 

 

（２） 視覚障害教育支援ネットワーク会 

 本会では、弱視学級を担任している職員個々の視覚障害教育の指導力向上を図ることを目的として、

視覚障害教育に関する研修や日々の実践について情報交換を行っています。上記（１）に示した「視覚

障害教育研修会」と同日に、本校の視覚支援センターむつぼしを会場として開催しています。平成３０

年度の研修内容は、県内に弱視学級を初めて担任する職員が数名配置されたことや自立活動の指導目

標・内容の計画と実践に悩みを抱えている職員の声を多く聞いたことから、「自立活動の概要と実態把

握から個別の指導計画作成までのプロセスについて」として実施しました。 

 弱視学級担任が研修を受けたり情報交換を行ったりすることができる機会はほとんどないことから、

県内唯一の盲学校としては、今後も弱視学級の担任からの声をもとにしながら会の内容を充実させてい

く必要があると考えています。 
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（３） Ｗｅｂページ「ｉｓｉｔｅ」による情報発信 

 本校Ｗｅｂページ（http://www.news.ed.jp/mou/）の「教育相談ルーム」内に「ｉｓｉｔｅ」という視

覚障害支援部だよりを掲載しています。これは、視覚障害や教育相談に関する疑問についての情報コー

ナーとなっており、本校の教育相談のキャラクター「ルーメン」と一緒に、視覚障害教育について学ん

でいく形式になっています。子供から大人まで抵抗なく読み進めていくことができるので、盲学校やそ

の教育相談について関心をもってもらえるものとなっています。 

現代はスマートフォン等の端末を活用してインターネットから情報を得ることができる時代です。独

立行政法人 国立特別支援教育総合研究所などにおいてもインターネットによる講義配信が行われてき

ていることから、本校Ｗｅｂページについても活用が促進されるよう、さらに内容の充実に努めていま

す。 

 以下は、「ｉｓｉｔｅ」に掲載してきた記事のタイトルです。 

 

１ 初めまして 

２ 「近用弱視レンズ」って何？～ぼくってなんの役に立ってる？～ 

３ 盲学校でできる「視機能検査」って？ 

４ 「見えにくい」ってどういうこと？ 

５ 点字を書く道具ってどんなのがあるの？～「ブラインまん」ってナニモノ？～ 

６ どうやってお金を見分けるの？ 

７ 手引きってどうするの？ 

８ 見えない人って走るときどうするの？ 

９ 視覚障害者と漢字 

１０ 点字ブロックって何？ 

１１ 視覚障害者の使う教科書 

１２ 見えにくい人たちはどうして白杖を持っているの？ 

１３ 移動するとき、公共交通機関を利用するの？ 

１４ 盲学校には、文化系の部活はあるの？ 

 

（４） 啓発活動による視覚障害教育の視点の広がり 

 本校では、教育相談の内容を広く知っていただき活用してもらうことを目的として、５月下旬に市町

教育委員会を訪問し、就学担当者に対して事例を交えながら教育相談について説明を行っています。訪

問先は、佐世保市、島原市、大村市、平戸市、松浦市、雲仙市、南島原市、東彼杵町、川棚町、波佐見

町、佐々町の７市４町の計１１市町教育委員会であり、校長と視覚障害支援部主任が訪問しています。

就学担当者はこの時期に当該市町内の園を訪問し、幼児の様子を把握しています。また、小・中学校で

拡大教科書を活用したり見えづらさを抱えていたりする児童生徒についても把握しているため、巡回支

援教育相談会についての情報を当該園や学校の担任、特別支援教育コーディネーター及び保護者に伝え

ていただいています。 

 この他にも、高等学校を訪問して教育相談と理療業従事者を養成する専攻科の情報について説明する

取組を夏季休業中に行っています。平成２６年度から平成２９年度までの４年間で県内全ての高等学校

を訪問し、平成３０年度より２回目の説明を始めています。教頭、視覚障害支援部・専攻科の職員で訪

問し、高等学校の教頭、特別支援教育コーディネーター、進路指導主事、養護教諭等に対して説明を行

っています。この取組により、教育相談の対象となる生徒や相談できる内容についての理解が広まり、

近年は高等学校からの教育相談の依頼が増加しています。 

 

  

https://www.news.ed.jp/mou/
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Ⅲ センター的機能の実際②（川棚特別支援学校） 
 

１ 校内体制の整備について 

（１） 校内における地域支援体制 

本校では、特別支援教育コーディネーター３名を含む教育支援部を中心として教頭、小学部主事、

中学部主事、高等部主事で地域支援体制を組織しています。 

相談業務の形態として、電話相談、派遣相談、来校相談を実施しており、相談の内容に応じて、以

下のような役割分担を行いながら進めています。 

 

相談内容 担当者 

本校への転入学に関係すると思われる内容 教頭及び部主事 

本校への転入学が直接関係しない内容 

（地域に出向いての派遣相談等） 
特別支援教育コーディネーター 

県教育支援チームとしての就学相談 

各町の就学時健診 
部主事及び特別支援教育コーディネーター 

 

 

（２） 教育相談実施までの流れ（派遣相談の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本 校＞ ＜依 頼 校＞ 

教 頭 

教育支援部へ対応を指示 

特別支援教育 

コーディネーター 

＜確認事項＞ 

・校内委員会での検討や校内支援が一定水準

行われていること 

・学校全体での共通理解が行われていること 

・就学に関する相談ではないこと 

相談内容の確認 日程調整 

① 相談申請書   

② プロフィール票 

③ 実態把握チェックリスト 

※ ①、②の様式は、本校ホームページから、

③は、県教育センター玖島の杜からダウン 

ロード 

相談申請書等を作成 

特別支援教育 

コーディネーター 

依頼書等の送付 本 校 

教育相談の実施 

教育支援部内で 

担当者を決定 

教 頭 
電話での依頼 
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２ 特別支援教育コーディネーターの専門性向上の取組について 

（１） 校内における取組 

① 研修内容の伝達 

長崎県教育センターが実施している「特別支援教育コーディネーター研修講座」に参加した後、分掌

部会等で研修した内容について伝達するようにしています。 

 

② 情報共有の工夫 

分掌業務や教育相談に必要な資料等を紙媒体、電子媒体の両方において、閲覧しやすいように分かり

やすくファイリングしています。 

さらに、検査結果報告書の書式や記載方法を共通化したり、研修支援で作成した講義用電子データの

一覧を作成し一括管理したりすることにより、過去の資料や情報を有効に活用しながら教育相談に対応

できるようにしています。 

対応した教育相談事例は、相談終了後、その記録を教育支援部全員と管理職に回覧し、共通理解を 

図ったり、記録の仕方などについて指導を受けたりしています。 

 

③ 分掌部会等での研修 

本校では、ＷＩＳＣ－Ⅳ知能検査の実施のスキルや結果分析力の向上が課題となっており、このこと

について分掌部会等で、検査の理論や検査方法、結果の分析方法について研修を深めています。 

また、教育相談で対応が困難であった事例や、工夫して対応できた事例などを分掌部会等で共有し、

より良い教育相談の在り方について研修を深めています。 

 

（２）他校の特別支援教育コーディネーターとの連携・情報共有 

県北特別支援学校コーディネーター連絡会（ろう学校佐世保分教室、佐世保特別支援学校・同校北松

分校、川棚特別支援学校、桜が丘特別支援学校で組織）にて、各校の取組から学び合ったり、互いに研

修支援で用いた資料を提供し合ったりしながら、効果的な教育相談の方法について検討したり、研修支

援のための資料を充実させたりしています。 

 

３ 地域における特別支援教育支援体制について 

 各地域において、特別支援教育コーディネーター連絡協議会が設置され、地域におけるネットワーク

を構築し、特別支援教育の充実が図られています。また、各市町独自の会議等に参加したり、特別支援

学校共同での会議を行ったりなどしています。 

 本校と桜が丘特別支援学校は、西海市、東彼杵郡（東彼杵町、川棚町、波佐見町）、佐世保市南部地域

の地域支援等に対応しています。それぞれの地域における取組について、参加している会とその回数、

参加者、取組内容を次項に示します。 
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（１）特別支援教育コーディネーター連絡協議会の取組 

※ 市町によって、特別支援教育コーディネーター連絡協議会の名称は異なります。 

会の名称 回数 参加者 取組内容 

西海市 

特別支援教育 

コーディネーター 

連絡協議会 

年間 

３回 

・市教育委員会 

・幼稚園、小・中学校の特別支援教

育コーディネーター 

・本校と桜が丘特別支援学校及び

鶴南特別支援学校高等部西彼杵

分教室の特別支援教育コーディ

ネーター 

・特別支援教育コーディネーター

の役割等について 

・乳幼児期からの様々な子供の支

援について 

・個別の教育支援計画と個別の指

導計画について 

東彼杵町 

特別支援教育 

連携協議会 

及び 

特別支援教育 

コーディネーター 

担当者会 

年間 

２回 

・町教育委員会、町民課、健康ほけ

ん課 

・保育所・こども園、小・中学校、

特別支援学校 

・こども発達支援センター「ホー

プ」、東彼地区障がい者支援セン

ター「エール」、ＮＰＯ法人「お

んぶにだっこ」 

・発達障害に関する講話研修 

・就学支援に関する年間計画 

・保育所・こども園と小学校との

引継ぎ 

・特別支援教育推進状況の情報交

換 

・次年度に向けた、個々の幼児児

童生徒についての引継ぎ 

川棚町 

特別支援教育 

推進会議 

及び 

特別支援教育 

コーディネーター 

連絡協議会 

年間 

２回 

・町教育委員会、健康推進課、住民

福祉課 

・保育所・こども園、小・中学校、

高等学校、特別支援学校 

・こども発達支援センター「ホー

プ」、東彼地区障がい者支援セン

ター「エール」 

・各関係機関の現状と課題につい

て 

・合理的配慮や特別支援教育等の

推進状況について 

・個別の教育支援計画の様式や運

用方法について 

波佐見町 

特別支援教育 

推進委員会 

年間 

２回 

・小・中学校と特別支援学校の特

別支援教育コーディネーター 

・研究授業 

・情報交換 

 

（２）市町独自の取組 

会の名称 回数 参加者 取組内容 

西海市 

特別支援学級担任 

及び通級指導教室 

担当者研修会 

年間 

１回 

・市教育委員会担当者 

・市内の小・中学校の特別支援学

級担任と通級指導教室担当者 

・本校と桜が丘特別支援学校及び

鶴南特別支援学校高等部西彼杵

分教室の特別支援教育コーディ

ネーター 

・教育課程の編成、個別の教育支

援計画や個別の指導計画につ

いての研修 

川棚町就学時検診 
年間 

１回 
 ・保護者からの相談 

波佐見町就学時検診 
年間 

１回 
 ・保護者からの相談 

波佐見町５歳児健診 
年間 

６回 
 ・保護者からの相談 
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（３）その他の取組 

会の名称 回数 参加者 取組内容 

地域支援連携会議 
年間 

２回 

・本校と桜が丘特別支援学校の校

長、教頭、地域支援担当分掌部、

特別支援教育コーディネーター 

・相談状況、相談手続きについて 

・相談や報告に必要な関係文書

の様式について 

・東彼杵郡教育会特別支援教育

部会との合同研修会について 

県北特別支援学校 

コーディネーター 

連絡会 

年間 

２回 

・ろう学校佐世保分教室、佐世保特

別支援学校・同校北松分校、川棚

特別支援学校、桜が丘特別支援学

校の特別支援教育コーディネー

ター 

・県北部地域における特別支援

学校のネットワークの構築 

・相談支援における連携・協働 

・活動状況等に関する情報交換 

地域教育支援連絡会 
年間 

１回 

・県北特別支援学校コーディネー 

ター連絡会参加校 

・佐世保市子ども発達センター 

・佐世保市教育委員会 

・情報交換や役割分担の確認 

・協力事項についての確認や 

協議 

東彼杵郡教育会 

特別支援教育部会 

年間 

５回 

・東彼杵郡内（東彼杵町、川棚町、

波佐見町）の小・中学校の特別支

援学級担任と通級指導教室担当

者 

・特別支援学校 

・教育課程や特別支援教育に関

する事項についての協議や 

助言 

・合同研修会や合同交流会の打

合せ 

東彼杵郡内 

特別支援教育 

コーディネーター 

中・高連絡会 

年間 

２回 

・郡内の中学校と高等学校及び特別

支援学校の特別支援教育コーデ

ィネーター 

※東彼杵郡内の中学校長会長、会長

校の特別支援教育コーディネー

ターが事務局員 

・中学校と高等学校及び特別支

援学校間の連携について 

・個々の生徒の支援のあり方や

教育制度について 
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Ⅰ 学校における性に関する指導 
 

 学校教育においては、子供たちの心身の調和的な発達を重視する必要があり、そのためには、子供

たちが自分の心身の成長発達について正しく理解することが不可欠です。しかし、近年、性情報の氾

濫など、子供たちを取り巻く社会環境が大きく変化しており、子供たちが性に関して適切に理解し、

行動することができるようにすることが課題となっています。 

 中央教育審議会答申（平成２０年１月１７日）においては、学校における性に関する指導のポイン

トについて、以下のように示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 障害のある子供の性に関する指導については、基本的には障害のない子供の目標と同様であり、小

学校、中学校、高等学校に準ずるものです。『「生きる力」を育む小学校（中学校、高等学校）保健教

育の手引き』（改訂版 平成３１年３月 文部科学省）には、性に関する指導の内容や実践事例などが

紹介されていますので参考にしてください。 

ただし、特別支援学校においては、一人一人の障害の状態及び発達段階や特性等を十分に考慮しな

がら、目標や指導内容を設定したり、指導方法を工夫したりすることが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、「性犯罪・性暴力対策の教科の方針」に基づき、内閣府・文部

科学省が連携し、命の安全教育のための教材及び指導の手引を作成して

います。文部科学省のホームページに、パワーポイント資料や動画教材

なども掲載されていますので、参考にしてください。 

 

 

性に関する指導  第８章 

➢ 体育科、保健体育科、家庭科、技術・家庭科、特別活動をはじめ、学校教育活動全体

を通じて指導する。 
 

➢ 子供の発達段階を踏まえる。 
 

➢ 心身の発育・発達と健康、性感染症等の予防に関する知識を確実に身に付けさせる。 
 

➢ 生命の尊重や自己及び他者の個性を尊重するとともに、相手を思いやり、望ましい人

間関係を構築させる。 
 

➢ 家庭・地域との連携を推進し、保護者や地域の理解を得る。 
 

➢ 集団指導と個別指導の連携を密にして効果的に行う。 

改訂版 平成 31 年 3 月 改訂版 令和 2 年 3 月 改訂版 令和 3 年 3 月 

 

        

         

          

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/__icsFiles/afieldfile/2009/05/12/1216828_1.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/__icsFiles/afieldfile/2019/07/12/1334052_2.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/__icsFiles/afieldfile/2020/20200317-mxt_kensyoku-01.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/20210310-mxt_kouhou02-1.pdf
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Ⅱ 性に関する指導の実際 

（長崎大学教育学部附属特別支援学校） 
 

 本校では、小学部から高等部まで、それぞれの実態に応じて系統的に「からだの学習」を実施して

います。一般的に「性に関する指導」と言われる内容だけでなく、生活する上で必要な食育・安全教

育・健康教育の内容も含め、広く生活全般に関わる内容について指導しています。 

以下、「からだの学習」について紹介します。 

 

１ 各学部における「からだの学習」の目標及び指導に関する留意点 

 

学

部 
目 標 指導に関する留意点 

小 

 

学 

 

部 

○自分の身体に目を向け、成長を感じた

り、清潔にしようとしたりする気持ち

をもち、健康や成長に関する知識・技

能を身に付ける。 

・身体の発達を考慮し、低学年、中学年、高学年に

分けてグループを編成する。（題材によっては男

女別や中学年、高学年合同で縦割りのグループを

編成） 

・分かりやすく実際的な教材を提示することで技能

面の習得を図る。 

・月経指導などを行う場合は、指導する場や時期を

配慮して授業を展開する。 

・第二次性徴を迎えた児童には、肯定的に自分を捉

えることができるように配慮する。 

中 

 

学 

 

部 

○自分の身体やその変化に見通しをも

ちながら、大人になることへの期待を

高める。 

○誕生や成長の喜び、命の大切さを知

り、自分や周囲の人もかけがえのない

存在であることを知り、自己肯定感を

もつ。 

○身体の構造及び機能、男女の違い、第

二次性徴、性器の仕組みなど、基本的

な身体の知識を身に付けることで、自

分の身体を客観的に捉える力を育み、

自己意識を高める。 

○清潔や身だしなみなどの生活習慣や

男女間の協力、異性との対人関係等に

ついて理解を深め、健康で安全な生活

を営もうとする態度を身に付ける。 

・男女が共に学ぶことを基本とすることで、互いの

身体の大切さ、男女間の協力、異性との対人関係

への理解を深める。 

・知識的な学習だけでなく、実際にマッサージや手

足の温浴による心地よさの体感や手洗い、身体洗

いを行うことで身体や清潔への意識を育む。 

・社会生活におけるマナーや身だしなみ、安全な生

活に必要な危機管理意識についても、模擬誘拐や

保健室利用などのロールプレイングを取り入れ、

実際の生活に即した学習を展開する。 

・技能面では、排せつの仕方やマスターベーション

（夢精含む）・月経の処理についての技能を身に

付けることで身辺処理面の自立につなげるとと

もに、知識面では、運動や肥満、栄養面について

も触れ、高等部での学習につなげる。 



- 61 - 

 

高 

 

等 

 

部 

 

○自分の身体やその変化に見通しをも

ちながら、大人になることへの期待を

高める。 

○成長の喜び、命の大切さを知り、自分

も周囲の人もかけがえのない存在で

あることを知り、自己肯定感をもつ。 

○第二次性徴、性器の仕組み、生命の誕

生など、基本的な身体の知識を身に付

けることで、自分の身体を客観的に捉

える力を育み、自己意識を高める。 

○健康な食生活や運動、清潔や身だしな

みなどについて理解を深め、生涯を通

じて自らの健康を維持管理する力を

身に付ける。 

・男女が共に学ぶことを原則としながら、学習内容

等に応じて習熟度別、男女別、希望者のみなどの

グループ編成を工夫する。 

・性について多感な時期であることを考慮し、男女

の付き合い、性交、妊娠、マスターベーションな

どの内容は保護者と十分に連携を図り、生徒たち

が肯定的な自己を育むことができるように配慮

する。 

・大人になることへの期待を高め、生命の大切さを

知り、「自分の身体は自分のものである」ことを認

識し、性に関して自己選択・自己決定できる主体

的な生き方ができることを目指す。 

 

２ 指導内容一覧表について 

指導内容については、以下に示す指導内容一覧表を参考に設定します。過去の指導内容を参考とし

て、児童生徒の実態を考慮して学習を展開しています。 

 ※ 縦軸は学部、横軸（Ⅰ～Ⅳ）は実態別のグループを示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

小

<健康な身体>
○保健室の場所を知り、
検診や手当てに慣れる

<清潔>
○手洗いやうがい、歯磨
きなどを教師と一緒にす
る
○汗をかいたときの汗の
拭き方を経験する
○教師の支援を受けなが
ら入浴をする
○教師の支援を受けなが
らトイレを使って排せつ
する

<健康な身体>
○検診の受け方に慣れる
○保健室の利用の仕方に
慣れる

<清潔>
○手洗いやうがい、歯磨
きの仕方を知る
○汗拭き、身体拭きの仕
方を知る
○入浴の方法を知る
○トイレの使い方、排せ
つの仕方を知る

<健康な身体>
○保健室の利用がスムー
ズにできる

<清潔>
○汗拭き、洗顔、入浴な
ど身体を清潔にする方法
を知る
○トイレの使い方やマ
ナーを知る
○衣服を整えたり、身支
度をしたりするなど身だ
しなみの方法を知る

中

<健康な身体>
○保健室の利用の仕方に慣
れる
○ 医療機関の利用の仕方に
慣れる

<清潔>
○手洗い、うがい、歯磨きの
支援に慣れる
○入浴の支援に慣れる
○支援のもとトイレを使って排
せつする

<健康な身体>
○保健室の利用の仕方を知
る
○医療機関の利用の仕方を
知る

<清潔>
○手洗い、うがい、歯磨きの
仕方で気をつけるところが分
かる
○入浴の方法のポイントを知
る
○正しいトイレの使い方、排
せつの仕方が分かる

<健康な身体>
○医療機関の利用の仕方を
知る
○よりよい食べ方を知る
　
<清潔>
○入浴の方法やマナーを知
る
○トイレの使い方やマナーを
知る

<健康な身体>
○医療機関の利用の仕方を
知る
○よりよい生活習慣を知る
（食事の仕方、運動の必要
性）

<清潔>
○身体を清潔にする方法を知
る
○トイレの使い方やマナーを
知る

高

<健康な身体>
○ 保健室の利用の仕方を知
る
○保健室での不調の伝え方
を練習する

〈清潔〉
○手洗い、うがい、歯磨きな
どの練習をする
○マナーを守ってトイレを使う

<健康な身体>
○保健室の利用の仕方が分
かる
○よりよい食べ方や運動の
必要性を知る

〈清潔〉
○手洗い、うがい、歯磨きな
ど、清潔にする方法を知る
○トイレの使い方やマナーを
知る

<健康な身体>
○けがや病気のときの簡単
な処置の方法を知る
○よりよい生活習慣を知る
（食事、運動、生活習慣病、
喫煙、飲酒、薬物防止）

〈清潔〉
○手洗い、うがい、歯磨きな
どの必要性を知って行う
○洗髪の必要性を知り行う

<健康な身体>
○けがや病気のときの簡単
な処置の方法が分かる
○よりよい生活習慣を考える
（食事、運動、生活習慣病、
喫煙、飲酒、薬物防止）

〈清潔〉
○爪の切り方を知る
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 ※ 縦軸は学部、横軸（Ⅰ～Ⅳ）は実態別のグループを示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

小

<リラクゼーション>

○身体の各部位でいろいろな

感触を経験する

○手湯、足湯などをする

<身体部位の名称>

○手、足、頭などの身体部位を

動かす

<リラクゼーション>

○身体の各部位でいろいろな

感触を楽しむ

<身体部位の名称>

○身体部位の名称が分かる

<男女の違い>

○自分の性が分かる

○身近な人の性別が分かる

○プライベートゾーンの名称を

知る

<身体部位の名称>

○肘と膝、手と腕など詳しい身

体部位の名称が分かる

<男女の違い>

○男女の違いや大人と子ども

の違いが分かる

○プライベートゾーンの名称や

約束を知る

○月経や性器いじりについて対

処の仕方を知る

<人との関わり方>

○身近な人との生活年齢に

あった関わり方を知る

○知らない人について行っては

いけないことを知る

中

<心身の開放>

○心地よいと感じる刺激を体感

する中で人との関わりを楽しむ

○マッサージを受ける

○入浴する(足湯などの部分的

なものなども)

○いろいろな感触を楽しむ

<命の尊さ>

○赤ちゃん人形を抱っこしたり、

自分が生まれたときの写真を見

たりして、赤ちゃんをかわいいと

感じる

<身体部位の名称>

○プライベートゾーンの名称を

知る

○基本的な身体部位の名称が

分かる

<男女の違い・成長>
○自分の性が分かる

○身近な人の性別が分かる

<性器の仕組みと働き>

○月経やマスターベーションの

具体的な処理の仕方を教師と

一緒に練習する

<性被害の防止>

○知らない人について行っては

いけないことが分かる

○「逃げる、大きな声を出す」な

ど、知らない人に誘われた場合

の具体的な対処の仕方が分か

る

<命の尊さ>

○自分が生まれたときの親の

気持ちを知る
○赤ちゃんを生むのがお母さん

だということが分かる

<身体部位の名称>

○プライベートゾーンについて

知る

○肘、膝、かかと、すねなど少

し難しい部分の名称を知る

<男女の違い・成長>
○男女の違いが分かる(自分の

性について詳しく知る)

○大人と子どもの違いが分かる

<性器の仕組みと働き>

○月経やマスターべーションの

具体的な処理の仕方が分かる

<性被害の防止>

○知らない人に誘われた場合

「逃げる、大きな声を出す」など

の具体的な対処の仕方につい

て知る

○自分と周囲の人との関係に

ついて知る

<命の尊さ>

○赤ちゃんを産むのが女の人

だと分かる

<身体部位の名称>

○内臓も含む身体各部位の名

称とその働きが分かる

<男女の違い・成長>

○男女の違いが分かる(異性の

ことについても知る)
○自分の成長段階が分かる

<性器の仕組みと働き>

○月経やマスターべーションの

具体的な処理の仕方が分かる

<性被害の防止>

○知らない人に誘われた場合

「大きな声を出す、逃げる」など

の具体的な対処の仕方が分か

る

○自分と周囲の人との関係が

分かる

<命の尊さ>

○精子と卵子による受精の仕

組みが分かる

○自分が産まれたときの周囲

の人の気持ちを知る

高

<心身の開放>

○心地よいと感じる刺激を体
感する中で人との関わりを楽

しむ

○マッサージを受ける

○入浴する（足湯などの部分

的なものなども）
○いろいろな感触を楽しむ

<命の尊さ>

○赤ちゃん人形を抱っこした

り、自分が生まれたときの写

真を見たりして、赤ちゃんを
かわいいと感じる

<男女の違い・成長>

○自分の性が分かる
○身近な人の性別が分かる

<性被害の防止>

○知らない人について行って

はいけないことが分かる
○知らない人に誘われた場合

の「逃げる・大きな声を出

す」などの対処の仕方を知る

<命の尊さ>

○自分が生まれたときの親の
気持ちを知る

○赤ちゃんを生むのがお母さ

んだということが分かる

<性器の仕組みと働き>

○月経やマスターべーション
の具体的な処理の仕方やマ

ナーが分かる

<性被害の防止>

○知らない人に誘われた場合
の具体的な対処の仕方（逃げ

る・大きな声を出す）を知る

<周囲との関わり>

○高校生らしい異性とのかか

わりについて、教師や友達と
一緒に考える

○年齢にふさわしい行動や相

手に応じたマナーについて知

る

<命の尊さ>

○赤ちゃんを産むのが女の人

だと分かる

<性器の仕組みと働き>

○月経やマスターべーション
の具体的な処理の仕方やマ

ナーが分かる

<性被害の防止>

○知らない人に声をかけられ
た場合の相手や場に応じた対

応の仕方（話を聞く・断る）

が分かる

<異性との関わり>

○高校生らしい異性との関わ
りについて考える

○将来の生活を見据えた異性

との関わり（デートの仕方・

性交・結婚）について知る

<命の尊さ>

○精子と卵子による受精の仕

組みが分かる

○自分が産まれたときの周囲

の人の気持ちを知る
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３ 中学部における実践 

（１） 年間指導計画 

指導内容については、２に示したグループ別の指導内容一覧表を参考に設定します。過去の指導内

容を参考として、生徒の実態を考慮して学習を展開しています。 

 

 Ａグループ Ｂグループ Ｃグループ 

①4月 身体計測 

②5月 

＊2時間 

男子 実態把握 実態把握 実態把握 

女子 実態把握 実態把握 実態把握 

③5月 
誘拐や性の被害に遭わない 

ために(信号の輪) 

誘拐や性の被害に遭わない 

ために(ロールプレイング)  

誘拐や性の被害に遭わない 

ために(ロールプレイング)  

④5月 ブラッシング指導① 

※模擬誘拐 6月    学生ボランティアが誘拐犯役となり、模擬誘拐を実施する。 

⑤6月 
誘拐や性の被害に遭わない 

ために(ロールプレイング)  

誘拐や性の被害に遭わない 

ために(信号の輪)  

健康な身体 

（保健室利用） 

⑥7月 
健康な身体 

（ストレス） 

子供の身体と 

大人の身体 

誘拐や性の被害に遭わない 

ために(信号の輪)  

⑦9月 身体を知ろう 身体を知ろう 
清潔な身体 

(手洗い・うがい・洗顔)  

⑧9月 

＊2時間 

清潔な身体 

(排せつ・トイレ

マナー) 
清潔な身体 

(身体洗い) 

清潔な身体 

(排せつ・トイレ

マナー)  
清潔な身体 

(身体洗い) 

清潔な身体 

(排せつ・トイ

レマナー) 
清潔な身体 

(身体洗い) 

リラクゼーション リラクゼーション リラクゼーション 

⑨10月 ブラッシング指導② 

⑩10月 

＊2時間 

清潔な身体 

(身体洗い)  

清潔な身体 

(排せつ・トイ

レマナー) 
清潔な身体 

(身体洗い) 

清潔な身体 

(排せつ・トイ

レマナー) 
清潔な身体 

(身体洗い) 

清潔な身体 

(排せつ・トイ

レマナー) 

リラクゼーション リラクゼーション リラクゼーション 

⑪10月 
健康な身体 

（健康と栄養） 

健康な身体 

（健康と栄養） 
男女の違い 

⑫11月 男女の違い 男女の違い 
子供の身体と 

大人の身体 

⑬11月 性器の仕組みと働き① 性器の仕組みと働き① 
健康な身体 

（健康と栄養） 

⑭12月 

＊2時間 

男子 性器の仕組みと働き②（夢精・マスターベーション） 

女子 性器の仕組みと働き②（月経指導） 

⑮1月 ブラッシング指導② 

⑯1月 

＊2時間 
健康な身体（医療機関の利用：長崎大学保健・医療推進センター） 

⑰2月 好きな人ができたら 好きな人ができたら 繰り返し指導が必要なもの 

⑱2月 

＊2時間 
赤ちゃん誕生 
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（２） 単元名 

 「性器の仕組みと働き②（夢精・マスターベーション）」（男子の希望者のみ） 

 

（３） 単元設定の理由 

 知的に障害があっても、その性の発達は、障害のない子供と同様の経過をたどり出現する。中学部

の段階になると、程度や時期に多少の差はあるものの、第二次性徴や性的行動の発現などが、大半の

生徒に認められてくる。しかし、障害により自他の性の認識が難しかったり、判断力が十分に育って

いなかったりすることがある。そのため、第二次性徴を迎える頃から、性についての様々な問題行動

（異性の身体に触ったり抱きついたりする、身体に触られても拒もうとしない、人前で性器いじりを

する、人前で抵抗なく裸になろうとするなど）が見られることがある。また、身体洗いや性器洗い、

月経の手当てなどにおいて、方法の理解に加え、技能面で課題のある生徒が多く、身辺自立という面

からも指導が必要である。一方、家庭においては、保護者も性発達への関心はあるものの、子供の性

的行動への対処の仕方に戸惑いを示している例が多く、適切な指導や関りができているとは言い難い。

特に、男子の性については、家庭、特に母親において見過ごされがちになっている。 

そこで、この時期に、身体の仕組みや成長の様子などについて系統的に学習することは、生徒にと

って、自分の身体についての正しい知識を得ることになり、身体の清潔や健康・安全といった基本的

な生活習慣の向上にもつながっていくと考える。生徒自身、第二次性徴を迎えつつある時期だけに、

学習への関心の高さがうかがえ、さらに、内容が実際の生活場面に結び付いているため、より学習効

果を上げやすいと思われる。また、精神的にも、自分の身体や友達の身体の大切さを知ったり、家族

の中での役割意識や大人になるという自覚を高めたりすることもでき、中学生らしい適切な行動の仕

方を身に付けることにもつながると言える。特に中学生のこの時期には、成長する自分を意識すると

ともに、将来への見通しをもち、大人への憧れを育むことを大切にしていきたいと考える。この時期

は、生徒の性についての様々な問題行動が家庭においても強く認識される時期であり、保護者の協力

が得やすく、学習内容の家庭における般化も期待できると思われる。 

 

（４） 授業の流れ 

学習活動 指導上の意図・留意点 

〇男性器(ペニス)の働き

について振り返る。 

 

〇夢精（下着の汚れ）に

ついて話を聞く。 

 

〇ブラインドを下げ、外から見えないようにすることで、他の人に話

してはいけないことを分かりやすく伝える。 

 

〇ペニスからは、尿以外に「精子」が出ることを、ファイルを見て振

り返る。 

 

〇下着が汚れていたときの説明を「大人になる準備ができた合図」と

することによって、生徒に安心感をもたせる。 

 

〇自分で対応ができる生徒には、下着を洗って対応することを自分

で言えるように導く。 

 



- 65 - 

 

※ 以下の内容は、保護者が希望する生徒のみ学習する。 

保護者が希望しない生徒は、別室で異なる内容を学習する。 

〇ペニスが固くなる(勃

起する)場面について 

意見を出し合う。 

 

〇マスターベーションに

ついて知る。 

〇精子がたまったらどうなるかを考えさせることで、ペニスが固く

なったり、大きくなったりすることに結び付けたい。 

 

 

〇ペニスが固くなった(勃起した)ときはどのようなときか、例を挙

げながら一緒に考える。 

 

〇「スッキリ」する方法として「マスターベーション」があることを

説明する。 

 

〇以下の手順で人形を使用して体験する。 

①ドアやカーテンが閉まっていることを確認する。 

②ティッシュを５枚用意する。 

③ペニスをこする。 

④精子をティッシュでこぼさないようにとる。 

⑤ティッシュを丸めてごみ箱に捨てる。 

 

〇マスターベーションは、「したくない人はしないでよい」こと

や、「したい人」だけが約束を決めてしてよいことを伝える。 

 

 

４ まとめ 

 これまでの「からだの学習」の実践を通して、指導上大切だと考えたことが２点あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「からだの学習」は日常生活で生きるものでなければ意味がないため、学校だけの指導ではなく、

本人の気持ちを大切にしながら家庭と連携して取り組むことが大切です。子供と保護者と教師が、お

互いに成長を認めて喜びを分かち合えるような「からだの学習」を今後も目指していきたいと考えま

す。 

〇教材の選定と場面設定 

➢ 視覚的な教材、実物に近い教材、触れることのできる立体的な教材など、子供に応じ

た教材を準備する。 

➢ 実際の生活場面に即した状況づくりも重要になる。 

 

〇子供の実態に応じた指導 

➢ 分かりやすい言葉を使ったり、プライベートとパブリックを意識させたりする。 

➢ リピート（繰り返し取り組む）、ルーティーン（いつも同じように）、レクリェーショ

ン（楽しみながら、意欲をもって）の三つのＲを大切にして指導する。 
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Ⅰ 医療的ケアとは 
 

１ 医療的ケアとは 

 「医療的ケア」とは、一般的に学校や在宅等で日常的に行われている、たんの吸引・経管栄養・気管

切開部の衛生管理等の医行為を指します。 

 医師免許や看護師等の免許を持たない者は、医行為を反復継続する意思をもって行うことができませ

んが、平成２４年度の制度改正により、看護師等の免許を有しない者も、医行為のうち、たんの吸引等

の五つの特定行為に限り、研修を修了し、都道府県知事に認定された場合には、「認定特定行為業務従事

者」として、一定の条件の下で制度上実施できることとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 学校において教員等が行うことのできる医療的ケアの内容と範囲 

学校において行われる医療的ケアの例 

栄養 

●経管栄養（鼻腔に留置されている管からの注入） 

●経管栄養（胃ろう） 

●経管栄養（腸ろう） 

 経管栄養（口腔ネラトン法） 

 IVH 中心静脈栄養 

呼吸 

●口腔・鼻腔内吸引（咽頭より手前まで） 

口腔・鼻腔内吸引（咽頭より奥の気道） 

 経鼻咽頭エアウェイ内吸引 

●気管切開部（気管カニューレ内）からの吸引 

気管切開部（気管カニューレ奥）からの吸引 

 気管切開部の衛生管理 

 ネブライザー等による薬液（気管支拡張剤等）の吸入 

 経鼻咽頭エアウェイの装着 

酸素療法 

人口呼吸器の使用 

排泄 導尿（介助） 

その他  

●：特定行為 

 

医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、または危害

を及ぼすおそれのある行為。医療関係の資格を保有しない者は行ってはいけない。 

学校における医療的ケア（※１） 

 

・口腔内の喀痰吸引 

・鼻腔内の喀痰吸引 

・気管カニューレ内の喀痰吸引 

・胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 

・経鼻経管栄養 

特定行為（※２） 
特定行為以外の、学校で行われ

ている医行為（看護師等で実施） 

※２ 特定行為：認定された教員等が登録特定行為事業者（学校）において実施できる 

本人や家族の者が医行為を行う

場合は違法性が阻却されること

があるとされている 

医 行 為 

喀痰吸引 
筋力の低下などにより、痰の排出が自力では困

難な者などに対して、吸引器による痰の吸引を

行う。 

 

 
【口腔内】 【鼻腔内】 【気管カニューレ内】 

←鼻腔内 

←口腔内 

経管栄養 
摂食・嚥下の機能に障害があり、口から食事を

摂ることができない、または十分な量を摂れな

い場合などに、胃や腸までチューブを通し、流

動食や栄養剤などを注入する。 

 

 

 

【胃ろう】 【腸ろう】 【経鼻経管栄養】 

医療的ケア  第９章 

※１ 学校における医療的ケア：長崎県では医療的ケア看護職員が配置されている特別支援学校のみで実 

施されている 
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３ 特別支援学校における医療的ケアの基本的な考え方 

 長崎県教育委員会では「障害のある子どもの医療サポート事業実施要綱」にて、特別支援学校におけ

る医療的ケアの基本的な考え方について、以下のように示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１） 特別支援学校で医療的ケアを行う場合には、県教育委員会は医療的ケア看護職員を十分

に確保し、継続して安定的に勤務できる体制を整備するとともに、各学校に医療的ケア児

の状態に応じた医療的ケア看護職員の適切な配置を行うこと。   

また、各学校においては、医療的ケア看護職員を中心に教員と連携協力して医療的ケア

に当たること。 

 

（２） 医療的ケア児の状態に応じ、必ずしも医療的ケア看護職員が直接特定行為を行う必要が

ない場合であっても、医療的ケア看護職員による定期的な巡回や医師等といつでも相談で

きる体制を整備するなど医療安全を確保するための十分な措置を講じること。 

 

（３） 特別支援学校において認定特定行為業務従事者となる者は、医療安全を確実に確保する

ために、対象となる医療的ケア児の障害の状態や行動の特性を把握し、信頼関係が築かれ

ている必要があること。 

 

（４） 県教育委員会の総括的な管理体制の下に、特別支援学校において校長を中心に組織的な

体制を整備すること。また、医師及び保護者等との連携協力の下に体制整備を図ること。 

 

（５） 県教育委員会や学校だけでなく、医行為についての責任を負う主治医や、子の教育につ

いて第一義的な責任を負う保護者など、医療的ケア児に関わる者それぞれが、学校におけ

る医療的ケアの実施に当たり、責任を果たすことが必要であること。 

 

（６） 医療的ケア看護職員配置による医療的ケアを実施するための条件は、次の各号に掲げる

とおりとする。 

  ① 医療的ケアは、主治医の指示に基づいて、日常的に継続して保護者が行っている行為で

あること。 

  ② 医療的ケアの必要性が長期間にわたって存在し、かつ医療的ケア児の身体の状態が安定

していること。 

  ③ 保護者からの申請に基づき、本要綱に定める手続きを経ていること。 

④ 各学校は、児童生徒の安全性を確保するために、医療的ケア児の体調不良時には原則と

して保護者が医療的ケアを行うことや、校外学習等への付添いを依頼する場合があること

について、保護者に説明し理解を得ていること。 

 

【長崎県教育委員会「障害のある子どもの医療サポート事業実施要綱」】 
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Ⅱ 医療的ケアの実際（長崎特別支援学校） 
 

1 医療的ケアを実施するまでの流れ 

（１） 実施に関する諸手続 

① 医療的ケア看護職員による医療的ケアの実施手続 

医療的ケア看護職員による医療的ケアの実施手続は、以下のとおりです。 

①「医療的ケア実施申請書」 

（保護者⇒校長） 

「承諾書及び指示書」 

（主治医⇒保護者⇒校長・医療的 

ケア看護職員） 

年度初めに保護者、主治医から申請に必要な書類を校長に

提出してもらう 

②「医療的ケアの実施について」 

  （医療的ケア校内委員会） 

医療的ケア校内委員会の協議を踏まえ、対象となる児童生

徒、医療的ケアの実施の可否や内容を校長が決定する 

③「医療的ケア実施通知書」 

（校長⇒主治医） 実施可の場合には、決定した事項について、主治医、保護

者に通知する ④「医療的ケア決定通知書」 

（校長⇒保護者） 

⑤「実施の指示」 

（校長⇒医療的ケア看護職員） 
校長が医療的ケア看護職員へ口頭により指示する 

⑥「指示書に基づき実施」 

（医療的ケア看護職員） 
医療的ケアを実施する 

⑦「医療的ケア実施記録表」 

（保護者⇔学校） 

実施状況を記録し、医療的ケア校内委員会に報告するなど

して、学校全体で共有する 

※ 在校生であっても、進級時には必ずその年度初めに医療的ケアの実施の可否や内容等を協議し、 

 医療的ケアに関する校内体制全体を見て、医療的ケア看護職員及び特定行為を行う教員が安全に   

遂行できる状況を勘案した後に、その年度の医療的ケアを決定していくことになります。 

 

② 特定行為を行う教員による医療的ケアの実施手続 

教員が医療的ケア（特定行為）を行うための実施手続は、以下のとおりです。 

① 基本研修の受講 県教育委員会が主催する「基本研修」を受講する 

② 実地研修の実施（校内） 
校内で、対象児童生徒に対して、医療的ケア看護

職員の指導・評価のもと、研修を行う 

③ 実地研修の実施（主治医） 
特定行為に関する技能を最終的に主治医に確認

してもらう 

④ 実地研修修了報告 
（主治医⇒校長） 

報告書の写しを県教育委員会に送付する 

⑤ 研修修了証明書の交付 報告書の提出を受けて県教育委員会が交付する 

⑥ 認定特定行為業務従事者認定証の交付申請 校長⇒県教育委員会⇒県知事 

⑦ 認定特定行為業務従事者認定証の交付 県知事⇒県教育委員会⇒校長 

⑧ 特定行為の実施 
認定証の交付を受けた教員が、医療的ケア看護職

員と連携・協働し特定行為を実施する 

※ 実施手続を進めるに当たっては、医療的ケア看護職員用とは別にある認定特定行為業務従事者 

（教員）用の「医療的ケア実施申請書」（教員用）と「承諾書及び指示書」（教員用）を主治医 

と保護者に提出してもらいます。 
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（２） 医療的ケアに関する校内委員会（各校の実情に応じて、その名称は異なります） 

① 医療的ケア校内委員会 

「医療的ケア実施申請書」と「承諾書及び指示書」をもとに、校内における医療的ケアの実施の可否

や対象となる児童生徒、医療的ケアに関する校内体制等、医療的ケア全般の体制整備を推進する委員会

です。 

 

② 医療的ケア保護者懇談会（設置については各校で判断します） 

医療的ケア対象の保護者との懇談会を通して、医療的ケアに関する情報交換を行ったり、連絡事項や

確認事項を周知したりします。 

 

③ 医療的ケア定例会（設置については各校で判断します） 

医療的ケアに関わる校内の関係者（校長、教頭、部主事、養護教諭、医療的ケア看護職員）が定期的

に集まり、校内体制の見直しや実施状況の確認などを行います。 

 

２ 医療的ケアの実際と配慮すべきこと 

 医療的ケアのうち教員が行う特定行為について、その内容や配慮すべき点について述べます。 

 

（１） 具体的な医療的ケアの内容 

① 経管栄養 

経管栄養を実施する場合には、鼻腔からのチューブが正確に胃の中に挿入されていることや胃ろう・

腸ろうの状態に問題がないこと、残渣物の有無等の確認を、医療的ケア看護職員と教員の両者で行いま

す。 

 

〇 注入ボトル（イルリガートル）による経管栄養 

液体状の栄養剤を主治医や保護者からの指示量を

指示された時間を守って滴下させながら注入しま

す。重要なことは滴下速度で、特定行為を行う教員が

そばで見守り、適宜調整しながら確実に管理します。 

  水分や薬剤は、シリンジを使って直接注入するこ

とができます。胃残渣物の確認後の薬剤注入は、医療

的ケア看護職員が行いますが、水分注入や栄養剤注

入は、特定行為として教員が行うことができます。 

 

 

〇 シリンジによる経管栄養 

胃ろうや腸ろうにつないだチューブとシリンジを接続し、

栄養剤や半固形の栄養剤（プリン状）、ペースト食などを注入

します。右の写真は給食のペースト食を注入している様子で

す。友達と同じ給食を摂ることができ、匂いなどにより食の

楽しみを味わうことができます。注入ボトルによる経管栄養

と同様に胃残渣物の確認後の薬剤注入は、医療的ケア看護職

員が行いますが、水分注入や栄養剤注入は、特定行為として

教員が行うことができます。 

 

② 喀痰吸引 

医師からの指示に基づいて、口腔内や鼻腔内にある痰や分泌物を、吸引器を用いて吸い上げて取り除

きます。主治医からの指示や保護者との確認によって、挿入するチューブの長さは、あらかじめ決めて

おきます。 

注入ボトル（左） 

シ リ ン ジ（右） 

注入ボトル（イルリガー

トル）による経管栄養 

シリンジによる経管栄養 
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特定行為として教員が実施する場合に配慮すべきことは、次の

２点です 

・安全確保の観点から、口腔内及び鼻腔内の喀痰吸引は、咽頭の 

 手前までとする。 

・気管カニューレ内の喀痰吸引は、多くの配慮を要するため、看 

 護師が対応する。 

 

 

（２） 教員、養護教諭、医療的ケア看護職員の連携・協働 

学校で行われる医療的ケアの実施は、児童生徒の身体の状態が安定していることが前提となります。

そのため、養護教諭や医療的ケア看護職員を含めた関わる教員全員が、児童生徒のその日の体調を把握

しておくことが重要です。また、実際に医療的ケアを実施する主体は、医療的ケア看護職員がほとんど

ですが、担任や養護教諭も協働者であることから、ケアの際には必ず立会い、一緒に確認をすることが

大切です。また、特定行為として教員が実施する場合においても、常に医療的ケア看護職員と連携する

とともに、万一、急変等があれば、保護者や主治医等にもすぐに連絡し、必要な対応をとるようにしま

す。 

 

（３） 保護者との連携 

医療的ケア看護職員及び教員による医療的ケアの対応に当たっては、医療的ケア看護職員及び教員の

対応には限度があることや、児童生徒の健康状態が優れない場合は、実施できないことなどを、学校が

保護者に対して十分説明の上、保護者がこの点について認識し、相互に連携協力することが必要となり

ます。また、健康状態について十分把握できるよう、事前に保護者から対象となる児童生徒に関する情

報を共有しておくとともに、その日の体調等は連絡帳等により、保護者との間で十分に連絡を取り合っ

ておくことが重要です。更に登校後の健康状態に異常が認められた場合は、保護者に速やかに連絡をと

り、対応について相談し、実施の仕方について共通理解を図ることが大切です。 

 

（４） 安全かつ安心に実施するためのツール 

① 喀痰吸引等計画書（個別マニュアル） 

個々の医療的ケア対象の児童生徒の心身の状況や主治医の指示を踏まえ、実施する注入や吸引等の内

容を適切かつ安全に遂行するために、喀痰吸引等計画書を作成します。計画書には、必要な物品や実施

の手順、実施に関する留意事項などを記載し、医療的ケア看護職員を中心とした学校の関係者に加え、

主治医や保護者とも共通理解を図ることが大切です。また、作成された計画書は、医療的ケア対象の児

童生徒の心身の状況の変化や主治医の指示に基づき、必要に応じて内容等の検証や見直しを行っていく

必要があります。 

  

② 緊急時対応マニュアル 

医療的ケアの実施に関する緊急事態を想定して、その対応策をマニュアルとして作成します。例えば、

カニューレや経鼻チューブが抜管した際の対応や、児童生徒の状態が急変した場合の医師等への連絡体

制の整備や連携確保、役割分担などをあらかじめ決めておき、マニュアル化しておくことが大切です。

また、喀痰吸引等計画書同様に、医療的ケア対象の児童生徒の心身の状況の変化に応じて適宜内容等の

検証や見直しを行っていく必要があります。 

 

３ 最後に 

特別支援学校における医療的ケアは児童生徒の生命の安全、健康の保持・増進を図りながら、教育の

機会を保障することに、その意義があります。学校での医療的ケアが実施されることにより、児童生徒

の主体的な学びや経験できる活動の拡大、自己決定力の育成などが実現できます。安全で安心な医療的

ケアを遂行するためには、教員と医療的ケア看護職員、養護教諭、保護者、主治医など、関係者間の信

頼関係を構築しておくことが非常に重要です。 

喀痰吸引 
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Ⅰ 人権教育とは 
 

 人権とは、「人が人らしく生きていくために社会によって認められている権利」であり、誰もが生まれ

ながらにもっている、誰からも侵されることのない基本的権利です。 

しかし、依然として、同和問題をはじめ様々な人権問題があります。長崎県人権教育・啓発基本計画

（第３次改訂版 令和４年３月）には、以下のとおり、目標と重点課題が示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、２０１６年にはいわゆる「障害者差別解消法」「ヘイトスピーチ解消法」「部落差別解消法」

といった人権に深く関わる法律が施行されています。こうした法整備の面から見ても、現代社会におけ

る人権尊重社会の実現は急務であると言えます。 

全ての人が自分らしく安心して生きることができる人権尊重社会を、私たちの不断の努力によって形

成していかねばなりません。 

 

Ⅱ 人権教育の基本的な方針、育成したい資質・能力 
 

 長崎県人権教育基本方針には、人権教育の基本的な方針が、以下のように示されています。 

  

  

 

 

 

 

また、文部科学省が示した人権教育の指導方法等の在り方について（第三次とりまとめ）には、人権

教育の目標が、以下のように示されています。 

 

 

 

 

 

 

「他の人を大切」にするには、いろいろな欠点も含めて自分を好きになる気持ちや自分自身をかけが

えのない存在だと思う感情（自尊感情）が大切です。その感情は、自他ともに不完全さや失敗すること

があることを受け入れるとともに、互いに生きる価値があると認識し、全ての人間の尊厳を認める意識

につながります。また、全ての教育活動は、全ての人の人権が保障された中で行われることが大切です。 

 

＜目  標＞ 「温もりと心の豊かさが実感できる人権尊重社会の実現」 

＜重要課題＞  

○女性の人権   ○子どもの人権   ○高齢者の人権   ○障害のある人の人権  

○部落差別（同和問題）   ○外国人の人権    

○ＨＩＶ感染者・ハンセン病回復者等の人権   ○犯罪被害者等の人権 

○インターネットによる人権侵害   ○性的少数者の人権       

○その他の人権問題 

学校教育においては、児童生徒の発達段階に応じ、学校教育活動全体をとおして、人権に対

する正しい知識を身に付け、自他を大切に思う心や態度を養い、学校生活などの中から偏見や

いじめ等の問題に気づき、自ら問題解決に向けて取り組んでいこうとする実践力の育成に努め

ます。 

一人一人の児童生徒がその発達段階に応じ、人権の意義・内容や重要性について理解し、「自

分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」ができるようになり、それが様々な場面や

状況下での具体的な態度や行動に現れるとともに、人権が尊重される社会づくりに向けた行動

につながるようにする。 

人権教育  第 10章 

https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2022/03/1648635687.pdf
https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2022/03/1648635687.pdf
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Ⅲ 人権教育の進め方・留意点 
 

 

１ 日々の教育実践は、子供の現実をスタートにして考える 

➢ 人権教育は、「こうでなければいけない」「こうあるべきだ」という観念や理念の議論ではなく、

子供に寄り添い、学校生活から見られる子供の現実をまるごとつかむこと（実態把握）を大切に

する。 

➢ 見えてきた現実や生活背景をもとに課題を整理し、課題解決に向けて、授業の工夫・改善（指導

方法・教材・資料）や仲間づくり（班づくり・集団づくり・協力協働の学び）等の具体的な人権

学習に取り組むとともに、家庭・地域・行政等との連携を図る。 

 

２ 全ての教育活動の中で行う 

➢ 就学前、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校等での発達段階や生活年齢を

考慮する。 

➢ 人権教育に関する教育目標等は、各領域、各学年・学級の指導目標などに位置付けられ、具体的

な指導のめあてとなって子供の活動場面で具現化する。 

【詳細】「人権教育をすすめるために（第４６～５１集）」長崎県教育委員会 

関連

・ ・

・

・ ・

・  

・ ・

・ ・

・

・  

・ ・

・

関連 ・ 関連 ・

・ ・

・

関連

社会の発達に主体的に関与しよ
うとする意欲や態度　　等

憲法や世界人権宣言など国内法
や国際法等々に関する知識

自由、平等、権利、義務、相互依
存性、連帯性等の諸概念への理
解

人権の発展・人権侵害等に関す
る歴史や現状に関する知識

★自他の人権を尊重したり人権
問題を解決したりする上で具体
的に役立つものでなければなら
ない。

自分の人権を守り、他者の人権を守るための実践行動

自分の人権を守り、他者の人権を守ろうとする

意識・意欲・態度

結合によって生じる

人権に関する知的理解 人権感覚

人権や人権擁護に関する基本的な 人権がもつ価値や大切さを直感的に受け止め、

知識についての理解の深まりのこと それを共感的に受け止めるような感性や感覚のこと

他の人と対等で豊かな関係を築
くことができる社会的技能

人間の尊厳の平等性を踏まえ、
互いの相違を認め、受容できるた
めの諸技能

他者の痛みや感情を共感的に受
容できるための創造力や感受性

能動的な傾聴、適切な自己表現
等を可能とするコミュニケーション
技能

「人権教育を通じて育てたい資質・能力」

人間の尊厳、自己評価及び他者
の価値を感知する感覚

自己についての肯定的態度

自他の価値を尊重しようとする意
欲や態度

多様性に対する開かれた心と肯
定的評価

知識的側面 価値的・態度的側面 技能的側面

正義、自由、平等などの実現とい
う理想に向かって活動しようとす
る意欲や態度

人間関係のゆがみ、ステレオタイ
プ、偏見、差別を見極める技能

対立的問題を非暴力的で、双方
にってプラスとなるように解決す
る技能

複数の情報源から情報を収集・
吟味・分析し、公平で均衡の取れ
た結論に到達する技能　　等

「人権教育の指導方法等の在り方について(第三次とりまとめ）」（平成２０年　文部科学省）

全ての関係者の人権が尊重されている教育の場としての学校・学級

自尊感情・自己開示・偏見など、
人権課題の解決に必要な概念に
関する知識

人権を支援し、擁護するために活
動している国内外の機関等につ
いての知識　　等

人権侵害を受けている人々を支
援しようとする意欲や態度

人権の観点から自己自身の行為
に責任を負う意思や態度

【参考】

人権感覚の育成には、学校教育活動全般において

・人権の実現に関わる想像力、実感性、感受性、コミュニケーション技能育成

のための体験的な学習

・当事者と出会うなどのリアリティのある学習

などを取り入れることが有効である。
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３ 確かな人権感覚と行動力をもつ子供を育むために、子供の自尊感情を高める 

 

 

 

 

教育活動の中で子供の自尊感情を高める視点 

「重要な他者（教師や周りの子供）」に

より繰り返し肯定的な評価を行う。 

困難に挑戦する経験をさせる。→達成感・充実感 

※ 失敗しても、取組の過程を教師が肯定的に評価する。 

＜自尊感情を高める取組の具体例＞ 

・子供同士が相互に肯定的な評価をし合う場面を数多く設定するなど、子供の言動の「意味付け」「価

値付け」「方向付け」を繰り返していく。 

・子供が分かる方法で、即時に、具体的にほめる。できている状態をほめる。できるまでの過程を認め、

ほめる。 

・提出されたノートなどに一言添える。 

・子供の自尊感情の高まる姿を連絡帳や通知表などを通じて保護者と共有し、家庭でも認められる機会

をつくる。 

 

４ 自分の人権を守るために意思を表明する力を育てる 

特別支援学校においては、自分の人権を守るための意思を高めていくために、次の指導が大切です。 

➢ 自分が活動しにくい環境や状況にあることを認識するとともに、より過ごしやすい生活環境を整

える力を育てる 

➢ 自分が求める環境や状況に対する判断や、その調整のための依頼をする力を育てる 

 

５ 全ての子供の進路と学力を保障する 

全ての子供の進路と学力を保障するためには、次の３点が重要です。 

➢ 一人一人の子供の理解に努め、一人一人を生かす指導を心掛け、「誰も切り捨てない」という姿勢 

➢ 子供の姿に学びながら、生活と結び付いた「分かる授業」の構想と実践 

➢ 個別の教育支援計画及び個別の指導計画を用いて情報共有や引継ぎを行い、子供に関わる教職員

間、校種間、行政・民間団体等との連携や制度の活用 

 

６ 差別の歴史や現実から学ぶ 

人権教育について学習することが「差別の再生産」や「差別のばらまき」につながらないようにする

ためには、教師自身が学習を重ね、「新しい知識と意識」をもつことが重要になります。 

 

※ 「差別の歴史」や「現実の教訓」の学習は、子供のより豊かな生き方に反映されなければならない。 

 

７ 「隠れたカリキュラム」を意識する 

隠れたカリキュラムとは、教育する側が意図する、しないに関わらず、学校生活を営む中で、子供自

らが学びとっていく全ての事柄を指します。 

隠れたカリキュラムには適切なものと不適切なものがあります。例えば、教師が子供の名前を呼び捨

てにしていると、子供は「友達を呼び捨てにしてもいい」と学び取ってしまいます。 

このように「教師も環境の一部」となることから、教師自身の人権感覚を振り返るとともに、磨き続

けることが大切です。 

そのためには、日頃から人権課題について学習したり、被差別当事者の思いや苦しみを正しく理解し

たりすることなどが必要です。 

 

８ 学級づくりの基盤とする 

学級とは、「子供にとって基本的な社会生活の場」「子供たちがお互いの思いを出し合いながら成長し

自尊感情の高まり 

確かな人権感覚と行動力の育成 
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ていく舞台」でなければなりません。 

「安心できる場」の中で、「子供と教師がつながる」「子供と子供をつなげる」仕掛けをして、多様な

つながりを育むための取組が、人権教育の大切な実践となります。 

 

９ 進路指導と結び付ける 

私たちが日常生活を過ごしていく中では、差別は表面的に見えないことが多くありますが、就職や進

学、結婚といった人生の節目に表面化することもあります。 

問題解決のためには、学校現場において子供自身が人権の視点から不適切な質問に気付き、それに対

応する力を育てることが必要不可欠となります。進路に関する学習の中で、人権問題に対する理解と認

識を深めていくことが子供自身を守ることにつながります。 

また、自分は困らなくても、そのことを質問されて嫌な思いをする仲間がいるということに気付き、

行動する力を育むことが大切です。 

 

10 社会教育や家庭・地域との連携を図る 

差別や偏見は、家庭や地域における日常生活の中ですり込まれることがあります。よって、人権教育

を推進するためには、学校、家庭、地域社会の連携が不可欠です。 

➢ 子供の身近な事例を通して、学級通信・学校便り・保護者会・地域の行事等において人権につい

ての認識を深めてもらうための工夫をする 

➢ 教育の中立性を守り、学校と地域の実情に即した人権教育を推進する 

 

11 人権尊重社会の形成者を育てる 

現在、１８歳以上の生徒には選挙資格が与えられ、２０２２年度には成年年齢が１８歳に引き下げら

れました。そこで、生徒には、これまで以上に積極的・主体的な社会参画と、確かな人権感覚に基づく

適正な判断と行動が求められます。児童会・生徒会や学級での自治活動は、反差別の学習と仲間づくり

の具体的実践の場です。そこでの体験によって得られた自尊感情や達成感、技能などは、「人権尊重社会

を自らが創ることができる」という意識や自信、行動につながります。 

 

12 「人権教育の四つの側面」からの点検と意識化を図る 

人権教育には、四つの側面があると考えられています。日常の教育活動を、この四つの側面を参照に

して振り返ることで、人権問題や人権教育が自分のこととして意識化されることが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『人権のための教育』 (education for human rights) 
 

●差別をなくし、人権を守り育てる社会や個人を育成すること 

 人権を守り育てる社会や個人を育てようとする教育目的に焦点を当てた考え方です。子供の発達

段階や学校・地域の実態に応じた内容で計画に行われることが大切です。 
 

【具体的には】 □学級目標や学校目標に人権に関することが明示されていますか？ 

        □人権教育が計画的に行われていますか？ 

        □人権教育に組織的に取り組んでいますか？ 

『人権としての教育』 (education as human rights) 
 

●出身や性別などにより教育の機会が奪われず、教育が保障されること 

 日本国憲法や教育基本法において、全ての子供が等しく教育を受ける権利について示されていま

す。つまり、教育を受けることが人権そのものなのです。 
 

【具体的には】 □子供一人一人が等しく学習に参加できていますか？ 

        □照度点検、机や椅子の調整、教室掲示の工夫など学習環境は整っていますか？ 

 



- 75 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『人権を通じての教育』 (education through human rights) 
 

●人権を守られた状態での教育のこと 

 学習過程そのものが、人権が守られた状態で展開されなければならないという考え方です。体罰

やいじめのない安心した環境で、教育活動が展開されているかという視点で日々の学習活動を振り

返ることが大切です。 
 

【具体的には】 □互いの違いや良さを認め合う学級や学校になっていますか？ 

        □体罰やいじめはあっていませんか？ 

        □子供一人一人の存在や価値が認められていますか？ 

『人権についての教育』 (education about human rights) 
 

●人権問題など人権について教える狭義の人権教育のこと 

 「人権」について考えることを意味しており、狭義の人権教育とも言えます。具体的には、同和

問題や世界人権宣言、基本的人権などを教えることです。人権について知識や認識を身に付けさせ

る観点です。 
 

【具体的には】 □各教科や道徳、特別活動などの全ての教育活動で、人権を意識した教育が行わ

れていますか？ 

        □同和問題をはじめとする人権問題について正しく教えていますか？ 
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Ⅰ 学校防災とは 
 

１ 学校防災の意義 

 平成２３年３月に発生した東日本大震災（東北地方太平洋沖地震の発生による災害）が学校現場に与

えた衝撃は大きく、我が国において、改めて学校防災の在り方を考え直す機会となりました。また、学

校施設が周辺地域に果たすべき役割等についても一層重視されてきています。 

各学校においては、「学校保健安全法」の趣旨を踏まえ、防災の観点も取り入れた施設及び設備の安全

点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導や、教職

員の研修等について、学校安全計画を立てて実施することが義務づけられています。同時に、自然災害

等発生時において教職員が取るべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領（マニュアル）を作成

するなど、防災教育と防災管理を一体的に捉え、学校防災の充実を図ることが求められています。 

 

２ 学校安全の構造と学校防災 

 学校安全は、「安全教育」「安全管理」「組織活動」の三つの主要な活動から構成され、「生活安全」「交

通安全」「災害安全」の三つの領域からなっています。学校安全の一領域である災害安全は、学校安全の

構造に準じて、次の図のように整理することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 防災教育とは 

 学校における防災教育は災害安全に関する教育と同義であり、減災についての教育の意味も含まれ、

安全教育の一環として行われるものです。 

特別支援学校学習指導要領の第１章総則の中では、「学校における食育の推進並びに体力の向上に関

する指導、安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導については、小学部の体育科や家

庭科（知的障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校においては生活科）、中学部の保健体育

科や技術・家庭科（知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては職業・家庭科）

及び特別活動の時間はもとより、各教科、道徳科、外国語活動、総合的な学習の時間及び自立活動など

においてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めること。」と示されており、各教科等における

学習活動としてのみならず、学校の教育活動全体の中で捉え、総合的に実施していくことが重要です。 

 

学校防災  第 11章 
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４ 防災管理とは 

学校における防災管理は、校長のリーダーシップの下、自然災害の発生を想定し、事故の原因となる

学校環境の危険を速やかに除去したり、災害発生時や事後に適切な応急手当や安全措置がとれる体制を

確立したりするなど、児童生徒等の安全を確保することを目指して行われるものです。 

 

５ 組織活動とは 

 防災教育及び防災管理を円滑に行い、その充実を図るために重要となるのが、災害安全に関する組織

活動です。校内の教職員の防災教育及び防災管理における役割を明らかにするとともに、平常時及び災

害発生時の防災体制の確立を図る必要があります。 

 

Ⅱ 学校における防災教育 
 

１ 防災教育のねらい 

防災教育のねらいは、「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」（改訂２版 平成３１年３月 文部

科学省）に示した安全教育の目標に準じて、次のような三つにまとめられます。 

 

ア 自然災害等の現状、原因及び減災等について理解を深め、現在及び将来に直面する災害に対して、

的確な思考・判断に基づく適切な意志決定や行動選択ができるようにする。 

 

イ 地震、台風の発生等に伴う危険を理解・予測し、自らの安全を確保するための行動ができるように

するとともに、日常的な備えができるようにする。 

 

ウ 自他の生命を尊重し、安全で安心な社会づくりの重要性を認識して、学校、家庭及び地域社会の安

全活動に進んで参加・協力し、貢献できるようにする。 

 

２ 特別支援学校における防災教育について 

 障害のある子供については、幼稚園・小学校・中学校・義務教育学

校・高等学校に準じた教育を行うとともに、障害があることによる学

習上又は生活上の困難を改善・克服し自立を図るための教育が行われ

ています。個々の子供の実態を踏まえ、個別の指導計画を作成してき

め細かな指導を行うことが求められています。 

 防災教育を進めるに当たっては、個々の障害の状態や発達の段階等

に応じて、災害時に安全に避難することやその後の生活に関する指導

だけでなく、必要に応じて周囲の人に支援を求めることができるよう

にすることが重要になります。さらに、障害者の視点から防災に関す

るニーズを地域社会に発信するなどの学習活動も考えられます。また、

子供にとって安全な環境を整えることも重要となります。 

「『生きる力』を育む防災教育の展開」（平成２５年３月 文部科学

省）では、特別支援学校を含む、各学校における防災教育の実践事例

が紹介されています。 

 

 

 

 

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/04/03/1289314_02.pdf
https://anzenkyouiku.mext.go.jp/mextshiryou/data/saigai03.pdf
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Ⅲ 学校防災の実際（島原特別支援学校） 
 

１ 防災管理体制について 

 本校においては、以下に示す防災計画に基づいて、子供が安全かつ安心して生活できること及び子供、

教職員の大切な命を守るために安全管理意識を高め、安全指導及び生活指導に努めています。 

 また、学校安全委員会を設置し、防災のみならずあらゆる危機を想定して学校安全の推進に係る事項

の検討や危機管理に関する情報共有、危機発生時における対応と連絡調整について協議しています。そ

の内容等を「学校安全マニュアル」としてまとめ、運用しながら随時改善を図ることで危機管理体制の

強化に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島原特別支援学校 防災計画 

１ 基本方針 

  防災に関する職員・児童生徒の意識の高揚を図り、防災管理体制を樹立して災害の防止に

努め、平素から防災指導及び訓練を徹底して、万一の災害発生時に際しては、児童生徒を安

全に避難させ、迅速・的確な措置により、被害を最小限にとどめる。 

 

２ 本年度の努力点 

・防災管理体制の確立と防災意識の向上  

・避難訓練マニュアルの見直しと避難指導の徹底  ・避難訓練の定期的な実施 

 

３ 具体策 

 ア 火災に対する方策 

  ・児童生徒の避難と避難訓練の実施   ・火気使用箇所の常時点検 

  ・消火器、消火栓、救助袋の整備点検  ・重要書類、物品の管理保全 

 イ 暴風雨・地震等に対する方策 

  ・危険箇所の確認と改善 ・校舎倒壊のおそれがある場合の緊急退避の避難訓練の実施 

  ・重要書類、物品の管理保全 

 

４ 防災組織 

係・班 担当職員 任務 

本   部 校長、教頭、部主事 統率・指導 

通報・連絡 事務長、教頭 消防機関への通報及び関係機関への連絡 

避 難 指 導 学級担任、介助員等 児童生徒の避難誘導 

消   火 事務職員等 初期消火 

救   護 養護教諭、学校看護師 負傷者及び救護者の応急救護 

搬出・警備 事務職員等 非常持出書類、重要書類等の搬出、保管、警備 

救   出 部主事 教室確認、児童生徒確認と救助 

 

５ 防災・避難計画 

 ・総合訓練（５月、１１月、２月）  

・その他災害予防週間等の社会行事と関連して実施する。 

 ・災害の種類及び状況によって変わるが、原則として運動場に避難する。 

 

６ 防火管理体制 

防火管理者（教頭） 防火担当責任者（事務長） 

火元責任者（管理箇所責任者） 

各種検査 

建物、電気設備、危険物 

火気使用設備、消防用設備 

消火設備、警報設備 

避難設備 
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２ 学校安全マニュアルについて 

 本校では、以下の項目による「学校安全マニュアル」を作成しており、マニュアルに沿って避難訓練

等を実施し、随時見直しを図っています。本校は、小・中学部（島原市新田町）、高等部（島原市南崩町）、

南串山分教室（雲仙市南串山町）と校舎が３か所に分かれているため、各校舎の地理的状況や児童生徒

の実態等に合わせてマニュアルを作成しています。 

特に、本校小・中学部においては、島原湾から近く、海抜２．５メートルの場所にあることから、地

震による津波や高潮において大きな被害が予想されており、避難計画等において他校舎とは異なるマニ

ュアルを作成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 避難訓練の実施について 

本校では「学校安全マニュアル」に沿って、年に３回（各学期に１回）の避難訓練を実施しています。

そのうちの１回は消防署立ち合いのもと実施し、訓練後には助言をいただき、次回の避難訓練に生かし

ています。また、１年に１回は、避難訓練の日時を予告せずに実施し、子供及び職員が適切に行動でき

たかを確認しています。 

 

（１） 役割分担 

避難訓練の実施においては、生活安全部が、全体を指揮する本部（教頭）、避難誘導のための安全確認

や必要物品を搬出する部主事と事務職員、養護教諭（学校看護師を含む）、子供を避難させる担任と介助

員のそれぞれの役割分担（次頁の表参照）を明確にした綿密な避難計画書を提示して、訓練に臨んでい

ます。 

 

１ 危機管理基本体制 

 

２ 火災発生 

（１）火災発生時避難マニュアル 

（２）火災発生時放送・通報マニュアル 

 

３ 地震・津波発生 

（１）地震・津波発生時避難マニュアル 

（２）地震・津波発生時放送・通報マニュアル 

 

４ 不審者対応 

（１）不審者侵入対応について 

（２）不審者侵入対応マニュアル 

（３）不審者対応放送・通報マニュアル 

 

５ 行方不明時対応 

（１）行方不明時の捜索マニュアル 

（授業中） 

（２）行方不明時の捜索マニュアル 

（校外学習中） 

（３）行方不明時の捜索マニュアル 

（休日） 

（４）行方不明情報記入例 

 

島原特別支援学校安全マニュアル 

本校（小・中学部） 

 

６ 緊急搬送 

（１）緊急搬送マニュアル 

（２）学校給食施設における危機管理 

マニュアル 

（３）病院等連絡先 

 

７ 避難経路及び防災施設状況 

 

８ 児童生徒の引き渡しカード 

 

９ 職員緊急連絡網 

 

10 施設一覧 
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本
部 

（
教
頭
） 

・教頭は、部主事や事務職員の協力を得ながら状況を把握して、本部を設置する。校長に報告

するとともに迅速に避難指示を出す。 

・避難場所に非常用持ち出し袋（学校安全マニュアル及び児童生徒避難確認名簿、児童生徒引

き渡しカード等入り）、拡声器、ヘルメット、携帯電話を持って移動する。 

・避難状況を校長に報告するとともに保護者や関係機関への連絡を行う。 

事
務
職
員
・
部
主
事 

養
護
教
諭 

・事務職員と部主事は、火災場所や危険な場所を確認して本部に伝える。 

・事務職員は、初期消火や非常持ち出し書類の搬出、児童生徒の避難介助を行う。 

・部主事は、避難経路の安全を確認した上で避難誘導を行うとともに教室やトイレなど取り

残されている者がいないかを確認する。 

・養護教諭と学校看護師は、けがや体調不良者の応急処置に必要な物品や医療的ケアに必要

な物品、保健調査票や非常用薬を持ち出す。 

担
任
等 

・担任および介助員は、子供の人数を確認して協力しながら、子供を迅速に安全に避難させ、

避難した人数等を本部に報告する。 

・けがや体調の状況を調べ、必要に応じて養護教諭とともに処置を行う。 

・子供を落ち着かせ、保護者引き渡しカードを用いて保護者へ引き渡し下校させる。 

 

（２） 災害発生時から避難までの流れ 

避難訓練は、火災及び地震発生を想定したものですが、「地震発生後に火災が発生した」、「地震発生後

に津波注意報が出された」など、複合した災害を想定した避難の在り方について、子供の理解を深める

とともに教職員のそれぞれの役割分担や動き方について確認を行っています。 

災害発生時から避難までの流れについて、以下に示します。 

 

火災発生時 地震・津波発生時 

〇自動火災報知機作動 

・非常ベル作動と周囲と事務室へ連絡 

〇放送① 

・火災報知機の作動と現状確認の周知 

・119番通報、初期消火、児童生徒避難準備 

〇放送② 

・火災発生場所の周知と避難指示 

〇緊急地震速報通知～地震発生 

 ・放送にて地震発生が予想される旨を周知 

 ・机の下へ避難、避難経路確保 

〇危険箇所等被害状況確認 

 

〇放送 

 ・被害情報の周知と避難指示 

〇避難 

・本部設置 

・児童生徒避難 

・非常持ち出し（書類、救急用品等） 

 ・避難者や行方不明者の確認 

  → 行方不明者の捜索指示 

 ・けがや体調不良者の確認 

  → けがや体調不良者の対応 

 ・消防隊員及び校長へ避難状況報告 

〇避難 

 ・本部設置 

 ・児童生徒避難（各自非常持ち出し袋） 

 ・非常持ち出し（非常用薬、救急用品等） 

 ・避難者や行方不明者の確認 

  → 行方不明者の捜索指示 

 ・けがや体調不良者の確認 

  → けがや体調不良者の対応 

 ・校長へ避難状況報告 

〇避難完了・鎮火・安全確保 

・保護者への連絡（一斉メール、電話等） 

 ・児童生徒下校、保護者への引き渡し（引渡しカード） 

 ・関係機関への連絡 

〇避難完了・安全確保 

・保護者への連絡（一斉メール、電話等） 

・児童生徒下校、保護者への引き渡し（引渡しカード） 

 ・関係機関への連絡 
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 ◎津波注意報等発令 

・二次避難指示 

 ・津波の大きさ、到達時間などを考慮して、校舎

２階もしくは前田医院３階へ避難。 

◎二次避難完了 

・保護者への連絡（一斉メール、電話等） 

・児童生徒下校、保護者への引き渡し（引渡しカード） 

 ・関係機関への連絡 

 

（３） 二次避難について 

① 防災備蓄品の持ち出しについて 

地震災害の場合は、地震後に津波が起きて二次避難をすることと保護者の迎えが困難になる場合が予

想されます。そのため、食料や水をはじめとする避難用品を子供及び職員が、それぞれに持ち出すこと

にしており、避難訓練においても避難用品を持って避難します。 

なお、通常時は教室で保管していますが、別の場所で授業をしている場合の持ち出し方法等について

は、今後の検討が必要です。 

 

② 避難場所について 

避難場所は、原則運動場としていますが、本校小・中学部のある地域に津波注意報等が発表された場

合には、高い場所へ二次避難を行います。 

避難マニュアルでは、津波の高さが７ｍ未満の場合は本校２階の自立活動室、７ｍを超える場合は隣

接した病院の３階へ避難することとしており、年に１回は病院への避難訓練を実施します。 

学校正門から病院へ行くまでに、車の往来がある場所を子供が移動するため、交通事故等に十分注意

して実施しています。 

 

（４） 共通の指導事項 

➢ 避難時には「放送の内容をよく聞く」「先生の指示に従って先生と一緒に避難する」ことを徹底さ

せ、避難行動の約束として「お（押）さない」「はし（走）らない」「しゃべらない」「もど（戻）

らない」の頭文字をとった「おはしも」を避難時のキーワードとし意識させ、実践をとおして理

解させる。 

➢ 火災避難訓練では煙対策としてハンカチで口を覆いながら、地震避難訓練では頭部を守るために

防災ヘルメットまたは防災頭巾をかぶって避難するよう指導する。 

➢ 事前指導においては、避難時の行動等について確認し、事後指導においては避難時の行動を振り

返り、学習内容を定着させる。 

 

４ 家庭、地域社会と連携した取組 

（１）防災備蓄品について 

 本校では平成２７年度から、地震・津波災害において、道路事情や交通遮断によって保護者が子供を

迎えに来られない状況や津波の被害によって建物から出られない状況等を想定し、避難した場所で１日

程度過ごせるように学校に必要品を備蓄することとし、準備を始めました。 

備蓄品として、学校以外の場所に避難することを考え、次頁の表に示す物を持ち出せるように準備し

ています。子供の食形態の違いや食物アレルギーの有無、おむつ等の有無などに対応するためには、子

供一人一人に必要な物品を各家庭で準備するほうが、合理的で安全であると考え、保護者に協力を要請

しました。薬の預かりについては、医師が処方している常用薬に限り、薬名や服用量、服用時間、服用

方法等を記載した服薬依頼書とともに学校へ提出してもらうことにしています。 

また、避難する場合にはそれぞれが自分で持てるように、また自分で持てない場合でも教師が持ちや

すいように、リュックサックなど背負えるものに入れてもらうようにしました。 
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避難用リュックは、年に２回、夏休みと春休みに家庭に持ち帰らせ、食品の賞味期限を確認して、期

限の切れている物等は交換を行い、他の用品についても中身の確認や補充等をしてもらいます。 

 

 防 災 備 蓄 品 保管場所 

家
庭
で
準
備 

【常用薬】 医師が処方し、常用している薬（１日分） 保健室保管 

職員持ち出し 

【非常食（３食分）】と【飲料水（２L程度）】 

・開けてすぐに食べられるビスケット、固形栄養補助食品、レトルト食品 

好きなお菓子、食品等。 

・流動食、ベビーフード、レトルトのおかゆ、ゼリー状栄養補助食品等。 

・トロミ剤、スプーン、コップなど必要に応じて準備。 

・ペットボトル入りの水やお茶。 

リュックに入 

れて各教室で

保管 

 

個人持ち出し 
【衛生用品】タオル、ティッシュ、おむつ、おしりふき、生理用品等 

学
校
で
準
備 

防寒用ハイブリットシート、簡易トイレシート 

・児童生徒人数分を購入。 

・通常は個人用避難リュックに入れておき、年度末に回収する。 

発電機、電気コード（ドラム式）、非常用ライト、非常用ラジオ、 

セラピーマット 

事務室保管 

職員持ち出し 

  

（２） 家庭への連絡方法について 

災害発生により避難等を行った場合には、電話が不通になったり回線が込み合って通じなかったりす

ることがあるため、携帯電話やスマートフォンのメール機能を活用して、一斉に情報を送信する「島特

安心メール」の運用を平成２７年度に開始し、メールへの加入を推奨しています。加入率を１００％と

することを目指して時間をかけて理解を求めていく必要があります。避難訓練時においては、メール送

信も訓練内容として取り入れています。 

 メール以外の発信手段として、災害伝言ダイヤルを併用することにしており、年度の初めには必ず、

保護者へ周知しています。 

 

（３） 地域との連携について 

 島原市は平成２８年度から地域の防災力を高めるために、地域の防災マップ等作りを地域の人々と共

に行っています。本校も、地域の一員として防災マップ作りに参加したり地域の危険箇所について地域

の人たちから学んだりしています。 

本校の周りには高齢者だけで住んでいる住居が多く、町内会から避難時の救助要請を受けています。

津波被害が発生した場合は学校を出て避難するため、地域住民の助けも必要となるため、互いに協力し

合いながら避難できるような避難計画作りが急務です。 
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・「小学校・中学校・高等学校 キャリア教育推進の手引」 平成 18年 11月 文部科学省 

 

・「月刊 特別支援教育研究 2016年 3月号」 『障害の重い児童生徒のキャリア発達支援』  

大崎博史 全日本特別支援教育研究連盟 編集 平成 28年 2月 東洋館出版社 

 

・長崎県特別支援教育推進基本計画 第３次実施計画 平成 27年 12月 17日 長崎県教育委員会 

 長崎県特別支援教育推進基本計画 第４次実施計画 平成 30年 11月 15日 長崎県教育委員会 

 第二期長崎県特別支援教育推進基本計画 第一次実施計画 令和 4年 2月 17日 長崎県教育委員会 

 

・平成 30年度長崎県特別支援学校キャリア検定開催要項 長崎県教育委員会 

 

・「交流及び共同学習ガイド」 平成 31年 3月 文部科学省 

 

・「特別支援教育就学奨励費に基づくＩＣＴ機器の購入と活用に関する実施要項」 長崎県教育委員会 

 

・「手厚い支援を必要としている子供のための情報パッケージ ぱれっと（ＰＡＬＥＴＴＥ）」 

 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 著作 平成 26年 9月 16日 ジアース教育新社 

 

・「特別支援教育を推進するための制度の在り方について（答申）」 平成 17年 12月 8日 文部科学省 

 

・「学校における性に関する指導について」 第 3回厚生科学審議会感染症部会資料  

平成 29年 2月 21日 初等中等教育局健康教育・食育課 

 

・「学校における医療的ケアへの対応について」  

第 1回学校における医療的ケアに関する検討会議資料 平成 29年 11月 10日 文部科学省 

 

・「障害のある子どもの医療サポート事業実施要綱」 平成 31年 2月 長崎県教育委員会 

 

・「長崎県人権教育・啓発基本計画（第３次改訂版）」 令和 4年 3月 長崎県 

 

・「人権教育をすすめるために（第 46～51集）」 平成 25～令和 2年 長崎県教育委員会 

 

・「『生きる力』を育む防災教育の展開」 平成 25年 3月 文部科学省 
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